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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○議長（髙橋 篤議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  開会前に、恒例によりまして４月１日付で人

事異動がありましたので、御紹介いただきます。 

  大沼副市長よりお願い申し上げます。 

○副市長  おはようございます。 

  ４月１日付で職員の人事異動の発令をいたし

ましたので、異動の課長級職員を紹介させてい

ただきます。 

  議員各位より向かって左側から順に申し上げ

ます。 

  初めに、１列目でございます。 

  総務課長、穀野純子。 

  続きまして、２列目でございます。 

  市民課長、竹田啓子。 

  続きまして、３列目でございます。 

  ワクチン接種対策主幹、嶋貫幹子。 

  次に、右に移ります。 

  １列目でございます。 

  建設課長、川合俊一。 

  続きまして、２列目でございます。 

  管理課長、鈴木博明。 

  続きまして、３列目でございます。 

  公立置賜総合病院総務課長、板垣幸広。 

  以上でございます。どうぞ御指導、御鞭撻を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長  以上で紹介を終わります。 

  去る３月29日告示になりました令和４年南陽

市議会第１回臨時会を開会いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長  ただいま出席されている議員は全員で

あります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第１号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本臨時会の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  私から、議会運営委員会の報告を申し上げま

す。 

  本日招集されました令和４年第１回臨時会の

運営について、去る４月１日午後１時より議会

運営委員会を開催し協議いたしましたので、そ

の結果について報告いたします。 

  本臨時会は、議会の申合せにより、各役職や

委員会改選のため、地方自治法第101条第３項

の規定に基づき、議員請求により招集されたも

のであります。 

  正副議長選挙及び常任委員会委員の選任等、

さらには議事日程などを勘案し協議いたしまし

た結果、会期については本日１日とすることに

決しました。 

  以上、本臨時会の運営について議会運営委員

会において協議決定いたしましたので、議員各

位の御賛同を御協力を賜りますようお願い申し

上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行
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います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長が指名いたします。 

  会議録署名議員は、８番山口正雄議員、12番

髙橋 弘議員の両議員を指名いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２ 会期の決定 

○議長  日程第２ 会期の決定を議題といたし

ます。 

  お諮りいたします。本臨時会の会期について

は、先ほどの議会運営委員会委員長報告のとお

り、本日１日といたしたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、本臨

時会の会期は本日１日と決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第３ 諸般の報告 

○議長  日程第３ 諸般の報告であります。 

  本臨時会に説明のため出席を求めた者の職氏

名は別紙のとおりでございますので御了承願い

ます。 

  ここで暫時休憩いたします。 

午前１０時０５分  休  憩 

─────────────────── 

午前１０時０７分  再  開 

○事務局長  それではここで議長が交代いたし

ます。 

  髙橋 篤議長に代わりまして、舩山利美副議

長に議長をお願いいたします。 

○副議長（舩山利美議員）  それでは、会議を

再開いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第４ 議長の辞職について 

○副議長  日程第４ 議長の辞職についてを議

題といたします。 

  では、ここで髙橋 篤議長の退席を願います。 

〔議長 髙橋 篤議員 退席〕 

○副議長  髙橋 篤議長より辞職願が提出され

ました。 

  辞職願を事務局長より朗読いたさせます。 

  事務局長。 

○事務局長  〔辞職願朗読〕 

○副議長  お諮りいたします。髙橋 篤議長の

議長辞職願を許可することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長  御異議なしと認めます。よって、髙

橋 篤議長の辞職を許可することに決しました。 

  ここで、髙橋 篤議員の復席を求めます。 

〔髙橋 篤議員 復席〕 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第５ 選第２号 議長の選挙について 

○副議長  日程第５ 選第２号 議長の選挙を

行います。 
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○副議長  議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○副議長  ただいまの出席議員は17名でありま

す。 

  ここで投票用紙を配付させます。 

〔投票用紙配付〕 

○副議長  投票用紙の配付漏れはございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○副議長  配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

〔投票箱点検〕 

○副議長  異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

○事務局長  〔議席番号、氏名、点呼〕 

〔投  票〕 

○副議長  投票漏れはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長  投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○副議長  これより開票を行います。 

  開票に先立ちまして、会議規則第31条第２項

の規定により立会人の指名を行います。 

  立会人に、１番伊藤英司議員、16番佐藤 明

議員を指名いたします。よって、両議員の立会

いをお願いいたします。 

〔開  票〕 

○副議長  選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数17票で出席議員と符合しております。 

  うち有効投票  15票 

  無効投票  ２票であります。 

  有効投票中、舩山利美15票、以上のとおりで

あります。 

  この選挙の法定得票数は、地方自治法第118

条第１項の規定により４票であります。よって、

不肖私、舩山利美が議長に当選いたしました。 

  この際、議長に当選した私、舩山利美より御

挨拶を申し上げます。 

〔議長 舩山利美議員 登壇〕 

○議長（舩山利美議員）  ただいま南陽市議会

議長に選任いただきました舩山利美でございま

す。誠にありがとうございました。 

  任期後半の重責に、改めて引き締まる思いと

その重さを痛感したところでございます。 

  振り返ってみますと、このたびの任期当初か

ら、全国的に新型コロナウイルス感染の拡大が

始まり、あらゆる行事、イベント等が自粛や中

止になったことは御存知のとおりであります。

計り知れない影響が地方経済を直撃し、町全体

が疲弊している状況が続いている中で、これま

でも多くの緊急経済対策事業が実施されてきま

した。しかしながら、いまだに出口が見えない

現状であります。 

  これからも行政当局、議会とワンチームで議

論や連携を図りながら、南陽市復活を合言葉に

市内経済を取り戻していくことが、まずは一丁

目一番地と考えております。さらに、議会とし

て市民の負託に応え、併せて議会の活性化も図

っていかなければならないと思っております。 

  私のできる限り全力を尽くしてまいる所存で

ございますので、議員皆様、そして当局の皆様

の御協力を切にお願いを申し上げ、就任と御礼

の挨拶といたします。ありがとうございました。

（拍手） 

○議長  ここで暫時休憩いたします。 

  なお、再開は予鈴にて御連絡いたします。 

午前１０時２７分  休  憩 

─────────────────── 

午前１０時４０分  再  開 

○議長  再開いたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第６ 副議長の辞職について 

○議長  日程第６でありますが、先ほど私、舩

山利美が議長に就任しましたので、日程第６は

審議不要となりました。 

  次に進みます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第７ 選第３号 副議長の選挙について 

○議長  日程第７ 選第３号 副議長の選挙

を行います。 
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○議長  議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長  ただいまの出席議員は17名であります。 

  ここで投票用紙を配付させます。 

〔投票用紙配付〕 

○議長  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

〔投票箱点検〕 

○議長  異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

○事務局長  〔議席番号、氏名、点呼〕 

〔投  票〕 

○議長  投票漏れはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長  これより開票を行います。 

  開票に先立ちまして、会議規則第31条第２項

の規定により立会人の指名を行います。 

  立会人に、２番佐藤憲一議員、15番遠藤榮吉

議員を指名いたします。よって、両議員の立会

いをお願いいたします。 

〔開  票〕 

○議長  選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数17票で出席議員と符合しております。 

  うち有効投票  14票 

  無効投票  ３票であります。 

  有効投票中、梅川信治議員14票、以上のとお

りであります。 

  この選挙の法定得票数は、地方自治法第118

条第１項の規定により４票であります。よって、

梅川信治議員が副議長に当選されました。 

  当選されました梅川信治議員が議場におられ

ますので、本席から会議規則第32条第２項の規

定により告知いたします。 

  この際、副議長に当選されました梅川信治議

員の御挨拶を登壇の上、お願い申し上げます。 

  副議長 梅川信治議員。 

〔副議長 梅川信治議員 登壇〕 

○梅川信治議員  おはようございます。 

  10番梅川信治でございます。 

  ただいま投票いただきまして誠にありがとう

ございます。今まで以上に身の引き締まる思い

であります。 

  市民の安心、安全、議会活性化のために、こ

の職を一生懸命務めてまいります。議員各位の

御指導、御協力、また、当局の皆様の御指導を

いただきながら一生懸命務めてまいります。よ

ろしくお願い申し上げまして挨拶といたします。

大変ありがとうございます。（拍手） 

○議長  ここで暫時休憩いたします。 

  なお、再開は予鈴にて御連絡いたします。 

午前１０時５５分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１０分  再  開 

○議長  再開いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第８ 常任委員の選任について 

○議長  日程第８ 常任委員の選任を行います。 

  常任委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により議長が指名いたすことに

なっておりますので、各常任委員の氏名を事務

局長より朗読いたさせます。 

  事務局長。 

○事務局長  〔常任委員の氏名 朗読〕 

  総務常任委員会 

    ３番 山 口 裕 昭 議員 
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    ５番 髙 岡 亮 一 議員 

    ７番 舩 山 利 美 議員 

   １３番 板 垣 致江子 議員 

   １４番 髙 橋   篤 議員 

  文教厚生常任委員会 

    １番 伊 藤 英 司 議員 

    ２番 佐 藤 憲 一 議員 

    ９番 片 平 志 朗 議員 

   １０番 梅 川 信 治 議員 

   １２番 髙 橋   弘 議員 

   １５番 遠 藤 榮 吉 議員 

  産業建設常任委員会 

    ４番 島 津 善衞門 議員 

    ６番 高 橋 一 郎 議員 

    ８番 山 口 正 雄 議員 

   １１番 川 合   猛 議員 

   １６番 佐 藤   明 議員 

   １７番 殿 岡 和 郎 議員 

  以上でございます。 

○議長  ただいま朗読させたとおり、それぞれ

各常任委員会委員に指名いたします。 

  この際、各常任委員会を開催し、正副委員長

の互選を行うため暫時休憩いたします。 

  なお、再開は予鈴にて御連絡いたします。 

午前１１時１１分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時３５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩中に議長のもとに通知がありました各常

任委員会の正副委員長の氏名を事務局長より報

告いたさせます。 

  事務局長。 

○事務局長  〔各常任委員会正副委員長氏名朗

読〕 

 総務常任委員会 

  委 員 長  山 口 裕 昭 議員 

  副委員長  板 垣 致江子 議員 

 文教厚生常任委員会 

  委 員 長  片 平 志 朗 議員 

  副委員長  佐 藤 憲 一 議員 

 産業建設常任委員会 

  委 員 長  島 津 善衞門 議員 

  副委員長  高 橋 一 郎 議員 

  以上でございます。 

○議長  以上であります。報告のとおり御了承

願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第９ 議会運営委員の選任について 

○議長  日程第９ 議会運営委員の選任を行い

ます。 

  議会運営委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長において指名

いたします。 

     ３番 山 口 裕 昭 議員 

     ６番 高 橋 一 郎 議員 

     ８番 山 口 正 雄 議員 

    １２番 髙 橋   弘 議員 

    １５番 遠 藤 榮 吉 議員 

  以上、５名の議員を議会運営委員に指名いた

します。 

  この際、議会運営委員会を開催し、正副委員

長の互選を行うため暫時休憩といたします。 

  なお、再開については予鈴にて御連絡いたし

ます。 

午前１１時３８分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時４９分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩中に議長のもとに通知がありました議会

運営委員会の正副委員長の氏名を報告いたしま

す。 

  委員長に８番山口正雄議員、副委員長に15番

遠藤榮吉議員、以上であります。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１０ 選第４号 置賜広域行政事務組 

合議会議員の選挙について 

○議長  日程第10 選第４号 置賜広域行政事

務組合議会議員の選挙を行います。 
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○議長  置賜広域行政事務組合規約第５条第２

項の規定により、議長及び議員２名の３名を選

出することになっておりますので、議長を除く

２名の議員を選出するものであります。 

  お諮りいたします。置賜広域行政事務組合議

会議員の選挙は、地方自治法第118条第２項の

規定により指名推選の方法により行いたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。よって、置賜広

域行政事務組合議会議員の選挙は指名推選によ

り行うことに決しました。 

  指名推選は議長において行いたいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。よって、置賜広

域行政事務組合議会議員は議長において指名推

選を行います。 

  置賜広域行政事務組合議会議員に、３番山口

裕昭議員、11番川合 猛議員の２名を指名推選

いたします。 

  お諮りいたします。ただいま指名推選いたし

ました３番山口裕昭議員、11番川合 猛議員を

置賜広域行政事務組合議会議員の当選人とする

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。よって、３番山

口裕昭議員、11番川合 猛議員を置賜広域行政

事務組合議会議員の当選人に決しました。 

  ただいま当選されました２名の方が議場にお

られますので、会議規則第32条第２項の規定に

より本席より告知いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１１ 選第５号 置賜広域病院企業団 

議会議員の選挙について 

○議長  日程第11 選第５号 置賜広域病院企

業団議会議員の選挙を行います。 
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○議長  置賜広域病院企業団規約第５条の規定

により、３名を選出するものであります。 

  お諮りいたします。置賜広域病院企業団議会

議員の選挙は、地方自治法第118条第２項の規

定により指名推選により行いたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。よって、置賜広

域病院企業団議会議員の選挙は指名推選により

行うことに決しました。 

  指名推選は議長において行いたいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。よって、置賜広

域病院企業団議会議員は議長において指名推選

を行います。 

  置賜広域病院企業団議会議員に、４番島津善

衞門議員、８番山口正雄議員、不肖私、７番舩

山利美を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま指名推選いたし

ました４番島津善衞門議員、８番山口正雄議員、

私、７番舩山利美を置賜広域病院企業団議会議

員の当選人と決することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、４番

島津善衞門議員、８番山口正雄議員、不肖私、

７番舩山利美を置賜広域病院企業団議会議員の

当選人に決しました。 

  ただいま当選されました３名の方が議場にお

られますので、会議規則第32条第２項の規定に

より本席より告知いたします。 

  ここで、本日追加告示になりました議案１件

について、議会運営委員会で御審議いただくた

めに暫時休憩いたします。 

  なお、再開については予鈴にて御連絡いたし

ます。 

午前１１時５５分  休  憩 

─────────────────── 

午後 ０時００分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩中に議会運営委員会を開催されましたの

で、議会運営委員長より報告を求めます。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  私から議会運営委員会の報

告を申し上げます。 

  本日追加告示され、本臨時会に提案されます

議案は同意案１件であります。 

  議案の審査について申し上げます。 

  南陽市監査委員の選任についての同意案につ

いては、提案理由説明、委員会付託省略、質疑

の後、討論を省略し、表決は簡易表決で行うこ

とといたしました。 

  以上、本臨時会の運営について議会運営委員

会において協議決定いたしましたので、議員各

位の御賛同と御協力を賜りますようお願い申し

上げ報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１２ 同意第３号 南陽市監査委員の 

選任について 

○議長  日程第12 同意第３号 南陽市監査委

員の選任についてを議題といたします。 
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○議長  この際、地方自治法第117条の規定に

より、14番髙橋 篤議員の退席を求めます。 

〔14番 髙橋 篤議員 退席〕 

○議長  この際、市長に対し提案理由の説明を

求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました同意第３号 

南陽市監査委員の選任について提案理由を申し

上げます。 

  議会選出監査委員、川合 猛議員が本日付を

もって監査委員を辞任されましたので、後任の

委員に髙橋 篤議員を適任と認め選任いたした

いので、地方自治法第196条の規定により御提

案申し上げるものでございます。 

  御審議の上、御同意いただきますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております同意第３号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略したいと

思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第３号は委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。同意第３号は討論を省略

したいと思います。これに御異議ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。よって、同意第

３号は討論を省略することに決しました。 

  お諮りします。同意第３号 南陽市監査委員

の選任について、これを同意したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第３号は同意することに決しました。 

  14番髙橋 篤議員の復席を認めます。 

〔14番 髙橋 篤議員 復席〕 

○議長  最後にお諮りいたします。本臨時会に

おいて議決されました議案の中で整理を要する

ものについては、会議規則第43条の規定により、

その整理を議長に委任願いたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、整理

を要するものについては、その整理を議長に委

任することに決しました。 

  以上をもって本臨時会に提案されました議案

の審査は全て終了いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

市 長 挨 拶 

○議長  ここで市長より発言を求められており

ますので、これを認めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  令和４年第１回臨時会の閉会に当たり

まして、一言御挨拶を申し上げます。 

  本臨時会におきましては、提案いたしました

議案１件につきまして慎重に御審議を賜り、原

案のとおり御同意いただきましたことに厚く御

礼を申し上げます。 

  さて、本臨時会におきまして正副議長に就任

されました舩山利美議長、梅川信治副議長には、

心からお祝いを申し上げます。円滑な議会運営、

そしてますますの市議会発展のために御活躍い

ただきますよう御期待申し上げます。 

  また、議会運営委員会委員長並びに各常任委

員会委員長に就任されました議員各位におかれ
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ましても、御指導、御協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

  結びに、いよいよ令和４年度がスタートいた

しましたが、議員各位におかれましては各般に

わたり指導力を発揮され、御自愛をいただきな

がら、特段の御指導と御協力をお願い申し上げ

ますとともに、御健勝にて御活躍されますこと

を心から御祈念申し上げまして御礼の御挨拶と

いたします。 

  誠にありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

閉      会 

○議長  これをもちまして、令和４年南陽市議

会第１回臨時会を閉会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午後 ０時０７分  閉  会 

 

南陽市議会議長 舩 山 利 美 

前  議  長 髙 橋   篤 

会議録署名議員 山 口 正 雄 

同       髙 橋   弘 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 案 等 
 

（ 令 和 ４ 年 第 １ 回 臨 時 会 ） 



 
 
 
 

 
令 和 ４ 年 第 ２ 回 臨 時 会 

 
 
 

 

   

 

（第４０３号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
令和４年４月２１日（木曜日） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令和４年４月２１日（木）午前10時00分開会・開議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第１号 

令和４年４月２１日（木）午前１０時開議 

 

 議会報告  議会運営委員長報告 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 

 日程第 ２ 会期の決定 

 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 

 日程第 ４ 議第 26号 南陽市税条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

 日程第 ５ 議第 27号 南陽市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日程第 ６ 議第 28号 南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日程第 ７ 議第 25号 令和４年度南陽市一般会計補正予算（第２号） 

 

 日程第 ８ 予算特別委員会の設置について 

 

（予算特別委員長報告） 

 日程第 ９ 議第 25号 令和４年度南陽市一般会計補正予算（第２号） 

 

   閉   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第１号に同じ 
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────────────────────────────────────────────── 

出 欠 席 議 員 氏 名 

 

◎出席議員（１７名） 

 １番 伊  藤  英  司  議員  ２番 佐  藤  憲  一  議員 

 ３番 山  口  裕  昭  議員  ４番 島  津  善 衞 門  議員 

 ５番 髙  岡  亮  一  議員  ６番 高  橋  一  郎  議員 

 ７番 舩  山  利  美  議員  ８番 山  口  正  雄  議員 

 ９番 片  平  志  朗  議員 １０番 梅  川  信  治  議員 

１１番 川  合     猛  議員 １２番 髙  橋     弘  議員 

１３番 板  垣  致 江 子  議員 １４番 髙  橋     篤  議員 

１５番 遠  藤  榮  吉  議員 １６番 佐  藤     明  議員 

１７番 殿  岡  和  郎  議員   

◎欠席議員（０名） 
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説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

矢 澤 文 明 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 

島 貫 正 行 農 林 課 長  寒河江 英 明 農村森林整備主幹 

長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長  川 合 俊 一 建 設 課 長 

佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長  大 室   拓 会 計 管 理 者 

長 濱 洋 美 教 育 長  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長  山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長 

土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 青 木   勲 代 表 監 査 委 員 

細 川 英 二 監査委員事務局長  安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  去る４月14日告示になりました令和４年南陽

市議会第２回臨時会を開会いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長  ただいま出席されている議員は全員で

あります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第１号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本臨時会の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  私から、議会運営委員会の報告を申し上げま

す。 

  本日招集されました令和４年第２回臨時会の

運営について、去る４月18日午前10時より議会

運営委員会を開催し協議いたしましたので、そ

の結果について報告いたします。 

  初めに、会期について申し上げます。 

  本臨時会に提案されます議案は、条例案３件、

補正予算案１件の計４件であります。 

  当局より総務課長及び財政課長の出席を求め、

提出議案の説明を受け、協議いたしました結果、

本臨時会の会期を本日１日とすることに決しま

した。 

  次に、議案の審査について申し上げます。 

  まず、条例案３件についてでありますが、一

括議題とし、提案理由説明、総括質疑の後、総

務常任委員会に付託し、本会議休憩中、委員会

を開催し審査、審査終了後、委員長報告、質疑、

討論、表決の順で行うことといたしました。 

  次に、補正予算案１件についてでありますが、

提案理由説明、質疑省略、予算特別委員会設置、

同委員会に付託し、本会議休憩中、委員会を開

催し審査、審査終了後、委員長報告、質疑、討

論、表決の順で行うことといたしました。 

  以上、本臨時会の運営について、議会運営委

員会において協議決定いたしましたので、議員

各位の御賛同と御協力を賜りますようお願い申

し上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行

います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長が指名いたします。 

  会議録署名議員は、１番伊藤英司議員、13番

板垣致江子議員の両議員を指名いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２ 会期の決定 

○議長  日程第２ 会期の決定を議題といたし

ます。 

  お諮りいたします。本臨時会の会期について

は、先ほど議会運営委員長報告のとおり、本日

１日としたいと思います。これに御異議ござい
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ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、本臨

時会の会期は本日１日と決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第３ 諸般の報告 

○議長  日程第３ 諸般の報告であります。 

  本臨時会に説明のため出席を求めた者の職、

指名、議員派遣の報告は別紙のとおりでござい

ますので、御了承願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第４ 議第２６号から 

日程第６ 議第２８号まで計３件 

○議長  日程第４ 議第26号 南陽市税条例等

の一部を改正する条例の設定についてから、日

程第６ 議第28号 南陽市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定についてまでの議

案３件を議事の都合により一括して議題といた

します。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ただいま上程されました議第26号 南陽市税

条例等の一部を改正する条例の設定についてか

ら、議第28号 南陽市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の制定についてまでの条例案

３件につきまして、一括して提案理由を申し上

げます。 

  初めに、議第26号 南陽市税条例等の一部を

改正する条例の設定について申し上げます。 

  本案は、地方税法等の一部改正に伴い、個人

市民税において住宅ローン控除の延長、固定資

産税において商業地等の負担調整措置の特例や

省エネ改修を行った既存住宅に係る減額措置の

拡充などについて、所要の改正を図るため、条

例の一部を改正するものでございます。 

  次に、議第27号 南陽市都市計画税条例の一

部を改正する条例の制定について申し上げます。 

  本案は、地方税法等の一部改正に伴い、固定

資産税同様に、商業地等の負担調整措置の特例

などについて、所要の改正を図るため、条例の

一部を改正するものでございます。 

  次に、議第28号 南陽市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。 

  本案は、地方税法等の一部改正に伴い、高額

所得世帯の課税限度額の引上げなどについて、

所要の改正を図るため、条例の一部を改正する

ものでございます。 

  以上、条例案３件につきまして一括して提案

理由を申し上げましたが、御審議の上、御可決

くださいますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいま議題となっております議案３件につ

いて、総括して質疑ございませんか。 

  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  提案者の市長に第28号の国民

健康保険税の税条例に対するこの条例の制定に

ついてお尋ねいたします。 

  今回の条例は、国保税が３万ほど限度額が上

がると、こういう提案であります。 

  これは、国会でも決定されまして、上位法と

いうことで各自治体にお願いをすると、こうい

うふうな流れになっているわけですけれども、

この限度額、毎年のように上がっているのが現

状であります。やっぱり私は、これまでも上げ

るべきではないと再三再四、当局に対して要望

をしてまいりました。 

  しかし、残念ながらずっと毎年のように上が
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りっ放しと、こういう状況であります。 

  それで、お尋ねしたいんですが、去る３月の

議会で未就学の子供たち、均等割、これ半額に

なったわけです。大変結構なことでありますが、

これとは裏腹に、舌も乾かぬうちにまたこうい

う形で提案をしてくると、果たしていかがなも

のかとこういうふうに思っているわけでありま

す。 

  しかも正確に言うと、この10年間で７回も上

がっているんです、市長。７回もですよ。これ

ではたまったものではないと思いますが、市長

の考えをお聞きしたい。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  御質問にお答え申し上げます。 

  ３月のお子さんの均等割が軽減されたことに

ついては、長年の要望が実ったということで、

それについては大変よかったなというふうに思

っているところですが、今回、一方で限度額が

引上げになったということで、負担が重くなる

ことについては本意ではないというふうに思っ

ております。 

  今現在、日本全体の高齢化が最もピークに達

しようという時期で、社会保障に係る財源が厳

しいということは理解しておりますが、国にお

いては、こういった物価高騰の折から、そうい

ったことも鑑みて国民負担をなるべく増やさな

いようにということは、市長会でも申し上げて

いるとおりでございますので、そのように今後

とも必要な要望を行ってまいりたいというふう

に思っております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  私思うんですけれども、一方

では子供の均等割、これ市長会をはじめ様々な

諸団体が駄目ですよと、こう再三前から言って

いますね。私も議会等で申し上げてきましたが、

しかし一方ではこういう形で、毎年のように値

上げしていると。今コロナの問題も含めて、ウ

クライナ問題も含めて、諸物価がどんどんどん

どん２回も３回も上がっている状況も多々ある

わけですね。 

  そういう状況の中で、また負担増になると、

これではたまったものではないと、こういうふ

うに私思うんですよ。それで、この国民健康保

険とかあるいは介護保険もそうですけれども、

国が責任を持ってやっていくと、これが一番い

い方法ではないのかなと思うんですが、そうい

った議論というのは市長会等々でやって来られ

たのかどうか、この辺どうでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ただいまの御質問の点につきましては、

国が責任を持ってということを必ず文言の中に

申し添えているというふうに承知しております。 

  国民の負担も、それから地方自治体の負担も

増やすことなく、この国民皆保険の制度におい

て、国の責任で制度をしっかり運用して、国民

の健康を守ってもらいたいということは常々申

し上げております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  私言っていることは、市長は

よく理解しているわけですね。 

  市長も今おっしゃったように、佐藤 明言っ

ていることは大体そのとおりだというふうに、

答弁聞こえるわけですけれども。私はやっぱり

市長もそうでしょうけれども、立場は同じなわ

けです。行政にいようが、立法府にいようが、

どこにいようが、やっぱり国民の負担は駄目で

すよと、こういうことが私、言えると思うんで

すね。 

  ですから、その辺しっかり肝に銘じていただ

いて、いろいろな場所で、この問題等について

発言をしていただきたいものだなと、このこと

を重ねて申し上げたいというに思います。 

  以上です。 

○議長  ほかに質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  ただいま議題となっております条例案３件は、

会議規則第37条第１項の規定により、別紙議案

付託表のとおり、所管の総務常任委員会に付託

いたします。 

  なお、本議案の審査は、この後の休憩中に総

務常任委員会を開催し審査願います。 
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○議長  ここで、暫時休憩いたします。 

  再開は予鈴にてお知らせいたします。 

午前１０時１４分  休  憩 

─────────────────── 

午前１０時４５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （総務常任委員長報告） 

日程第４ 議第２６号から 

日程第６ 議第２８号まで計３件 

○議長  ただいま議題となっております議第26

号 南陽市税条例等の一部を改正する条例の設

定についてから、議第28号 南陽市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例の制定について

までの議案３件について、総務常任委員長の報

告を求めます。 

  総務常任委員長 山口裕昭議員。 

〔総務常任委員長 山口裕昭議員 登壇〕 

○総務常任委員長  おはようございます。 

  それでは、私から総務常任委員会の報告を申

し上げます。 

  本臨時会において当委員会に付託されました

議案３件について、先ほど第２委員会室におい

て関係課長等の出席を求め委員会を開催し、慎

重に審査いたしましたので、その経過と結果に

ついて御報告申し上げます。 

  初めに、議第26号 南陽市税条例等の一部を

改正する条例の設定について申し上げます。 

  本案は、地方税法等の改正に伴い所要の改正

を行うもので、当局から主な改正内容について

説明がありました。 

  初めに、個人市民税の１点目、住宅ローン控

除の改正についてであります。 

  所得税の住宅ローン控除の改正により適用期

限を４年間延長し、所得税から控除し切れない

額をこれまでと同様に個人住民税から控除する

もので、令和５年度課税分から適用になるもの

であります。 

  ２点目は、上場株式等の配当所得等に係る課

税方式の改正についてであります。 

  特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係

る所得の課税方式を所得税と個人住民税が一致

するよう改正するもので、具体的には所得税で

確定申告を選択した場合は、住民税で申告不要

を選択できなくなるものであります。 

  次に、固定資産税の１点目、貯留機能保全区

域の課税標準の特例の新設についてであります。 

  特定都市河川浸水被害対策法が改正され、河

川の氾濫などで侵入した雨水を一時的に貯留す

る機能を有する土地を県知事が貯留機能保全区

域に指定すると、所有者が盛土や塀の設置等を

行う場合、事前に県知事に届出が必要となるな

ど、土地の所有者に一定の負担が生じるため、

最初の３年間の課税標準を４分の３とするもの

であります。 

  ２点目は、土地に係る負担調整措置の改正で

あります。 

  負担調整措置について、令和４年度に限り、

商業地等の課税標準額を前年度の課税標準額に

令和４年度の評価額の2.5％を加算した額とす

るものであります。 

  ３点目は、省エネ改修を行った既存住宅に係

る減額措置の改正についてであります。 

  一定の省エネ改修を行った場合、住宅の固定

資産税は翌年度に限り３分の１を、認定長期優

良住宅は３分の２を減額する制度で、より良質

な省エネ改修に対し適用するものであります。 

  委員からは、上場株式等の配当所得等に係る

課税方式の改正で、納税者へのメリットはある

のかとの質問があり、公平性の観点から地方税

法が改正され、所得税で確定申告をした場合に、

住民税ではほかの所得税率より低い税率が適用

される申告不要制度が選択できなくなるものと
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の説明がありました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第27号 南陽市都市計画税条例の一

部を改正する条例の制定について申し上げます。 

  本案は、地方税法等の改正に伴い、貯留機能

保全区域の課税標準の特例の新設と土地に係る

負担調整措置の改正について、固定資産税と同

様の改正を行うものであります。 

  委員からは、市内で指定されたところはある

のかとの質問があり、固定資産税ともに県内で

指定された土地はない、との説明がありました。 

  検査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第28号 南陽市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。 

  本案は、地方税法等の改正に伴い所要の改正

を行うものであります。 

  改正内容は、課税限度額を基礎課税額分にお

いては２万円引き上げ65万円に、後期高齢者支

援金分においては１万円引き上げ20万円に、介

護納付金分は17万円のまま据置きするもので、

全ての区分で限度額となった場合、課税額は

102万円になるとの説明がありました。 

  委員からは、税率の改正はあるのかとの質問

があり、この改正により、高所得者層から御負

担をいただくことで、税率を改正せずに国保事

業を運営することができることとなるとの説明

がありました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  以上、総務常任委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの総務常任委員長の報告に対し質疑

ございませんか。 

  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  ただいま総務常任委員長の報

告の議第28号 南陽市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の制定についての案件につい

て、私は反対の立場を表明するものであります。 

  以上です。 

○議長  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  ただいまの総務常任委員長報告に対し、16番

佐藤 明議員より議第28号 南陽市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例の制定について

異議がありましたので、分割して採決を行いま

す。 

  初めに、議第28号 南陽市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定についての採決

を行います。 

  お諮りいたします。議第28号の採決は起立採

決により行いたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  議第28号 南陽市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定について、原案のとおり

決するに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長  御着席願います。 

  起立多数であります。よって、議第28号は原

案のとおり決しました。 

  次に、お諮りいたします。議第28号を除く議

案２件について、原案のとおり決するに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。よって、議第28



－33－ 

号を除く議案２件については、原案のとおり決

しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第７ 議第２５号 令和４年度南陽市一 

     般会計補正予算（第２号） 

○議長  日程第７ 議第25号 令和４年度南陽

市一般会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第25号 令

和４年度南陽市一般会計補正予算（第２号）の

補正予算案につきまして提案理由を申し上げま

す。 

  補正の内容は、緊急経済対策事業として、新

型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰の影

響を受けている市民の家計を応援し、地域にお

ける消費を喚起するため、市内で利用できるク

ーポンを配布する「全市民応援クーポン事業」

の新規追加であり、財源につきましては、国県

支出金で措置いたすものでございます。 

  以上、提案理由を申し上げましたが、御審議

の上、御可決くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。質疑は予算特別委員会に

おいて行うこととし、この際、質疑を省略した

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。よって、この際、

質疑を省略することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第８ 予算特別委員会の設置について 

○議長  日程第８ 予算特別委員会の設置を議

題といたします。 

  お諮りいたします。議第25号の補正予算議案

を審査するため、議長を除く全員をもって構成

する予算特別委員会を設置したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議長

を除く全員をもって構成する予算特別委員会を

設置することに決しました。 

  議第25号の補正予算議案は、ただいま設置い

たしました予算特別委員会に付託いたします。 
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○議長  なお、先ほどの議会運営委員長報告の

とおり、この後の本会議休憩中に予算特別委員会

を開催し、審査願います。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  再開は予鈴にてお知らせいたします。 

午前１０時５８分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時２０分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （予算特別委員長報告） 

日程第９ 議第２５号 令和４年度南陽市一 

     般会計補正予算（第２号） 

○議長  日程第９ 議第25号 令和４年度南陽

市一般会計補正予算（第２号）について、予算

特別委員長の報告を求めます。 

  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕 

○予算特別委員長  私から予算特別委員会の報

告を申し上げます。 

  本臨時会において、当委員会に付託されまし

た案件は、令和４年度一般会計補正予算１件で

あります。これを審査するため、先ほど委員会

を開催し審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ

を報告させていただきます。 

  議第25号 令和４年度南陽市一般会計補正予

算（第２号）は、全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決した次第であります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。討論の希望ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第25号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第２号）は、予算特別

委員長報告のとおり決するに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

25号は予算特別委員長報告のとおり決しました。 

  最後にお諮りいたします。本臨時会において

議決されました議案の中で、整理を要するもの

については、会議規則第43条の規定により、そ

の整理を議長に委任願いたいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、整理

を要するものについては、その整理を議長に委

任することに決しました。 

  以上をもって本臨時会に提案されました議案

の審査は全て終了いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

市 長 挨 拶 

○議長  ここで、市長より発言を求められてお

りますので、これを認めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  令和４年第２回臨時会の閉会に当たり

まして、一言御挨拶を申し上げます。 

  今臨時会におきましては、御提案申し上げま

した議案につきまして、慎重に御審議を賜り、

全議案とも原案のとおり、御可決をいただきま
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したことに、厚く御礼を申し上げます。 

  さて、令和４年度は「南陽を世界ブランドに」

という壮大な構想の実現に挑戦する重要な年で

あります。各界の著名な方々との御縁が、南陽

につどい、つながりあったこの好機を逃すこと

なく成果につなげてまいりたいと存じます。 

  喫緊の課題であります新型コロナウイルス感

染症に対しまして、本市では３回目のワクチン

接種の機会を積極的に提供し、12歳から17歳ま

での接種に向けても、希望される方に迅速に提

供できるよう対応しているところでございます。

全国的に感染状況が好転しておりませんが、少

しでも早くコロナ禍が収束するよう、対策事業

を牽引してまいる所存でございますので、今後

とも、なお一層の御協力を賜りますよう、お願

い申し上げます。 

  さて、「赤湯温泉桜まつり」が開催され、ま

さに見頃の時期を迎えております。関係各位の

御努力の中、感染対策を講じての開催で何かと

御苦労が多いことと拝察いたしますが、桜の花

の美しさが、来場者の心を癒やすものとなり、

烏帽子山公園を訪れてよかったと実感できる桜

祭りになることを願っております。 

  また、春の風物詩であります山形県縦断駅伝

競走大会が27日から開催され、29日の最終日に

南陽市を通過いたします。 

  南陽・東置賜チームは、前人未到の総合10連

覇を目指し頑張っております。ソーシャルディ

スタンスを取りながら、ぜひ沿道などで、声を

出さない拍手等での応援をお願い申し上げます。 

  結びになりますが、議員各位におかれまして

は、時節柄、御自愛をいただきまして、各般に

わたり御健勝にて御活躍されますよう、心から

御祈念申し上げまして、御礼の御挨拶とさせて

いただきます。 

  誠にありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

閉      会 

○議長  これをもちまして令和４年南陽市議会

第２回臨時会を閉会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでございました。 

午前１１時２７分  閉  会 

 

南陽市議会議長 舩 山 利 美 

会議録署名議員 伊 藤 英 司 

同       板 垣 致江子 

 



 
 

 

令和４年第２回臨時会 
４月２１日（木曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ４ 年 ４ 月 ２ １ 日 （ 木 ） 午 前 1 0 時 5 9 分 開 会 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１６名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ８番 山  口  正  雄  委員  ９番 片  平  志  朗  委員 

１０番 梅  川  信  治  委員 １１番 川  合     猛  委員 

１２番 髙  橋     弘  委員 １３番 板  垣  致 江 子  委員 

１４番 髙  橋     篤  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１６番 佐  藤     明  委員 １７番 殿  岡  和  郎  委員 

◎欠席委員（０名） 
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

矢 澤 文 明 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 

島 貫 正 行 農 林 課 長  寒河江 英 明 農村森林整備主幹 

長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長  川 合 俊 一 建 設 課 長 

佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長  大 室   拓 会 計 管 理 者 

長 濱 洋 美 教 育 長  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長  山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長 

土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 細 川 英 二 監査委員事務局長 

安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
   

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第25号 令和４年度南陽市一般会計補正予算 

      （第２号） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○事務局長  それでは、初めての予算特別委員

会でありますので、委員長が互選されるまでの

間、委員会条例第10条第２項の規定により、年

長の委員が臨時委員長の職務を行うこととなっ

ております。 

  出席委員中、殿岡和郎委員が最年長委員であ

りますので、殿岡委員に臨時の委員長をよろし

くお願いいたします。 

〔殿岡臨時委員長 委員長席に着席〕 

○臨時委員長（殿岡和郎委員）  おはようござ

います。 

  年長委員をいただきましてありがとうござい

ます。私がその故をもって委員長ということで

職務をいたしますので、よろしくお願いをいた

します。 

  ただいまから予算特別委員会を開会いたしま

す。 

  ただいま出席されている委員は、16名全員で

あります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

委員長の互選 

○臨時委員長  これより予算特別委員会委員長

の選挙を行います。 

  お諮りいたします。委員長の選挙は、指名推

選の方法により行いたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長  御異議なしと認めます。よって、

指名推選の方法により行うことに決しました。 

  指名推選は、私から行いたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長  御異議なしと認めます。 

  それでは、私から予算特別委員会の委員長を

指名させていただきます。 

  予算特別委員会委員長に、私殿岡和郎を指名

いたします。 

  ただいまの指名に対し御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長  御異議なしと認めます。よって、

私殿岡和郎が予算特別委員会委員長に当選いた

しました。 

  私より御挨拶を申し上げます。 

〔殿岡和郎委員長 登壇〕 

○委員長（殿岡和郎委員）  おはようございま

す。 

  たびたび予算委員長というお仕事を皆さんの

支持でさせていただき、心から感謝を申し上げ

ます。 

  考えてみますと、今の教育長が課長時代から

何回か予算委員長をやらせていただきましたし、

この前期についてもさせていただきました。 

  皆さんの予算に対する熱意、それから発言、

これが非常に南陽市の発展に寄与するものと思

います。これは堂々と予算委員会がなければ南

陽市は１円も動かすことはできません。それを

肝に銘じまして、やっぱり声を大きくして賛成、

反対、よろしくお願いをしたいと思います。 

  御意見は、時間かかっても何ぼでも出してい

ただいて結構ですから、分かるように御協力を

お願いしたいと思います。 

  就任の挨拶を終わります。ありがとうござい

ます。 

〔殿岡和郎委員長 委員長席に着席〕 

○委員長（殿岡和郎委員）  ただいまから委員

長の職務を行いますので、よろしくお願いを申
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し上げます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

副委員長の互選 

○委員長  それでは、予算特別委員会副委員長

の選挙について議題といたします。 

  お諮りいたします。副委員長の選挙は指名推

選の方法により行いたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、指

名推選の方法により行うことと決しました。 

  指名推選は私から行いたいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  それでは、私から予算特別委員会の副委員長

を指名させていただきます。 

  予算特別委員会副委員長に島津善衞門委員を

指名いたします。 

  ただいまの指名に対し御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、島

津善衞門委員が予算特別委員会副委員長に当選

されました。 

  ただいま副委員長に当選されました島津善衞

門副委員長から、自席で就任の御挨拶をお願い

いたします。 

  島津善衞門副委員長。 

○副委員長（島津善衞門委員）  おはようござ

います。 

  ただいま副委員長という重責を負わせていた

だくことになり、厚く御礼申し上げます。 

  先ほど委員長の挨拶にありましたが、委員長

はとても元気な後期高齢者でございます。経験

も長く知識も豊富でいらっしゃいますので、副

委員長としてその辺を勉強させていただきたい

というふうに思っております。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

○委員長  これより予算の審査に入ります。 

  本委員会に付託されました案件は、令和４年

度補正予算１件であります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第２５号 令和４年度南陽市一般会計補正

      予算（第２号） 

○委員長  それでは、議第25号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第２号）について審査

を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋直昭財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年第２回臨時会 予算に 

        関する説明書により 議第25号 

        について説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

いいたします。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  補正予算書の予算に関する説明書により、歳

入、歳出全般、８ページから９ページまでにつ

いて質疑ございませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ちょっと賛成の立場なんです

けれども、二、三お伺いしたいというふうに思

います。 

  まず、3,000円の以前クーポン券があったわ

けですけれども、3,000円のクーポンの消化率

というか、達成した率というか、逆に言えば残

った枚数なんかあるのかどうかお伺いをしたい

と思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  委員の御質問にお答え申し上
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げます。 

  前回の3,000円のクーポンにつきましては、

対象者が胎児分含めまして、３万362人でござ

いました。掛ける3,000円ですので、配布金額

といたしましては、9,108万6,000円となってご

ざいます。 

  それで、実際、事業所の方から換金の総額で

ございますけれども、8,824万7,000円でござい

ましたので、先ほどの9,108万6,000円に対して

は、換金率といいますか、96.9％となってござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長  高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。 

  やっぱり100％というのは、なかなかならな

いのかなというふうに思ったわけですけれども、

この郵送でいく、今回も郵送でというようなこ

とですから、当然行っているというふうなこと

の理解でいいと思うんですけれども、戻ってき

ている分というのはあるんでしょうか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  一旦こちらのほうに戻ってきたとしても、例

えば家族の方がちょっと離れたところにいると

か、そういった場合についてはこちらのほうで

再度郵送しているものですから、ほとんど全て

をお配りさせていただいたというふうなことで

ございます。 

○委員長  高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  これは、いわゆる地元の商店

街の方にとっても、それから市民にとってもい

いクーポンだというふうに思っています。この

たび、今回2,000円だというふうなことなんで

すけれども、これはいわゆる県の補助金が県議

会で決まったからというふうな御説明だったと

思うんですけれども、そのような理解でよろし

いんでしょうか。 

  例えば、事務費というのはかかるわけですか

ら、もし例えば先に分かっていて、だとすれば

3,000円が5,000円だったらよかったのかなとい

うふうに単純に思っちゃうわけですね、市民の

方。だからその辺の説明も含めて、なぜ今回新

たに2,000円なのかというようなことを分かり

やすく説明が要るのかなというふうに思ってい

るんですけれども、その辺どうでしょうか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  山形県のほうのこの補助金につきましては、

まず令和３年度についてはございませんでした。

令和４年度に新設されたものでございます。 

  それで前回が3,000円で、今回が2,000円とい

うふうなことになりますけれども、担当課とし

てもできれば3,000円をしたかったんですけれ

ども、国のほうの交付金の残高の状況、また、

経済対策についてもこれで終わりというふうな

ことはないのかなと、今後も状況に応じて、ま

た経済対策をする必要があるのかなというふう

な部分で、後に残す部分も必要だろう、さらに

商工観光課のほうで全て使える分とは思いませ

んけれども、後に残す分も含めまして、今回は

2,000円、そのうち県のほうで半分の1,000円を

負担していただくというふうに、今回提案させ

ていただくものでございます。 

○委員長  市長。 

○市長  ちょっと補足させていただきます。 

  なぜ今これ、この事業が必要かという部分に

ついてなんですけれども、２月にウクライナ戦

争が始まりまして、その前から昨年から燃料の

高騰、諸物価の高騰というのがあったわけです

が、さらに、この４月に入ってから様々な価格

が改定されて、市民の生活、家計を圧迫してい

るという状況がございます。何らかのこの物価

高騰対策は必要だろうというふうに考えました。 

  その結果、できるだけ早くということで、急

に、急いで決めたものでありましたけれども、

このタイミングで上程をさせていただき、でき
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るだけ早く市民の皆さんに、少しでも家計を応

援できればと考えたところでございます。 

○委員長  高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  今の市長の説明のとおりだと

思うんですけれども、とすれば、この事業の概

要の説明のところについては、やっぱり第１番

目に燃料価格が上がってきたというふうなこと

を説明したほうがいいのかなというふうに私思

いますので、例えば、市民に対する通知、郵送

でする際に、そこらをやっぱり丁寧に説明した

ものを入れるとか、そういったものがあってい

いと思うんですが、どのようにお考えでしょう

か。 

○委員長  要望ですか、意見ですか。 

○高橋一郎委員  いえ、考えをお聞きしたい。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  私たちのほうでも、今、委員がおっしゃった

とおりというふうに考えてございまして、こち

らのほうで作成している事業概要についても、

新型コロナウイルスだけでなくて、ウクライナ

情勢等に起因した燃料価格、物価高騰等の影響

を受けている市民の家計を応援するというふう

なことを、一番最初に事業概要、目的というふ

うな部分で謳っているものでございますので、

御理解をいただければと思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第25号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり可決すべきものと決するに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第25号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  以上で、本委員会に付託されました令和４年

度補正予算１件の審査は終わりました。 

  慎重な御審議を賜り、誠にありがとうござい

ました。委員各位の御協力に対し、深く感謝申

し上げます。 

 

─────────────────── 

 

閉      会 

○委員長  これをもちまして予算特別委員会を

閉会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１１時１９分  閉  会 

 

       予算特別委員長 殿 岡 和 郎 
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 議会報告  議会運営委員長報告 
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             承認を求めることについて 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  去る５月30日告示になりました令和４年南陽

市議会６月定例会を開会いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長  ただいま出席されている議員は全員で

あります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第１号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本定例会の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  私から、議会運営委員会の報告を申し上げま

す。 

  本日招集されました令和４年６月定例会の運

営について、去る６月３日、午前10時より議会

運営委員会を開催し協議いたしましたので、そ

の結果について御報告いたします。 

  本定例会に提案されます議案は、承認案１件、

報告５件、同意案２件、条例案その他議案３件、

補正予算案１件の計12件であります。 

  当局より総務課長及び財政課長の出席を求め、

提出議案の説明を受け、議案数及び一般質問の

通告を考慮し、協議いたしました結果、定例会

の会期を本日から21日までの16日間と決した次

第であります。 

  この16日間の会期において、お手元に配付し

てあります日程表に従い、本会議、各常任委員

会及び予算特別委員会を開催し、御審査くださ

るようお願い申し上げます。 

  次に、議案の審査について申し上げます。 

  まず、承認案１件につきましては、提案理由

説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決の順

で行うことといたしました。 

  次に、報告５件につきましては、一括して説

明を求めることといたしました。 

  次に、同意案２件につきましては、１件ずつ

議題とし、提案理由説明、委員会付託省略、質

疑、討論省略、表決の順で行うことといたしま

した。 

  次に、条例案その他議案３件につきましては、

一括議題とし、提案理由説明、総括質疑の後、

所管の各常任委員会に付託といたしました。 

  次に、補正予算案１件につきましては、提案

理由説明、質疑省略、予算特別委員会設置、同

委員会に付託の上、審査をいただくことにいた

しました。 

  最後に、一般質問でありますが、通告議員は

６名でありますので御報告いたします。 

  以上、本定例会の運営について、議会運営委

員会において協議決定いたしましたので、各議

員の御賛同と御協力を賜りますようお願い申し

上げ、御報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行

います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に
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より、議長が指名いたします。 

  会議録署名議員は、２番佐藤憲一議員、14番

髙橋 篤議員の両議員を指名いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２ 会期の決定 

○議長  日程第２ 会期の決定を議題といたし

ます。 

  お諮りいたします。本定例会の会期について

は、先ほどの議会運営委員長報告のとおり、本

日より21日までの16日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、本定

例会の会期は本日より21日までの16日間と決し

ました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第３ 諸般の報告 

○議長  日程第３ 諸般の報告であります。 

  本定例会に説明のため出席を求めた者の職、

氏名、議員派遣の報告、議会庶務報告、定例監

査報告について、別冊諸般の報告のとおりでご

ざいますので、御了承願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第４ 表彰状の伝達 

○議長  次に、日程第４ 表彰状の伝達を行い

ます。 

  去る５月25日、東京で開催されました第98回

全国市議会議長会定期総会において、市議会正

副議長４年在職として、髙橋 篤議員が表彰さ

れました。 

  また、市議会議員15年在職として、板垣致江

子議員が表彰されました。 

  同じく、市議会議員10年在職として、山口正

雄議員、そして、不肖、私、舩山利美の２名が

表彰されました。 

  受賞されました各位には、その御功績に対し、

心より敬意を表します。 

  それでは、これより表彰状の伝達を行います。 

○事務局長  初めに、正副議長在職４年表彰の

伝達を行います。お名前をお呼びしますので、

演壇にお進み願います。 

  髙橋 篤議員。 

（表彰者登壇） 

─────────────────── 

      表   彰   状 

       南陽市 髙 橋   篤 殿 

  あなたは市議会正副議長として４年、市政の

振興に努められ、その功績は著しいものがあり

ますので、第98回定期総会に当たり、本会表彰

規程によって表彰いたします。 

  令和４年５月25日 

           全国市議会議長会 

           会長 清 水 富 雄 

─────────────────── 

○事務局長  次に、市議会議員在職15年表彰を

行います。 

  板垣致江子議員、演壇にお願いいたします。 

（表彰者登壇） 

─────────────────── 

      表   彰   状 

       南陽市 板 垣 致 江 子 殿 

  あなたは市議会議員として15年、市政の振興

に努められ、その功績は著しいものがあります

ので、第98回定期総会に当たり、本会表彰規程

によって表彰いたします。 

  令和４年５月25日 

           全国市議会議長会 

           会長 清 水 富 雄 

─────────────────── 
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○事務局長  次に、市議会議員在職10年表彰を

行います。 

  山口正雄議員、演壇にお願いいたします。 

（表彰者登壇） 

─────────────────── 

      表   彰   状 

       南陽市 山 口 正 雄 殿 

  あなたは市議会議員として10年、市政の振興

に努められ、その功績は著しいものがあります

ので、第98回定期総会に当たり、本会表彰規程

によって表彰いたします。 

  令和４年５月25日 

           全国市議会議長会 

           会長 清 水 富 雄 

─────────────────── 

○事務局長  最後に、舩山利美議長へ梅川信治

副議長より伝達いたします。 

（表彰者登壇） 

─────────────────── 

      表   彰   状 

       南陽市 舩 山 利 美 殿 

  あなたは市議会議員として10年、市政の振興

に努められ、その功績は著しいものがあります

ので、第98回定期総会に当たり、本会表彰規程

によって表彰いたします。 

  令和４年５月25日 

           全国市議会議長会 

           会長 清 水 富 雄 

─────────────────── 

○議長  ただいま表彰状の伝達を行いましたが、

各議員は地方自治の進展に多大なる御功績を上

げられ、これが認められ表彰されました。誠に

おめでとうございます。今後とも市政の発展と

市民福祉の向上にますますの御活躍をお願い申

し上げ、お祝いの言葉といたします。 

  それでは、ここでこのたび受賞されました皆

さんを代表して、髙橋 篤議員から御挨拶をお

願いいたします。登壇の上、お願いいたします。 

〔14番 髙橋 篤議員 登壇〕 

○髙橋 篤議員  おはようございます。 

  ただいまは、全国議長会のほうから表彰いた

だきまして、誠にありがとうございました。 

  私は、議長、副議長、それぞれ２年間、そし

て板垣致江子議員には15年、また山口正雄議員

は10年、そして舩山議長は10年ということで、

代表いたしまして御挨拶を申し上げます。 

  私は、副議長、議長職時代に、本当にいろん

なことがありました。しかしながら、ここにお

いでの議員の皆様、そして白岩市長をはじめ、

執行部の皆様にいろいろと御協力をいただきま

して、無事務めさせていただきましたことも、

御礼を申し上げたいと思います。 

  表彰を受けたからには、今後、市民の福祉向

上にしっかりと務めてまいり、そして、南陽市

発展のために頑張っていきたいと思いますので、

今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  結びになりますが、南陽市ますますの御発展

と、そしてこの神聖なる議場にいらっしゃいま

す皆様方の御健勝を御祈念申し上げまして、甚

だ簡単ではございますが、お礼の言葉とさせて

いただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長  以上で、表彰状の伝達は終了いたしま

した。 

  次に進みます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第５ 承第４号 令和４年度南陽市一般 

     会計補正予算（第３号）について 

     の専決処分の承認を求めることに 

     ついて 

○議長  日程第５ 承第４号 令和４年度南陽

市一般会計補正予算（第３号）についての専決

処分の承認を求めることについてであります。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま
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す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ただいま受賞された皆様に、心からお祝いと

お喜びを申し上げます。今後ますますの御活躍

を御祈念しております。 

  ただいま上程されました承第４号 令和４年

度南陽市一般会計補正予算（第３号）について

の専決処分の承認を求めることについての承認

案１件につきまして、提案理由を申し上げます。 

  補正の内容は、低所得の子育て世帯に児童１

人当たり５万円を給付する子育て世帯生活支援

特別給付金給付事業費を新規追加するものであ

り、財源につきましては、国庫支出金で措置い

たすものでございます。 

  以上、承認案１件につきまして、提案理由の

説明を申し上げましたが、御審議の上、御承認

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております承第４号は、会議規則第37条第３

項の規定により、委員会付託を省略したいと思

います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、承第

４号は、委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。承第４号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第３号）についての専

決処分の承認を求めることについては、これを

承認いたしたいと思います。御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、承第

４号は、承認することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第 ６ 報第２号から 

日程第１０ 報第６号まで計５件 

○議長  日程第６ 報第２号 令和３年度南陽

市一般会計予算継続費の逓次繰越報告について

から、日程第10 報第６号 南陽市土地開発公

社経営状況説明書の提出についてまでの報告５

件を、議事の都合により一括議題といたします。 

  この際、市長より説明を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、報第２号 

令和３年度南陽市一般会計予算継続費の逓次繰

越報告についてから、報第６号 南陽市土地開

発公社経営状況説明書の提出についてまでの報

告案５件につきまして、一括して提案理由を申

し上げます。 

  初めに、報第２号 令和３年度南陽市一般会

計予算継続費の逓次繰越報告について申し上げ

ます。 

  本案は、新温浴施設整備事業費につきまして、

令和３年度事業費の執行が困難であることから、

逓次繰越しとして令和４年度に繰越したため、

地方自治法施行令第145条第１項の規定により、

御報告いたすものでございます。 

  繰越額につきましては、繰越計算書を御高覧

いただきたいと存じます。 

  次に、報第３号 令和３年度南陽市一般会計

予算繰越明許費の繰越額報告について申し上げ

ます。 

  本案は、令和３年度予算に計上しました社会

保障・税番号制度事務事業費をはじめとする各



－60－ 

種事業につきまして、年度内に事業完了が困難

であることから、繰越明許費として令和４年度

に繰越したため、地方自治法施行令第146条第

２項の規定により、御報告いたすものでござい

ます。 

  繰越額につきましては、繰越計算書を御高覧

いただきたいと存じます。 

  次に、報第４号 令和３年度南陽市一般会計

予算事故繰越の繰越額報告について申し上げま

す。 

  本案は、令和３年度予算に計上しました新型

コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費に

つきまして、国の通知に基づき、令和３年度中

に執行しなかった予算を事故繰越として令和４

年度に繰越したため、地方自治法施行令第150

条第３項の規定により、御報告いたすものでご

ざいます。 

  繰越額につきましては、繰越計算書を御高覧

いただきたいと存じます。 

  次に、報第５号 令和３年度南陽市下水道事

業会計予算建設改良費の繰越額報告について申

し上げます。 

  本案は、令和３年度に予算計上した事業のう

ち、下水道供用開始区域内における新築住宅の

使用開始に合わせて年度末に工事を執行したた

め、年度をまたぐ施工期間となった案件が１件、

雨水事業において、国の補正予算により３月に

補助の追加を受けたため、事業執行を翌年度に

繰越す案件が１件の、計２件を建設改良費繰越

額として地方公営企業法第26条第３項の規定に

より、御報告いたすものでございます。 

  繰越額につきましては、繰越計算書を御高覧

いただきたいと存じます。 

  次に、報第６号 南陽市土地開発公社経営状

況説明書の提出について申し上げます。 

  本案は、地方自治法第243条の３第２項の規

定により、南陽市土地開発公社から提出されま

した令和３年度経営状況及び令和４年度事業計

画につきまして、御報告を申し上げるものでご

ざいます。 

  初めに、令和３年度事業についてでございま

すが、市の都市計画道路、宮内池黒線の計画線

沿いに民間による宅地造成が計画されたことに

伴い、部分的に道路用地の先行取得に取り組ん

でまいりました。 

  財務状況につきましては、財産目録及び貸借

対照表のとおりでございます。 

  次に、令和４年度の事業計画でございますが、

現段階で具体的な事業計画はございませんが、

市から代行用地取得依頼や工業団地造成等の要

請があった場合に対応できるよう、一定の予算

を計上しております。 

  詳細につきましては、決算書及び予算書を配

付させていただいておりますので、御高覧いた

だきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長  ただいまの報告５件について、総括し

て質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  報第２号から報第６号までの報告５件につき

ましては、報告事項でありますので、御了承を

お願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１１ 同意第４号 南陽市固定資産評 

      価審査委員会委員の選任につい 

      て 

○議長  次に、日程第11 同意第４号 南陽市

固定資産評価審査委員会委員の選任についてを

議題といたします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 
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〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、同意第４号 

南陽市固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて提案理由を申し上げます。 

  本委員のうち１名が本年６月30日をもって任

期満了となりますので、議案書記載のとおり、

再任の１名を適任と認め選任いたしたいので、

御提案申し上げるものでございます。 

  御審議の上、御同意いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております同意第４号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略したいと

思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第４号は委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。同意第４号は討論を省略

したいと思います。これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第４号は討論を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。同意第４号 南陽市固定

資産評価審査委員会委員の選任について、これ

を同意したいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第４号は同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１２ 同意第５号 南陽市宮内財産区 

      管理委員の選任について 

○議長  次に、日程第12 同意第５号 南陽市

宮内財産区管理委員の選任についてを議題とい

たします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、同意第５号 

南陽市宮内財産区管理委員の選任について提案

理由を申し上げます。 

  本財産区管理委員のうち１名が本年６月30日

をもって任期満了となりますので、議案書記載

のとおり、再任の１名を適任と認め選任いたし

たいので、御提案申し上げるものでございます。 

  御審議の上、御同意いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております同意第５号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略したいと

思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第５号は委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。同意第５号は討論を省略

したいと思います。これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第５号は討論を省略することに決しました。 
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  お諮りいたします。同意第５号 南陽市宮内

財産区管理委員の選任について、これを同意し

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第５号は同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１３ 議第３０号から 

日程第１５ 議第３２号まで計３件 

○議長  次に、日程第13 議第30号 南陽市議

会議員及び南陽市長の選挙における選挙運動用

自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてから、日程第15 議

第32号 南陽市道路線の認定についてまでの議

案３件を、議事の都合により一括して議題とい

たします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、議第30号 

南陽市議会議員及び南陽市長の選挙における選

挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてから、議第

32号 南陽市道路線の認定についてまでの議案

３件につきまして、一括して提案理由を申し上

げます。 

  初めに、議第30号 南陽市議会議員及び南陽

市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等

の公営に関する条例の一部を改正する条例の制

定について申し上げます。 

  本案は、公職選挙法施行令の一部を改正する

政令が去る４月６日施行されたことに伴う所要

の改正であり、国会議員の選挙の公営に要する

費用に係る限度額が引き上げられたことに伴い、

南陽市議会議員及び南陽市長の選挙における選

挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の

一部を改正するものでございます。 

  次に、議第31号 南陽市道路線の廃止につい

て申し上げます。 

  本案は、市道１路線を廃止するもので、中ノ

目４号線について市道再編により終点を変更し

て再認定するため、当該路線を一旦廃止するも

のでございます。 

  次に、議第32号 南陽市道路線の認定につい

て申し上げます。 

  本案は、市道３路線を認定するものですが、

初めに、長岡２号線及び長岡３号線につきまし

ては、民間の宅地開発道路が完成したことによ

り認定するものでございます。 

  次に、中ノ目４号線につきましては、市道再

編により終点を変更して再認定するものでござ

います。 

  なお、廃止、認定路線名等は議案書記載のと

おりでございます。 

  以上、議案３件につきまして一括して提案理

由を申し上げましたが、御審議の上、御可決く

ださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。   

  これより質疑に入ります。ただいま議題とな

っております議案３件について、総括して質疑

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  ただいま議題となっております議案３件は、

会議規則第37条第１項の規定により、別紙議案

付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に

付託いたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１６ 議第２９号 令和４年度南陽市 

      一般会計補正予算（第４号） 

○議長  日程第16 議第29号 令和４年度南陽

市一般会計補正予算（第４号）を議題といたし

ます。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第29号 令

和４年度南陽市一般会計補正予算（第４号）の

予算案１件につきまして、提案理由を申し上げ

ます。 

  補正の主な内容は、市庁舎に省エネ設備を導

入するための設計等業務委託料及び企業版ふる

さと納税を受けて実施する農業関係事業補助金

の新規追加、新型コロナウイルス感染症対策予

算でありますワクチン接種対策事業費及び休日

診療所で行うＰＣＲ検体検査に係る委託料の増

額補正、この冬の豪雪により破損した市内公共

施設の雪害修繕工事などであり、財源につきま

しては国県支出金、寄附金、繰入金などで措置

いたすものでございます。 

  また、債務負担行為の追加、地方債の変更を

いたすものでございます。 

  以上、補正予算案１件につきまして提案理由

を申し上げましたが、御審議の上、御可決くだ

さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。質疑は予算特別委員会に

おいて行うこととし、この際、質疑を省略した

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、この

際、質疑を省略することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１７ 予算特別委員会の設置について 

○議長  日程第17 予算特別委員会の設置につ

いてを議題といたします。 

  お諮りいたします。議第29号の補正予算議案

を審査するため、議長を除く全員をもって構成

する予算特別委員会を設置したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議長

を除く全員をもって構成する予算特別委員会を

設置することに決しました。 

  議第29号の補正予算議案は、ただいま設置い

たしました予算特別委員会に付託をいたします。 

  なお、予算特別委員会は、日程に従い委員会

を開催し、審査願います。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  以上をもちまして本日の日程は全て終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１０時３８分  散  会 

 



 
 
 
 

 
令 和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 （ 火 曜 日 ） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 （ 火 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第２号 

令和４年６月７日（火）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 一般質問 

 

   散   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第２号に同じ 
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────────────────────────────────────────────── 

出 欠 席 議 員 氏 名 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は全員でありま

す。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第２号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

○議長  日程第１ 一般質問であります。 

  本定例会において一般質問の通告のあった議

員は６名であります。 

  一般質問においては、発言される議員、答弁

される執行部ともに簡明に行い、その成果が十

分得られるよう、そして市民の負託に応えられ

るよう特段の御配慮をお願いいたします。 

  それでは、順序に従い一般質問に入ります。 

─────────────────── 

佐 藤 憲 一 議員 質 問 

○議長  最初に、２番佐藤憲一議員。 

〔２番 佐藤憲一議員 登壇〕 

○佐藤憲一議員  おはようございます。 

  ２番、政風会、佐藤憲一です。 

  県内の新型コロナの新規感染者も50人を下回

り、市内での感染もようやく収まりつつあるよ

うでありますが、これまで医療関係はじめ最前

線で携わっておられた方々、また市長を先頭に

その対応に尽力いただいております関係部署の

皆さんに対し、心から感謝と敬意を表しますと

ともに、一日も早く平穏な日常生活が送れるこ

とを願うものであります。 

  しかしながら、世界に目を向けますとロシア

によるウクライナに対する軍事侵攻がいまだに

続いており、開戦から100日を過ぎても収束が

見えず、全世界が一日も早く戦いが終えること

を祈っております。 

  さて、年２回くらいは一般質問をしようと考

えておったことから、さきの３月定例会で地域

おこし協力隊についてお尋ねしようと発言通告

書を提出いたしましたが、提出期限が過ぎたた

め没となってしまいました。そこで、今定例会

で市長選挙を１か月後に控え、市長の政治姿勢

についてお尋ねしようと思いましたが、このよ

うな案件の質問の役者は佐藤議員しかいないと

考えたことから、今回は没となりました３月定

例会の地域おこしについての発言通告書を再提

出させていただきました。 

  それでは、通告してございます地域おこし協

力隊について、壇上からの御質問を申し上げ、

再質問については特に隣接市町村、自治体の事

例、取組などについてお尋ねをいたします。 

  それでは、早速質問に入らせていただきます。 

  第１点目、本市で取組を開始することとなっ

たきっかけは何かでありますが、地域おこし協

力隊は、都市地域から過疎地域等への条件不利

地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産

品の開発、販売、ＰＲの地域おこし支援や、農

林水産業への従事、住民支援など「地域協力活

動」を行いながら、その地域への定住、定着を

図る取組で平成21年度2009年に創設されて、今

年で14年を迎えます。創設当時は、都道府県で

は群馬県、山梨県の２県、市町村は本県の村山

市をはじめ全国で30の市町村、会員数89人でス

タートしておりますが、本市で取組を開始する

こととなったきっかけは何かお尋ねいたします。 

  第２点目、受入開始年度並びに各年度の受入

れの推移はどうなっているかでございますが、
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総務省発表の令和４年３月時点、令和３年度に

なるわけでありますが、取組団体数、受入自治

体1,088、全自治体の63％で、6,015名が活躍し

ているとされておりますが、本市の地域おこし

協力隊の受入れは、白岩市長が初当選された翌

年の平成27年度から受入れを開始しております

が、各年度の受入人数等の推移はどうなってい

るのかお尋ねをいたします。 

  第３点目、隊員に対する活動内容、待遇等で

ありますが、地域おこし協力隊を任命するのは

各自治体であり、活動や条件、待遇等は募集自

治体によって様々なようですが、任期もおおむ

ね１年以上３年以内となっておりますが、本市

の状況はどうなっているかお尋ねいたします。 

  第４点目、隊員の活動内容、また待遇等はど

うなっているかでありますが、地域おこし協力

隊は隊員本人にとってもメリットがあることは

もちろんでありますが、隊員を受け入れる地域

や団体にとってもメリットの大きい制度であり、

隊員が任期終了後もその地域へ定住、定着する

ことを目的としておりますが、総務省の発表に

よりますと令和３年３月31日まで任期を満了し

た隊員定住状況は、任期終了後、おおよそ65％

の隊員が同じ地域に定住しているようでありま

すが、これまで本市に着任された隊員の方の状

況はどうなっているのかお尋ねをいたします。 

  第５点目、国、県の財政支援と予算措置はど

うなっているかでありますが、地域おこし協力

隊に係る国、県の支援は、本市の場合、年度ご

とにどういう推移になっているのかお尋ねをい

たします。 

  第６点目、地域おこし協力隊を進める上での

課題でありますが、本市が受け入れるに当たっ

て課題があるとすればどのようなものが考えら

れるかお伺いをしたいと思います。 

  第７点目、地域おこし協力隊以外の総務省の

施策を取り入れてはどうかでありますが、総務

省では地域の創造、地方の再生の施策として地

域おこし協力隊のほかに、集落支援員、地域力

創造アドバイザー、地域活性化起業人、地域プ

ロジェクトマネジャーの制度を掲げております

が、地域、地区の活性を図る観点から、これら

の施策を取り入れてはどうかと考えますがいか

がでしょうか。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ２番佐藤憲一議員の御質問にお答え申し上げ

ます。 

  初めに、地域おこし協力隊についての御質問

の１点目、本市での取組開始することとなった

きっかけについてでございますが、総務省によ

る平成21年度の制度開始以来、地域おこし協力

隊による地域協力活動の事例が地方自治体へ広

まってまいりました。本市においても少子高齢

化が進む中、地域の担い手となり活力を維持す

るための人材を求めており、地域おこし協力隊

は地域の活性化を促進できる事業として、私が

市長に就任させていただいた翌年の27年度から

取組を開始いたしました。 

  次に、２点目の受入開始年度並びに各年度の

受入れの推移についてでございますが、今申し

上げましたとおり受入開始年度は平成27年度で

ございます。受入れの推移につきましては、各

年度の隊員数で申し上げますと、平成27年度は

１名、平成28年度は２名、平成29年度は３名、

平成30年度は２名、令和元年度はおりません。

令和２年度は３名、令和３年度は６名、今年度

は７名となっており、８年間で延べ24名、実人

数にして11名の隊員を受け入れております。 

  次に、３点目の活動内容や条件、待遇につい

てでございますが、総務省による地域おこし協

力隊推進要綱を基に、南陽市地域おこし協力隊

設置要綱及び新たに受入れを行う際の南陽市地
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域おこし協力隊募集要項により、活動内容や条

件、待遇等について定めており、任期につきま

しては、本市においても１年ごとに最長３年ま

で延長可能としております。 

  次に、４点目の任期終了後の隊員の定住状況

についてでございますが、総務省統計による任

期終了後の隊員の同じ地域への定住割合65.3％

は、活動地と同一市町村内への定住割合53.1％

と活動地の近隣市町村内への定住割合12.2％の

合計の値となっておりますので、これに倣い申

し上げますと、本市においてこれまで任期が終

了した隊員４名のうち、市内定住が１名、近隣

市町が１名で、同じ地域への定住割合は50％と

なっており、残り２名は他地域に転出しており

ます。 

  次に、５点目の国、県の財政支援及び本市の

年度ごとの予算（決算）の推移についてでござ

いますが、まず、令和４年度現在の国の財政支

援といたしまして、隊員１名当たり480万円を

上限に、地域おこし協力隊の活動に要する経費

の特別交付税措置が講じられております。その

うち隊員への報償費等として280万円まで、そ

れ以外の活動に要する経費として200万円まで

が内訳とされております。 

  また、年度ごとの予算の推移を申し上げます

と、受入れを開始した平成27年度の予算は378

万6,000円、平成28年度の予算は724万9,000円、

平成29年度の予算は1,195万3,000円、平成30年

度の予算は800万円でございました。令和元年

度は隊員を受け入れておりませんでしたので予

算はございません。令和２年度の予算は1,199

万4,000円、令和３年度の予算は2,457万円、令

和４年度の予算は3,316万1,000円となっており

ます。 

  次に、６点目の制度を進める上での課題につ

いてでございますが、本市が求める人材と応募

側が希望する活動とのマッチングの問題が挙げ

られます。昨年度、空き家の利活用に関する活

動のための地域おこし協力隊員を雇用し、空き

家のリノベーションやＤＩＹなどを進める予定

でおりましたが、募集に対して応募がございま

せんでした。今後は募集の期間や時期など周知

を工夫することで、必要な人材の確保に努めて

まいります。 

  最後に、７点目の地域活性化を図るため、地

域力の創造・地方再生の各種施策を取り入れて

はどうかについてでございますが、議員御指摘

のとおり国では地方への人の流れの創出や、地

方の課題解決のため様々な制度が創設されてお

り、本市が必要とする人材を外部から活用する

際に有効な手段の一つであると考えます。様々

な取組を進める上で、どの制度が活用できるの

かを見極め、適切な活用に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ２番佐藤憲一議員。 

○佐藤憲一議員  答弁ありがとうございました。 

  一般質問の打合せというようなことで市長の

日程を見てみますと、２日ほど取られておりま

すが、完璧な答弁で再質問するようなことがあ

まりないんですが、若干お伺いをしたいと思い

ます。 

  一つは、きっかけとなったことについて、あ

まり細かく触れられていなかったなと思ってお

ります。というのは、いろいろな市町村という

か、私が調べた置賜３市５町の募集要項とか見

てみますと、具体的に目的を置いて募集をして

おられる。それはある程度14年も経過したから

そういう状況になっていると思うんですが、何

かちょっと募集するには一定程度の目標という

か、目的があって、そしてＰＲしていくという

ことも必要ではないかと思いますが、その点、

これまでの取組について、どうなっているのか。

市長でなくても結構です。課長でも結構ですの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長  嶋貫みらい戦略課長。 



－88－ 

○みらい戦略課長  ただいまの佐藤憲一議員の

御質問にお答え申し上げます。 

  地域おこし協力隊の本市の活用の考え方につ

いてでございますが、まず、平成27年度、最初

に協力隊を活用するきっかけとなりましたが、

具体的には商店街の新たな魅力づくりについて

外部からの新しい視点を取り入れ、地域活性化

に、そのときは若者の視点を取り入れてという

ふうなことでねらいを持っての最初の活用とい

うふうなことにさせていただいております。 

  その後でございますが、具体的に本市の場合

ですと、それぞれの市の行政課題の具体的な個

別の課題に対しまして、そこにマンパワーだっ

たりとか、外からの力を活用してというふうな

趣旨がございますので、結果的に農林分野で多

い登用になっておりますが、フリーでの活動ス

タイルといいますよりは、特定の課題に対して、

そこに外からの協力隊の力をお借りするという

ふうなスタンスで採用をしているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長  ２番佐藤憲一議員。 

○佐藤憲一議員  ありがとうございます。 

  今、具体的というか、なくてということでは

ないんでしょうが、派遣する隊員の活動するこ

とを指定してというか、そういうことはあまり

ないようですが、最初、平成27年度においでに

なったときには、大垣さんですか。 

○議長  傍聴席の方、お静かにお願いします。 

○佐藤憲一議員  おいでになったんですが、彼

は結構幅広く活動しておられたのかなと。また、

初めてですから、目立ったということもあると

思うんですが、そんなことに私は感じているん

ですが、先ほど申しましたように各置賜地区の

市町では、具体的に絞って協力隊を募集してお

るようであります。 

  例えばなんですが、長井とか川西とか小国な

どは、ある程度目標とするものを定めて募集し

ておるようです。長井では７つに分かれている

んですね。令和４年度募集する項目として。一

つはけん玉のふるさとプロジェクト推進活動、

二つ目に芸術文化による地域活動おこし、三つ

目、山岳・自然観光推進活動、四つ目、アクテ

ィビティ観光推進事業、五つ目、ＩＣＴ教育支

援事業、六つ目、地域活動活性化事業、これは

ほかの自治体でもいろいろあると思うんですが、

あとは地域活性化事業、あと多くの市町村が取

り入れている新規就業者推進事業、相当細かく

なっております。 

  また、川西町ではより具体的になっておって、

東沢地区農業研修生、それから果樹農業研修生、

かわにし森のマルシェ運営支援。 

  小国でも四つほど分かれております。集落支

援活動部門、農業部門、スポーツ活動支援部門、

歴史民俗資料館整備運営部門。 

  白鷹町でもちょっと変わった対応をしておる

ようであります。宿泊施設白鷹源内邸というよ

うな施設があるようでありますが、それの運営

支援として、現在募集中であるようです。そん

なことで、比較的目標を置いているという感じ

も受けております。 

  そんなことで、南陽市の経過、推移、御報告

いただいて、それなりの人員を受け入れて、い

ろいろ担当部署で頑張っていただいております

が、今後もより具体的に提起をして募集されて

はどうかなと思っております。そんなことで、

他市町の事例を申し上げました。 

  あと、二、三点お聞きしますが、一番最後に

７点目でお聞きした各項目、総務省施策の項目

の中の集落支援員というような、これも特交を

措置されるというような施策があります。この

集落施設支援員も山形県内で令和３年度で９つ

の自治体で30人を超える人を受け入れておると

いうようなことのようです。長井が10人、それ

からどこかの市が10人ということで、相当受入

れをしておるんですが、その制度について、私
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は不勉強で分からないんですが、先ほど申し上

げた、ある程度の目的を持って支援、活動して

いただくための地域おこし協力隊として導入す

るのが地域づくりのために、お手伝いをいただ

くために協力隊を活用されてはいかがかと思っ

ております。公民館、南陽市８地区あります。

全部のところにするというのは難しいかとは、

いろいろ財源のこともあって難しいかとは思う

んですが、最終的には特交措置になりますから、

新たな人材を採用するよりも、職員を採用する

よりも、大変財政的にも効果的になるんじゃな

いかと思っておりますが、特に、来年度になり

ますが、宮内公民館が移転、新築されるという

ようなこともあるようですし、その辺のことに

ついて、社会教育課長、その辺の考えなどにつ

いてお伺いをさせていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  ただいまの質問にお答え申し

上げたいと思います。 

  地域おこしの一環として、いずれかの公民館

に同協力隊員を配置してはどうかという御質問

の趣旨かなと捉えさせていただいたところでご

ざいます。地域おこし協力隊員は、市長答弁の

とおり、御存知のとおり、３年間の任期終了後

には自活していくというようなことが１つの目

標、目的化されてございます。そういった意味

で、本人の希望と経済的な合理性、こういった

ものが合致する必要があるのかなと思ってござ

います。 

  先進事例等では、先ほどお示しいただいたと

おり、例えば長井あるいは川西さんの例を挙げ

ていただいたと思いますが、いずれについても

コミュニティセンター化を図ってございまして、

市長部局としてまちづくりを捉えておられる市

町村かなと思ってございますので、そういった

先進事例も研究しながら勉強してまいりたいな

と思っているところであります。 

  以上であります。 

○議長  ２番佐藤憲一議員。 

○佐藤憲一議員  ありがとうございます。 

  地域おこし協力隊は県内で村山市が平成21年

から、創設当時から導入をされて、現在ももち

ろん継続してやっておられますが、ある程度何

かそういうことをするには、きちっとした総括

的なものがやはり必要なのではないかと思って

おります。特に南陽市の場合、農業中心として

受入れをされておりますが、その辺の総括はど

うなっているのか。 

  例えばなんですが、村山市では、年１回活動

報告書なるものを発行して、約15ページにわた

る冊子を出しておるようであります。あと、こ

の頃、南陽市でも市報等に定期的にというか、

不定期になっているのではないかと思っており

ますが、市民の方に周知をするためにそういう

協力隊のＰＲを載せております。その辺につい

て、特に総括的なものについて、農林関係のこ

れまでの取組についてどうなっているのかお伺

いをしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの議員の御質問にお答え

させていただきます。 

  ただいま農業の分野におきまして７名、活動

を地域のほうでいただいております。その総括

という御質問でございますが、以前は報告会的

なものを実施をしておりましたが、ここ３年ほ

どは、正直申し上げますとコロナ禍の影響で御

本人たちの活動もなかなか地域の皆様とできな

いという状況が続いております。そうした中で、

そういった報告会的なものも正直申し上げると、

そういった事情もございまして、なかなかでき

ないと。いろいろ中で検討はさせていただいて

いる部分はございますが、できないという状況

にあるという部分を御理解いただければと思い

ます。 
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  以上です。 

○議長  ２番佐藤憲一議員。 

○佐藤憲一議員  ありがとうございました。 

  なかなか業務のほかといっては失礼なんです

が、協力隊員として、皆さんに失礼なことにな

ろうかと思いますが、やっぱりある程度総括を

していただきながら、そして担当部署との交流

も図っていただきながら、担当部署との支援を

していただきながらすれば、より受入側にとっ

ても大変いいあんばいになるのではないかと思

います。 

  最近、４月になってからマスコミ、新聞にも

10回ほど記事が出ておったようであります。特

にいろいろな角度から、その地域おこし協力隊

を捉えておられる記事も載っておりましたので、

その辺も参考にしていただきながら、取組につ

いてよろしくお願いをいたしたいと思います。 

  相手があることですので、なかなか難しい施

策だとは思いますが、お金のことを言っては申

し訳ないんですが、ある程度特交で措置される

制度でありますので、国の施策を有効に活用い

ただきますようお願いをして、15分ほど貴重な

一般質問の時間を残してしまいましたが、以上

で質問とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長  以上で２番佐藤憲一議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は10時55分といたします。 

午前１０時３６分  休  憩 

─────────────────── 

午前１０時５５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

山 口 裕 昭 議員 質 問 

○議長  次に、３番山口裕昭議員。 

〔３番 山口裕昭議員 登壇〕 

○山口裕昭議員  おはようございます。 

  ３番山口裕昭です。 

  ここ数日、寒い日が続いております。先週は

かなり暑い日もあったはずですけれども、この

気温差はいささか異常に感じます。先週末には

各地でひょうが降り、住宅や公共施設の窓ガラ

スが割れ、道路がひょうの粒だらけになるよう

なニュース映像が流れておりました。本市では

幸いひょうが降ることはなかったようですけれ

ども、ひょうが降った地域では農作物の被害も

甚大だったようです。被害に遭われた地域の皆

様に心からのお見舞いを申し上げたいと思いま

す。 

  さて、２月24日にロシアのウクライナ侵略が

始まってからおよそ100日が経過し、この間、

戦況は士気の高いウクライナ軍の激しい抵抗に

より一進一退を繰り返しております。正直、ど

れだけの方が３月の定例会の時点で６月に開催

される本定例会まで戦争が継続していると想像

したことでしょう。この侵略戦争により、世界

的に戦争のリスクを真剣に考える流れが進んで

おり、有事への備えが急務になっております。

特に我が国は核戦力を保有しながら民主主義体

制を取らない、いわゆる権威主義国家が近隣に

複数存在し、地政学的にも潜在的脅威が大きい

地域にあることを今回のロシアのウクライナ侵

略戦争により改めて気づかされた方も多いと考

えます。 

  当然のことながら、有事などないにこしたこ

とはないのですが、市民の安全安心を守る観点

から、地方自治体としてできることを今から備

えておくことも必要と考えます。 

  以上の観点から、次の質問を行いたいと思い

ます。 

  （１）他国から飛翔体が飛来した場合の対応

についてお伺いいたします。 

  昨今、北朝鮮からの弾道ミサイルの発射が頻

繁に行われております。かの国では食料事情が
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かなり逼迫しているとの情報があり、また新型

コロナ感染症によって追い打ちをかけられた市

民生活は壊滅状態に陥っているとの観測も広が

っています。秋の収穫期までかなり不安定な状

況が続くとの予想もあり、いつ予測不能の行動

に出るのか分からない状況にあります。差し迫

って本市を標的に飛翔体が飛来する可能性はあ

まり高くないとは思われますが、我が国の上空

を飛翔体が通過する場合、本体または部品等が

誤って落下する可能性も否定できません。現在、

飛翔体が通過するなどの危険が予測される場合

はＪアラートが発せられますが、その場合の対

応は決まっているのでしょうか。 

  （２）現在、避難場所に指定されている多く

の場所は地震や水害を想定して指定されている

と考えますが、指定場所では飛翔体飛来の際の

避難方法は決められているのでしょうか。 

  （３）今後、飛翔体飛来に備えた避難マニュ

アルの作成や避難訓練の実施などは計画されて

いるのでしょうか。 

  続いて、今後の観光振興についてお伺いいた

します。 

  コロナ禍以降初となる制限なしのゴールデン

ウイークで、心配されたリバウンド感染も想定

を下回ったことから、政府ではインバウンドの

復活に向け方針を転換し、また県が行う観光キ

ャンペーンも継続されるなど、夏に向けて観光

業の復活が大いに期待される状況となっており

ます。 

  この夏以降、確実に到来するアフターコロ

ナ・ウィズコロナの状況では、新たな観光の形

が必要な時代になることは明白で、このような

状況下で今までの常識にとらわれていては、今

後、時代のニーズに応えられず、大きなビジネ

スチャンスを逃す結果となるおそれがあります。

今こそ発想の大きな転換が必要であると考えま

す。 

  以上のことを踏まえ、以下の質問を行います。 

  （１）円安が進む中、今後需要増が見込まれ

るインバウンドに向けた取組について伺います。 

  現在、世界人口の４分の１余りはイスラム教

徒であり、2070年にはキリスト教徒をしのぎ世

界で最も人口が多くなる見込みとなります。訪

日客においても、世界最大のイスラム国である

インドネシアをはじめとするイスラム教徒の

方々の来訪が増加しております。 

  一方、イスラム教は非常に戒律が厳しいこと

で知られ、特に食に関してはハラル認証を受け

た食事しか受け付けないなど、観光客の受入れ

に際しては独自の対応が必要となります。以前、

この場で対応について提言を行った経緯もあり

ますが、ハラル認証についての現在までの取組

など対応状況はどのようになっているのでしょ

うか。 

  （２）コロナ禍以前、様々な観光イベントな

どを行っていたわけですが、全てのイベントが

中断している現状は、イベントの効果を検証し

て仕分を行い、取捨選択を行う絶好の機会だっ

たと考えます。限られた予算の中、効果が低い

ものは廃止して効果が大きいものに集中するこ

とは重要なことだと考えますが、効果検証はど

のような方法で行われ、その結果は施策にどの

ように反映されているのでしょうか。 

  （３）現在、アウトドア関係の需要が大きく

伸びており、各メディアでは多くの特集が組ま

れ、ＳＮＳ等でも数多く発信されている状況と

なっている中、先日、大野平キャンプ場は実質

的な閉鎖となり、本市には昨今のトレンドであ

るアウトドアのニーズを満たせる施設がなくな

っております。市内にはアウトドアのニーズを

満たせる魅力のある場所が多く存在すると考え

ますが、今後新たに整備される考えはないので

しょうか。 

  以上、壇上からの質問といたします。御回答

よろしくお願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 
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  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ３番山口裕昭議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、有事における市民の安全確保につい

ての１点目、飛翔体が飛来した場合の対応につ

いてでございますが、本市では武力攻撃に備え、

武力攻撃事態等における国民の保護のための法

律、いわゆる国民保護法や山形県国民保護計画

を踏まえて、南陽市国民保護計画を策定してお

ります。この中で、Ｊアラートが発せられた場

合の警報の伝達方法や被災情報等の収集と県へ

の情報提供、県からの避難指示を受けての避難

実施要領の策定、避難住民の誘導など、事態発

生に伴う対処方針をあらかじめ定めております。 

  次に、２点目の飛翔体飛来の際の指定避難所

での避難方法についてでございますが、他国か

ら発射された飛翔体が日本に飛来する可能性が

あると判断された場合、日本政府は全国瞬時警

報システムＪアラートで必要な地域の携帯電話

やスマートフォンに緊急速報メールを配信し、

国民に弾道ミサイル等が発射された旨の緊急情

報が伝達され、市町村においては防災行政無線

で一斉に緊急情報を伝達し、住民に緊急避難を

呼びかけます。 

  国民保護法に基づき指定避難所は設けており

ますが、飛翔体が日本に向かって発射された場

合、極めて短時間で日本に飛来することが予想

されます。避難方法は国民保護法により避難施

設に指定されているかどうかに関わらず、屋外

にいる場合、近くのできるだけ丈夫な建物の中、

または地下に避難すること、屋内にいる場合に

は、近くの避難できるところに丈夫な建物があ

れば、直ちにその建物に避難するか、それがで

きなければできるだけ窓から離れ、できれば窓

のない部屋へ移動するという行動指針が示され

ております。 

  次に、３点目の飛翔体飛来に備えた避難マニ

ュアルの作成や避難訓練の実施についてでござ

いますが、南陽市国民保護計画に基づき、武力

攻撃事態等における国民保護措置や緊急対処保

護措置を総合的に推進していくこととしており、

飛翔体飛来に備えた個別の避難マニュアル作成

の計画はございません。 

  また、飛翔体飛来に備えた避難訓練について

計画はございませんが、飛翔体飛来に対応でき

る類似の訓練として、地震災害を想定した総合

防災訓練における、参加者が地震発生と同時に

「まず低く、頭を守り、動かない」というシェ

イクアウト訓練を実施しております。 

  次に、今後の観光振興についての御質問の１

点目、ハラル認証の現在までの取組など対応状

況についてでございますが、ハラル認証へのこ

れまでの対応につきましては、県が主催する外

国人旅行者対応研修会において、様々な国の旅

行者への対応の一つとして、宗教上禁じられて

いる食材について学ぶ機会はありましたが、ハ

ラル認証に特化しては行っておりません。また、

旅館、飲食店等において、ハラル認証に向けて

の動きは承知しておりません。 

  ハラル認証については、今後、商工会、旅館

組合、料理飲食店組合等に情報を提供してまい

りたいと考えております。 

  次に、２点目のイベントの効果検証と施策へ

の反映についてでございますが、第６次総合計

画に基づく事務事業評価において、市が関わっ

ているイベントを含めた事業については、妥当

性、必要性、公平性、効率性、有効性の５項目

について毎年評価検証し、改善点等があれば改

善案を次年度に生かしております。 

  また、第２期南陽市まち・ひと・しごと創生

総合戦略につきましては、桜・バラ・菊のイベ

ント等参加者数を重要業績指標ＫＰＩに定め、

毎年検証しているところでございます。さらに

進行管理として、市振興審議会において、ＫＰ

Ｉの達成度等を基に事業の効果検証をいただい
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ております。 

  なお、地域の実情を踏まえ、またコロナ禍の

中で事業内容を見直した事例もございました。 

  今後も効果検証をしっかり行いながら、次年

度の事業や新たな施策へ反映してまいりたいと

存じます。 

  次に、３点目のアウトドアのニーズを満たす

場所の整備についてでございますが、現時点で

市では新たなアウトドア関連施設を整備する計

画はございませんが、市内には南陽スカイパー

クエリアなど魅力のある場所がございますので、

新たな活用や整備については今後も検討してま

いります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  それでは、再質問に移らせて

いただきます。 

  まず、飛翔体の対応について、先ほど来、国

民保護法、県の保護計画に合わせて市の計画と

いうことで、あらかじめ計画を定めているとい

う話でしたけれども、何で私がこのような話を

するかといいますと、先日から気になっている

のは、本市、この場所ですけれども、朝鮮戦争

の停戦ラインの38度線に近いところにあるんで

すね。ここちょうど38度05分という場所にあり

まして、ちょうど38度線の場所というのが南陽

市の大橋付近になります。ここからちょうど西

に1,000キロ以上行くと朝鮮戦争の停戦ライン

ということで、地理的状況が非常にそういう場

所だなというのがまずあったので、ちょっと気

になって話を聞いてみようかなという形になり

ました。 

  この地理的状況から考えますと、北朝鮮から、

例えば太平洋側のいろんな施設のほうに飛翔体

を飛ばした場合、本市の上空付近を通過する可

能性というのが非常に高いのかなと考えている

ところなんですけれども、その場合、今般、ウ

クライナでロシア軍がいろいろミサイルを打っ

ていますけれども、そのミサイルの使用されて

いるところで、かなりの数が目標物に達する前

に落下するなどして、目標を外しているという

ことが報告されているようです。北朝鮮の飛翔

体というのは、旧ソ連やロシアの技術を応用し

て造られているというところは広く知られてい

るところなんですけれども、本家本元のロシア

のミサイルがそれだけ外れるということは、そ

れを応用して造っているかの国のミサイルがど

のような精度かというのは推して知るべきかな

と思うところでありまして、本市自体は人口的

に考えても、戦略的に考えても、目標になるこ

とは考えにくいかなとは思うんですけれども、

このような状況であれば、途中で墜落してくる

とか、部品が途中でぽろっと落ちてくるとか、

すごい高いところから落ちてきますので、この

間のひょうで、例えばゴルフボール大のもので

140キロとか、テニスボール大のもので240キロ

とかというスピードで落ちてくるという話もあ

ったくらいですので、そういう落下物があれば

非常に大きな被害が想定されるのかなと思いま

す。 

  先ほどの市長のほうからも、避難の場合は地

下施設であったり、丈夫な施設にということで

はあったんですけれども、本市には地下施設と

呼べるものはまずないのかなと思うんです。そ

の場合、丈夫な建物に避難するようにという話

もありますけれども、その場合、市内で想定さ

れる丈夫な建物、これなら大丈夫じゃないのと

いう建物というのはどの程度想定されているん

でしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えを

したいと思います。 

  議員御指摘のとおり、いわゆる地下施設、地

下に潜るような施設が南陽市にはないというふ
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うな事実はございます。その次に考えられるも

のとして、いわゆるコンクリート製の施設、例

えば、こちらのほうで避難施設として指定して

いる中で、いろいろな体育館とか防災と同じよ

うに指定をしておりますが、その中でもコンク

リート製の施設については、ある程度の強度が

ある。そこで窓から離れていただくというふう

なことが考えられます。 

  具体的な施設ではございませんが、こういっ

たミサイルに関する避難の方法の一つとして、

例えば道端でこの場面に遭遇した場合に、側溝

に入って身を守るというふうな形もございます。

こういったものを組み合わせて命を守る最善の

行動を取っていただくというふうなことになろ

うかと思っております。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  側溝というのは、最近の側溝

は結構蓋もされていますし、なかなか難しいの

かなとは思うんですけれども、どのような施設

であっても直撃を受けてしまえばまず駄目なわ

けで、ただ普通の住宅よりは大丈夫なんじゃな

いかなというのが市内の拠点的に何か所かある

のであれば、そういうのを御指定いただければ、

もしものときのための、避難する目安にもなる

のかなと思いますので、その辺についても可能

であれば、民間の施設等もあると思いますので、

可能であればお示しいただけるようなマニュア

ルがあればいいのかなと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  また、先ほど市長も言われましたけれども、

Ｊアラートが発令された場合、大体数分くらい

で飛んできてしまうという場合になるわけです

けれども、その場合は当然自宅であったり、職

場であったり、で遭遇する場合が多いかと思い

ます。夜であれば自宅だと思うんですけれども。

そうした場合の行動マニュアル等はできている

のかというのがありまして、それを例えば市民

のほうにお示しするような形というのはできる

のかと。今の状況で、あまり仰々しいものをす

ると不安をあおるということも考えられますけ

れども、もしものときのためにこういうことが

あれば、こういう対応を取ったほうがいいです

よみたいなマニュアル等をつくって周知すると

いうことはお考えでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えを

したいと思います。 

  議員御承知のとおり平成29年頃に北朝鮮のミ

サイルが発射された際に、日本、北海道等を通

過したというふうな事例がございました。その

ときにこの件について非常に危機感がありまし

て、国民にどのような対応をするかということ

を知らせるためのパンフレット等作成をし、当

市においてもホームページ等でそれ以降公表し

ております。 

  実際には、先ほどの答弁ともダブってまいり

ますけれども、屋外にいる場合、そしておうち

も含めて建物の中にいる場合、屋内にいる場合

というふうに分けて、その中の最善の方法とい

うことで、そのパンフレットの中にお示しをし

ております。屋外は近くの建物の中、地下にと

いうふうなことでありますし、建物がない場合

は物陰に身を隠してくださいということであり

ます。また、屋内、御自宅のようなところであ

れば、窓から離れていただく、なるべく中のと

ころに寄っていただくようなことで、窓のない

部屋に移動していただくということで、それが

時間のない中での行動ということで示されてい

るものでございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  ただ、平日の日中に自宅にい

る方というのは、御高齢の方が多いのかなと思

います。ホームページ等で継続的にお示しする

のは大事なことだとは思うんですけれども、な
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かなか高齢の方でホームページのほう見られな

い方というのもいらっしゃると思うんですね。

そういう方のためにも、定期的に啓蒙されるの

も必要なのじゃないのかと。誰も彼もがネット

にアクセスできて、皆さんが見られるというわ

けではないと思いますので、その辺については

柔軟に対応していただきたいと。本当の有事な

んて、万に一つもあってはいけないわけでして、

万に一つにしても可能性があるとすれば、市民

の生命、財産を守るために必要なことはしてい

かなくてはいけないと思いますので、まず可能

性を考えれば、ここに飛んでくるという可能性

を考えると、大規模なシェルターとかという施

設は必要ないとは思うんですけれども、行動指

針の設定やその他の周知などは、費用もそうか

かるわけではないですので、そういう費用のか

からないところからぜひ進めていただきたいな

と思います。 

  続いて、観光振興について進みたいと思いま

す。 

  先ほど市長のほうから、ハラルの対応につい

て、県の研修会等で学ぶ機会があるということ

でお聞きしたんですけれども、例えば県の研修

会と市の旅館さんですとか、宿泊業者さんで、

実際にその研修会に行ったとかという情報はあ

るんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  質問にお答え申し上げます。 

  県が主催する研修会でも、観光の団体が参加

できるような研修会もこれまでございました。

さらには、市のほうで参加して、旅館等にこう

いったハラル認証についての考えについて確認

したこともあるんですけれども、なかなか現時

点で各旅館または飲食店等で、ハラル認証まで

を取って対応するのはどうかなというふうな意

見が多かったものですから、例えば市が独自に、

さらに研修会を実施したりとか、そういった対

応は現時点ではしてございません。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  今の、実際に行ったところは

ないということだったんですけれども、先日来、

市長さんのほうで南陽を世界ブランドにという

ことでお話があったと思います。目標を実現す

る上でインバウンドというのは非常に大事なん

じゃないかなと思うのでありまして、東北地方

というのは、コロナ禍以前というのはインバウ

ンド後進地域と言われていまして、殊インバウ

ンドに関しては非常に遅れた地域です。南陽市

も御多分に漏れずそのような状況だったと思う

んですけれども、ただ、今、コロナ禍のために

全国一律でインバウンドがほとんど中断してい

るという状況は、全国横一線とは言わないまで

も、かなり今までの先進地域のアドバンテージ

は以前ほど大きくなくなったのではないかなと

思います。 

  正直、今こそ今までの出遅れを取り返す千載

一遇のチャンスじゃないのかなと思うんですけ

れども、先ほども述べたように、今後、インド

ネシアなどのイスラム圏はどんどん拡大する傾

向にあります。市長がよく台湾のほうに行かれ

て、台湾のほうでインバウンドもアウトバウン

ドもされておりますけれども、確かに台湾のほ

うもかなりこれから伸びてくる部分だとは思う

んですけれども、やはり先ほどから言っている

ように、イスラム教のイスラム圏の方々という

のは、正直、今来ても行くところがないんです

よね。先ほどからいろいろ話があったように、

教義的に厳しいものがあって、なかなかそれに

合致する場所がないということがありまして、

観光に行きたくても食事どうするの、いろいろ

そんなことがあって来られないという場合があ

るようです。 

  ですので、例えばイスラム圏からの誘客につ

いては、各事業所、先ほど商工観光課長からも

ありましたけれども、各事業所さんや商店さん
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のほうが経営方針に沿って判断する、決定する

ことですから強制できませんけれども、例えば

ですけれども、市が主導して研修会等を開催す

るとか、講師のほうをどこかから呼んできて開

催してみるとか、希望する旅館があればという

形で取るというのは可能でしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  市が直接実施すべきかどうかもあると思うん

ですけれども、先ほども申し上げましたとおり

商工会さんとか、観光協会、旅館組合、料理飲

食店組合さんのほうと、またそういったニーズ

があるかも含めて再確認をしながら、ぜひそう

いった研修会を実施すべきだというふうになれ

ば、市がするか、ほかの団体がするかもあるん

ですけれども、検討してまいりたいというふう

に考えております。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  ニーズがあればという話でし

たけれども、人口３万人からの小さい自治体で

すよね。そんなに大きなところと同じことをや

ってもお客さんは来ないと思うんですね、実際

は。普通に中小企業であれば、ニッチ市場のほ

うに入っていくしかないとか、そういう部分に

なってくるんですね。そうすると、よそさんが

やっていないことをやらないと、なかなかお客

さんというのは来ないんじゃないかと私は思う

んです。確かにニーズを聞いて、ニーズがあれ

ばというのも一つだと思うんですけれども、こ

ちらのほうから発信して、こういうことをすれ

ばこういうことがあるかもしれませんよと呼び

かけるのもありなんじゃないのかなと私は思う

んです。 

  ただ、お客さんが来ない、来ないじゃなくて、

旅館さんですとか、事業者さんからの呼びかけ

を待っているだけじゃなくて、受動的じゃなく

て、こちらから能動的に働きかけるのも必要で

はないかと思うんですけれども、それについて

はどのようにお考えですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  議員おっしゃるとおりだというふうに

思います。その上で、今のお話をぜひ観光業界

の方に、山口議員からお話をいただきたいと思

います。やっぱり受け入れる主体である、そう

いった事業者の皆さんがどういったお客さんを

自分たちで呼び込みたいと思うか次第のところ

がありますので、こういった効果があるよとい

うことを熱く、山口議員からもおっしゃってい

ただければ、いろいろ変わってくるのかなとい

うふうに思います。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  熱く語るかどうかは別として、

その辺はやぶさかではないですけれども、やっ

ぱり先ほども言ったように受け身じゃなくてこ

ちらからいかないと、どうですかといかないと

なかなか進まない部分があると思うので、それ

については、私もやりますから、ぜひ市のほう

でも面倒見ていただければと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  例えばそれ以外にも、今、イスラム教のお話

をしましたけれども、ほかの国の方々もいろい

ろいらっしゃるわけですね。市内のほうにはい

ろいろな国から来られている方がいっぱいいら

っしゃいまして、いろんな言語を話せる方がい

らっしゃると思います。その辺は、本人の承諾

を得てのことだとは思うんですけれども、そう

いう人たちの言語や出身地などをデータベース

化して、観光の案内をしていただくとか、多少

費用がかかってもあれですけれども、ボランテ

ィアですとかそういう感じでお願いすることと

いうのは可能かと思うんですけれども、それに

ついてはどうお考えでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢商工観光課長。 
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○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  今、現時点で商工観光課として、そういった

形でボランティアしていただける方の把握とい

うのはできていない状況でございますけれども、

そういった方々がいろいろな観光案内等でボラ

ンティアでやっていただけるというのは非常に

いいことだと思いますので、そういった方々が

まずどれぐらいいらっしゃるかも含めて把握し

て、今後検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  やっぱりそういうふうな志を

持った方もいらっしゃると思うんですね。調査

して現状を把握してみないと、実際可能かどう

かも分からないですし、そういう希望がある方

もいらっしゃるかどうかというのも聞いてみな

いと分からないわけで、ぜひその辺の調査とい

うのは進めていただきたいなと思います。 

  あとは、イベントの効果の検証についてなん

ですけれども、今までいろいろな企画のほうを

行ってきて、いろいろやってきたわけですよね。

どんな優れた企画でもずっと漫然とやってしま

うとマンネリ化が進んできて、だんだん駄目に

なってきます。必ずアップデートが必要だと思

うんですけれども、イベントを企画して実証、

検証したときに、企画をやめるべきときの指標

というのも必要なのかなと。必ずどんな優れた

企画でもだんだん陳腐化してきますよね。そう

ならないように、アップデートしていかなくて

はいけないわけです。ブラッシュアップする必

要があるわけですけれども、それを幾ら頑張っ

ても最終的には費用対効果が問えないと。もう

やってもしようがないという部分になってくる

と思うんです。 

  そうなったときに、いろんなしがらみがあっ

たり、いろんなことがあってやめられないとい

うことがよくあると思うんです。そうなったと

きに、このラインを下回ったらやめてしまうと

いうような指標というのはお持ちなんでしょう

か。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  毎年毎年、事業の成果等について検証はして

いるわけでございますけれども、数値的な当然

比較もするわけでございますけれども、これを

下回ったら例えば廃止とか、そこまでの基準は、

商工観光課としては持ち合わせてはございませ

んけれども、あと、ここ２年間というのは事業

の効果検証というよりも、コロナ禍にあって事

業を実施できるのかどうかとか、または事業を

実施したとしても縮小開催かどうかとか、そう

いった方向でこれまで検討または来年度に向け

て企画をしてきた経過がありますので、今、山

口議員がおっしゃったような、幾らを下回れば

事業として廃止すべきではないかとか、そうい

った検討のほうまでなかなかできなかった２年

間でございましたけれども、今後はそういった

ことも含めて検討すべきなのかなというふうに

感じました。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  よく登山とかすると、山は下

りる決断をするのが一番難しいと。戦争すると

軍は撤退する決断をするのが一番難しいとよく

言われますよね。事業でもそうだと思います。

なかなかやめる決断というのは難しくて、何で

やめたのかという話は必ず出ます。ただ、そこ

を決断するのはトップの一番大事な仕事ではな

いのかなと思うんですけれども、市長、どうお

考えですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  それもおっしゃるとおりだと思います。

そういう意味で、健康増進施設の位置づけでは

ありましたけれども、観光の一翼も担っていた

あのハイジアパークについては、市民の皆さん
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の中に楽しみにしておられる方、継続してほし

い方の顔を思い浮かべながらも、市としては有

識者の皆さんの御意見を尊重しつつ、やめると

いう決断をさせていただきました。 

  これは市にとって非常にインパクトの大きい

事業であるということが決断が必要だった背景

にございますけれども、そんなにインパクトが

大きくなくとも、そういったものも小さいもの

でもあろうかというふうには思っています。 

  ただ、実際に例えばこのイベントについて、

集客が100人いかなかったら来年からやめます

よというような決め方はちょっと難しいのかな

と。その辺は市民の皆さんの感覚とか、運営の

皆さんの気持ちとか、その辺も含めて総合的に

判断していくべきかなと。そこを市が主催して

いるものであれば判断していく責任はしっかり

と履行してまいりたいというふうに思っており

ます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  そうですね。やっぱりどうし

てもやめる決断というのは、職員の方には難し

いと思うんですよね。そこはやっぱりトップの

判断でしっかりやっていただきなと思いますの

で、今回、ハイジアパークの件についても大変

大きな決断だと思いますし、ぜひそういう形で

お願いしたいなと思います。 

  例えばですけれども、検証に関して言えば、

例えばＰＤＣＡ、よく言われますよね。プラン、

ドゥ、チェック、アクションというものなんで

すけれども、日本の企業とか行政というのはＰ

ＤＣＡのＰにすごく力を入れるんですよね。な

ぜかというと失敗が怖いからです、まずは。失

敗を恐れるあまりにＰＤＣＡのＰ、プランの部

分に力を入れ過ぎて、時間がかかり過ぎて、や

ったときにはもう時代遅れとか、そういう陳腐

なことがよく起きるんです。 

  大事な予算ですので、失敗してお金を無駄に

するのは非常に怖いというのは分かるんですけ

れども、例えばプランの段階で100を求めない

で70、80の段階でも少ない予算で何点かのイベ

ント、企画を行ってみて、その中からいいもの

を伸ばしていくという方法もあるのかなと。 

  例えばチャレンジ枠みたいなものを設けて、

全体の上限の予算を決めて、例えば１企画100

万円でやってくださいよというのを、５つくら

いやれば500万円ですよね、最大で。そういう

感じの企画をやってもいいのかと思います。ま

さに小さく産んで大きく育てるみたいなことだ

と思うんですけれども、これに若年層、若い職

員の方々の意見を取り入れてやってみたら、物

すごく面白いものができるんじゃないかなと。

その中から一つでも市を代表するようなイベン

トができれば大成功じゃないのかなと思うんで

すけれども、それについてはどうお考えでしょ

うか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今のは、若い職員の皆さんの発想を生

かす方法としての、そういったインセンティブ

といいますか、予算づけといいますか、そうい

うことだと思いますけれども、大変いいことだ

と思います。やはり議員おっしゃるようにずっ

と同じ発想ではイノベーションが生まれないこ

ともございますし、若い皆さんや外部の視点な

ど、様々な従来にない発想を生かせるような仕

組みを考えていきたいなというふうに思います。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  そうですね。これは目の前に

いる課長さんたち皆さんに言えることなんです

けれども、例えば若い人がこういうものはどう

でしょうと持ってきたときに、例えば奇想天外

なものを持ってきたときに、そんなもの、でき

るわけないだろうというのは簡単なんですよね。

ふざけているのか、こんなことできないべと言

うのは簡単なんですけれども、じゃなくて、面

白いよね、だったらどうやったらできるか考え
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てみようよというような、少し発想の転換が必

要なんじゃないかと。 

  どんな人でも、最初にどんと否定されてしま

うと次から物を言えなくなるんですよね。どこ

の民間の会社でもそうなんですけれども、最初

に、本当にばかじゃないのと言われた瞬間にも

う次から何も言えなくなるというのが必ずあり

ます。そうじゃなくて、先ほども言ったように、

面白いことを言うよね、どうしたらできるか考

えっぺ、みんなで考えてみっぺと。本当にでき

るんだったら、できそうだったら、幾らでも、

１個でも２個でも実現しようよというような考

えでぜひやっていただきたいなと。どんな企画

でも実現することを前提にやってみることも大

事だと思いますので。失敗したとしてもポジテ

ィブな失敗であれば、その後に学ぶことは非常

に大きいわけで、ぜひ若手職員の方からアイデ

アを募集して、その中で何点か実際に行ってみ

るようなやり方をしていただきたいなと。 

  トップの一番大事な仕事というのは、責任を

取ることですので。責任を取ることを恐れてい

る上司の下では部下の方は伸びないと思います

ので、ぜひ責任を、自分が責任を取るのでやれ

よと言っていただければいいのかと思います。 

  あと、アウトドアについてなんですけれども、

先ほど市長のほうからスカイパーク等の話もあ

りましたけれども、実際、私もまさにイメージ

しているのは、スカイパーク周辺等もあるんで

すね。やっぱりスカイパーク等は、スカイパー

クであれば水場とかトイレもあるのかと。雲海

が見られるという絶好のスポットですので。し

かもあそこはすごく店とか、商店も、あそこは

スーパーマーケットもコンビニも結構車ですぐ

行ける距離にあって、ビギナーの方には非常に

行きやすいところじゃないかなと思うんですよ

ね。ああいうところをぜひ活用していただきた

いなと。 

  あと、例えば竹原の運動公園の上のほうにあ

る広場、あそこも水場もトイレもあるはずです

ので、例えば電源を１つ入れてもらうだけでオ

ートキャンプ場ができるんですよね。オートキ

ャンプ場ができれば、その下の運動公園の部分

を子供たちが遊ぶ広場にもできますし、そうす

ると家族連れが来るような楽しい施設になるん

じゃないのかなと思うんです。 

  これについても、例えば既存の施設にちょっ

と手をかけるだけですぐにできるわけじゃない

ですか。結構スピード感を持ってやっていただ

ければすごくいいのかなと思うんですけれども、

これについては何か考えることはできないでし

ょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  商工観光課所管で言いますと南陽スカイパー

クがございますので、そちらについて、スカイ

パーク、ログハウスが建っているところの約

250メートル下ぐらいにも大きなスペースとい

いますか、展望台があったり、あとは駐車でき

るスペースがございます。そちらの土地という

のは山形県のほうの土地になっているわけでご

ざいますけれども、ただ、自然公園というふう

なちょっといろいろ制限もございますが、山形

県の担当部署のほうと、その場所で、あること

をできないだろうかという相談もしているとこ

ろでございます。具体的にお話しすることは今

の段階ではできないんですけれども、商工観光

課としても、あの場所、あのスペース、やっぱ

り使わないのはもったいないなということがご

ざいますので、今後、山形県さん、さらには民

間事業者の方々と調整して、あの場所の活用に

ついて検討してまいりたいというふうに考えて

おりますけれども。ただ、先ほどお話あった水

の問題ですと、当然、水道は通っていなくて、

上下水道課のほうから協力いただきながら、水

を上まで運んでいるような状況でございますの
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で、そういった状況の中でできることもあると

思いますので、今後検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  水に関して言えば、最悪、水

は下から自分で運んでくれば間に合うわけで、

一番問題はトイレなんです。あとは、先ほども

言ったようにがっつりしたキャンプ場というの

は、なかなか整備するのは大変ですし、なかな

か難しいんですけれども、簡易的なビギナー用

のものであれば非常にロケーションもいいです

し、すごくいい場所になるんじゃないのかと期

待できると思うんですよ。 

  何度も言うようですけれども、既存の施設を

ちょっと変えれば、手を入れれば使えるという

ことで、お金もかからないのではないかと思い

ますので、ぜひその辺は検討していただきたい

なと。 

  今、スカイパークのこともありましたけれど

も、竹原のほうも非常に魅了的ではないかと思

いますので、ぜひ検討していただきたいと思い

ます。 

  これで私の質問のほうを終わりたいと思いま

す。以上です。 

○議長  ３番山口裕昭議員の一般質問は終了い

たしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

午前１１時３９分  休  憩 

─────────────────── 

午後 １時００分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

島 津 善衞門 議員 質 問 

○議長  次に、４番島津善衞門議員。 

〔４番 島津善衞門議員 登壇〕 

○島津善衞門議員  ４番、保友クラブ島津善衞

門です。 

  山口県阿武町で初歩的ミスにより新型コロナ

ウイルス対策の臨時特別給付金4,630万円を誤

って振り込み、返還を求めるという事件が発生

しました。どのような終息になるのか分かりま

せんが、１人の町民が大金に目がくらみ、背負

った十字架は随分と重いものとなり、代償は極

めて高いものとなりそうです。返却しなかった

方には、報道されている電子計算機使用詐欺罪

などの事件のほかに多額の所得税が発生するこ

とになります。 

  税法では、犯罪で得た収益にも納税する義務

が発生します。所得税法の基本通達では、その

収入の起因となった行為が適法かどうかは問わ

ないとされています。つまり合法だろうが、違

法だろうが、懐に入れたお金の税率分は納めて

くださいというふうになっております。所得税

の税率は4,000万円を超える場合45％、単純に

計算しても来年の確定申告で約1,870万円の納

税義務が出ます。納税できなければどうなるの

でしょう。申告せずに納税できなかった場合、

20％の無申告加算税、約370万円が加えられ、

計約2,240万円となります。国税の延滞金は時

間が経過するにつれて高くなり、最大で14.6％

になります。そうすれば利子だけで年約330万

円、月30万円近い支払額になります。税金は自

己破産しようとも一生逃れることはできません。

行政の初歩的なミスが人生を狂わせてしまうこ

とがあるという事例となりました。 

  また、千葉県柏市では、亡くなった奥さんの

死亡届を提出した生存男性の住民票を職員が誤

って削除したというミスがありました。本人が

印鑑証明を申請してミスが判明したようです。

さらに、市は男性にそのことを知らせずに訂正

し、結果的に年金を従来の支払日に受け取れな

くなっているということのようです。市は訂正

作業を優先し、男性への配慮に欠けた不誠実な

対応だったとして、男性に二度謝罪したようで
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す。これも初歩的ミスが市民に大きな負担を強

いる事例です。 

  これらの事例は、もしも紙ベースの作業だっ

たら起きなかったミスのような気がします。業

務の効率化を優先させ、リスク回避を怠ってい

るＩＴ化の大きな問題提起なのかもしれません。

職員は市民から信頼されることが大事です。信

頼は積み重ねでしか得られません。ふだんの頑

張り、努力が大切ですが、このような出来事は

職員全員が積み重ねた信頼を一瞬で崩壊させて

しまいます。当局の皆さんには、市民の信頼を

得るべく、より正確な業務遂行をお願いしたい

と思います。 

  それでは、先に通告しております各項目につ

いて質問いたします。 

  初めに、教育委員会の考え方を保護者からの

率直な疑問２点と財政課の南陽市公共施設等総

合管理計画に関連してお尋ねします。 

  （１）小学校の通知表配付と指導要録開示の

動向。 

  通知表については、文部科学省のサイト上に

「法令上の規定や、様式に関して国として例示

したものはない」と記載してあります。学校教

育法で学校に作成の義務のあるのは指導要録で

す。近年、通知表の廃止や指導要録の本人への

開示が検討されておりますが、教育委員会とし

ての考え方をお尋ねします。 

  （２）小学校のクラス替えが２年ごとのタイ

ミングの理由と今後。 

  以前は２年ごとのタイミングで行われること

が多かったクラス替えですが、近年は毎年クラ

ス替えを行う学校が増えてきているようです。

ある民間調査会社のアンケート調査によれば、

毎年クラス替えは60％となっています。地域的

には「２年に１度の学校が多い」と答えたのは、

東北や甲信越を中心に７つの県、「毎年の学校

が多い」と答えたのは西日本や首都圏を中心に

22の府県となっていました。 

  本市では２年ごとのクラス替えと承知してい

ますが、その理由と今後についてお尋ねいたし

ます。 

  （３）南陽市公共施設等総合管理計画、学校

教育系施設の改定について。 

  財政課では施設管理の観点から、特性・課題

の整理における適正床面積の確保が必要として

いますが、教育委員会としての見解をお尋ねし

ます。 

  ①公立学校施設実態調査による「小中学校校

舎等必要面積全国平均」についてどのように捉

えておられるのか。また当市のあるべき姿をお

尋ねいたします。 

  ②財政課では余裕教室の学校用途に限定しな

い有効活用を模索しているようですが、これま

での経緯では、施設の管理運営上、非常に難し

かったと承知しています。今後どのような活用

が可能なのかお尋ねします。 

  ２点目、農地の再生についてお尋ねします。 

  私はこれまでも何度か里山、林業、農業に関

連して一般質問をしております。今回は再利用

の可能性についてお尋ねします。 

  令和３年度より荒廃農地調査が遊休農地調査

へ統合廃止され、耕作放棄地調査は令和２年度

農林業センサスから廃止されましたが、これま

での用語と併用して質問させていただきます。 

  農家の後継者不足によって作物が育てられな

くなった土地が長期間放置される「耕作放棄地

問題」が深刻化しています。放棄地で普通の農

業をやっても再生は困難です。逆転の発想が必

要なのではないでしょうか。 

  （１）耕作放棄地と新規就農者。 

  農家の意思表示による耕作放棄地ですが、

「この先も使う予定ない」のは、これまでの農

業の枠組みでならそうなるということです。用

途の限定をしない枠組みを増やせば、耕作放棄

地の再利用が可能になるのにと思います。発想

を転換しない限り、遊休農地は獣害や土壌流出
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が繰り返され、最終的には非農地になってしま

います。 

  このような現状を踏まえた上で、私が考える

のは耕作放棄地ではやってはいけないことがあ

るということです。一番よくないのは、耕作放

棄地を新規就農者に就農してもらうことだと思

います。プロが耕作を諦めた農地を新規の素人

に依頼するのは大きな過ちです。プロが諦めた

場所を新規就農者に任せるならば、従来の農業

と全く違う発想で違う事業をすることを考える

べきです。耕作放棄地では従来とは違う多様な

事業ができるようにする必要があります。その

ためには、法の規制緩和などが必要です。 

  初めに、次の２点をお尋ねします。 

  ①当市における全農地面積、遊休農地の割合

をお尋ねします。 

  ②新規就農を見据えた地域おこし協力隊が数

名着任されておりますが、どのような就農を目

指して取り組んでいるのかお尋ねします。また、

今後どのような遊休農地の活用が可能なのかお

尋ねします。 

  （２）耕作放棄地への取組。 

  耕作放棄地で提案したいのは、おなかを満た

すための生産農業でなく、自分たちで育てた作

物を自分たちで消費するという心と体を満たす

農業です。心と体を満たす農業というのは、今

までの農業界には存在しない概念です。なぜ存

在しないのか。農業基本法では「農業とは農作

物を生産して出荷するもの」と書いてあるから

です。もうそんな時代ではなく、農業基本法を

やり直し、アップデートしないと駄目な時代の

はずです。耕作放棄地の新しい使い方を工夫す

る。それで使えないのであれば、何とかして自

然に返す方法を考えていかないといけません。 

  このような新しい発想で耕作放棄地を活用し

ていかないと再生は難しいと思います。耕作放

棄地の畑と山との間にあるゾーンを守り、柔軟

に耕作放棄地を変えていく里山活用促進のアイ

デアをどんどん議論すべきではないでしょうか。

現状と今後についての考えをお尋ねします。 

  （３）兼業農家の新しい「農型社会」をつく

る。 

  100％農家になるのか、ならないのかの二択

ではなく、緩やかに農業を生活の中に取り組む

ような新規就農者という枠を加えていったらい

いのではないかと思います。国の発表によると、

農業就業人口は2010年の約260万人から19年に

は約168万人と毎年減少しています。しかし、

詳細では、専業農家はほとんど減っておらず、

兼業農家が減っているのです。この傾向には兼

業農家の農地が専業農家に移っているという状

況があります。これまでの兼業農家の多くは家

督相続による農地の継承でした。この方たちが

農地を手放すという時代になり、減少が進んで

いるものと思います。これからは新しい形の兼

業農家を増やすべきフェーズに突入したと感じ

ています。 

  このような兼業農家の新しい「農型社会」を

つくるべきではないでしょうか。当局のお考え

をお尋ねいたします。 

  以上の御答弁をお願いし、壇上からの質問と

させていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ４番島津善衞門議員の御質問にお答え

申し上げます。 

  なお、教育委員会への御質問につきましては、

教育長より答弁いたさせますので御了承願いま

す。 

  初めに、本市の全農地面積、遊休農地の割合

についてでございますが、国の令和３年作物統

計調査による本市の耕作目的に供される全農地

面積は2,610ヘクタール、そのうち農地法で定

義している遊休農地と判断される面積は11.7ヘ

クタールで、全農地面積の約0.5％となってい
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ます。 

  また、参考ではありますが、全農地面積には

含まれていない、現に耕作放棄によって荒廃し

た農地で、農地としての再生利用が不可能と判

断される非農地面積は約83ヘクタールとなって

おります。 

  次に、新規就農を見据えた地域おこし協力隊

の現状についてでございますが、令和４年度に

着任している協力隊員は７名おり、そのうち３

名が新規就農を目的とした活動を行っておりま

す。３年目となる協力隊員２名は、卒業後を見

据えて、ブドウ生産農家となるための準備を進

めているほか、今年度、新たに着任した１年目

の隊員については、受入先の農家からサクラン

ボやその他の作物の栽培方法について指導いた

だき、将来的には受入先の農地を継承できるよ

う活動を続けています。 

  次に、耕作放棄地への取組の現状と今後につ

いてでございますが、本市では中山間地域につ

いては、国の中山間地域等直接支払交付金を活

用し、地域の方々の協力を得ながら農地の維持

に努めておりますが、耕作放棄地の解消にはつ

ながっていない現状にあります。 

  こうした耕作放棄地は、人が生活している里

と野生動物の生息域である山との境界をあいま

いにし、有害鳥獣による農作物への被害の要因

となることから、今年度、県の事業を活用し、

緩衝林帯、いわゆるバッファゾーンの整備を予

定しております。 

  市では、「人・農地プラン」の話合いを毎年、

地区ごとに農業者の皆様と行っている中で、今

後の農地利用の在り方について検討を行ってお

ります。こうした話合いの場で意見を交換しな

がら、耕作放棄地の発生防止やその利活用につ

いて、地域の皆様とともに検討してまいりたい

と考えております。 

  続いて、兼業農家の新しい「農型社会」をつ

くるについてでございますが、本市においても

平成12年から統計上最新となる平成27年度にか

けて、専業農家が200戸から266戸に増加する一

方、兼業農家は1,358戸から652戸に減少してお

り、農家全体としても1,906戸から1,328戸に減

少していることから、兼業農家の動向が農業の

担い手確保上の課題の一つと認識しております。 

  こうした中で、国は令和２年３月に策定した

新たな「食料・農業・農村基本計画」において、

「中小・家族経営等多様な経営体の生産基盤強

化」を打ち出しており、また県も令和３年３月

策定の「第４次農林水産業元気創造戦略」にお

いて、「多様な担い手の確保」を明記するなど、

これまでのトップランナーと言われる大規模な

担い手への支援とともに、多様な担い手への支

援に光が当たってきております。 

  本市においても、昨年より異業種である農業

に取り組む企業が出てきており、また従来の農

業へのアプローチとは異なる「半農半Ｘ」と表

現される、農業と自分のやりたい仕事を両立し

ながら、収入にこだわらず自分が食べていくた

めの農業をしていくような新たな形態が注目を

浴びており、様々な農業への関わり方が生まれ

ております。 

  今後、市といたしましましても、そういった

多様な働き方にも目を向けながら、農地の荒廃

を防ぎ、有効利用につながる施策を検討してま

いりたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  ４番島津善衞門議員の御質問にお答

え申し上げます。 

  まず、御質問の１点目、小学校の通知表配付

と指導要録開示の動向についてでございますが、

通知表は児童生徒の学習状況等について、保護

者及び児童生徒自身に対して伝えたり、児童生

徒の学習意欲を高めたりすることを目的として

おります。作成並びに配付については、校長の
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裁量で決められるものとなっております。指導

要録の開示につきましては、南陽市個人情報保

護条例に基づき、開示の求めがあった際には適

切に対応しております。 

  次に、御質問の２点目、２年ごとのクラス替

えの理由と今後についてでございますが、小学

校学習指導要領において、二つの学年にまたが

って目標と内容が記載されている教科が複数ご

ざいます。低学年、中学年、高学年の発達段階

でつけるべき力が異なり、指導の一貫性の保持

が２年ごとのクラス替えの大きな理由の１つで

ございます。 

  教育は、一日一日の営みが大変重要であり、

どのお子様も１年間で大きく成長する可能性が

ございます。今後、各学校の状況や学年・学級

の実情、何よりお一人お一人のお子様の学びの

様子を鑑みながら、クラス替えの在り方につき

ましては各学校と検討してまいりたいと考えて

おります。 

  次に、公立学校施設実態調査による小中学校

校舎等必要面積全国平均についてどのように捉

えておられるか、また本市のあるべき姿につい

てでございますが、市の学校施設については昭

和40年代から50年代にかけての児童生徒急増期

に建設されたものが多い状況となっており、少

子化に伴う児童生徒数の減少により、現在は児

童生徒１人当たりの必要面積が全国の平均値よ

り多い状況となっているところでございます。 

  また、市の学校施設のあるべき姿につきまし

ては、公共施設等総合管理計画も踏まえ、多く

の関係者から幅広い議論をいただいた上で方向

性を定めていくことになるものと考えていると

ころでございます。 

  次に、２点目の余裕教室の活用についてでご

ざいますが、現在、各学校において使用してい

ない教室については、学習方法や指導方法の多

様化に対応したスペースとして使用するなど有

効活用を図っているところでございます。御承

知のとおり国の補助金を活用して整備をした学

校施設を学校用途以外に利活用する場合、財産

処分の手続を行う必要がございます。現在、宮

内小学校の二つの教室と漆山小学校の一つの教

室を学童保育施設として活用しておりますので、

今後も利活用の要望がある場合、財産処分の手

続を行った上で学校用途以外に活用できるもの

と考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  御答弁ありがとうございま

した。 

  まず最初に、通知表とクラス替えの件なんで

すが、私、実はこの質問を保護者の方から受け

るまで、通知表というのは義務だと思っており

ました。私の過去のアルバムにも小学校の通知

表が入っております。よくよくでも考えてみる

と、それを利用したことは一度もありません。

これからも多分、ないんだろうなというふうに

思います。 

  ただ、ちょっと振り返ってみますと、私のも

らった通知表は全部先生方の手書きでした。細

かなコメントがあり、非常に、今振り返るとほ

のぼのとした思い出と一緒によみがえります。

最近は、なぜかパソコンが多くなったようで、

その例文集があったり、先生の作業効率化のた

めの措置も大分取られているようですが、やは

りその辺のこと、通知表というのはなくてもい

いんだよ、それからクラス替えは１年でも２年

でもいいんだよ。それから、こういうふうなパ

ソコンに入っているけれども、これはあくまで

もそのお子さんのある程度の目安であって、確

定数字ではないよ。そういうものをしっかり保

護者の方に伝えていただければありがたいなと。 

  やはりその辺のことを知らないでお子さんが、

今、核家族化になって親と一緒に住まないもの

ですから、なぜそういうふうになっているかと
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いうことを知らない保護者の方が多い。私の親

は知らなくて当たり前の時代だったのですが、

今の保護者はそういうことを知っておくという

力を持っている保護者の方が非常に多いので、

そういう方々にも通知表というのはこういうも

のだよ、クラス替えはこうやって決めてやって

いるんだよということをしっかり伝えていただ

いて、学校と保護者の信頼関係がより一層深ま

るような、そういうふうなこともやっていただ

きたいなと。 

  何か教育委員会というと、新聞を見ればあま

りいいような記事では記載されないことが多い

ので、もっと広報広聴に力を入れて、優しい南

陽市教育委員会を目指していただきたいなとい

うふうなことをちょっと要望させていただきた

いと思います。 

  それから、南陽市公共施設等総合管理計画の

中の学校の今後の在り方なのですが、実は、今

年度、先日、宮内小学校は150周年の記念式典

がございました。私の地元の金山地区では、昭

和48年４月、今から49年前になりますが、金山

小学校が統廃合なりました。その時点の８年前

に金山小学校は複式になったんです。そのとき

から金山小学校をどうするんだというふうな議

題が金山地区の中に湧き上がってきたというふ

うにお聞きしました。このままではまずいよね。

どんどん人口減っていく、子供の数が減るよね。

子供の幸せはどこにあるんだ。地域の幸せはど

こにあるんだということを真剣に検討しようと。

当時、旗を振ってくださったのが山口孝一先生

というふうな方だったそうです。何か宮内町の

ときに教育長をなさったとか何とかというのも

ちょっと耳に挟んだのですが、私は確認してい

ません。ただ、当時、学校の先生をなさって、

校長先生もなさった方が、地域の方々といろい

ろ相談しながら、どうするかと。それで、８年

後に統合しようと。金山小学校100周年のとき

でした。そのときの小学生が65名でした。今の

南陽市内の小学生65名を切っている学校が何校

かございます。 

  やはりそういうふうな事例もしっかり受け止

めながら、今度どうするのかということを、や

っぱり学校の統廃合というのは年数がかかるも

のですから、しっかりしていかなくてはならな

いんだろうなと。ただ、その過程として、子供

たちの未来がどこにあるのか、地域の未来がど

こにあるのか、それをどうやって融合させるの

か、もしくはどうやって整理するのか、そうい

うことを地域任せにしないで、きちっと教育委

員会なりが主体を持って、皆さんにいろいろ説

明するべきなんじゃないかなと。地域の考え方

が決まっていないと駄目だよとか、学校はこう

決めたんだから、国はこう決めたんだからこう

してくださいということではなくて、地域の方

と一緒に子供の未来を語り合う、その結果が統

廃合なのか、存続なのか、そういうふうなこと

をしっかり時間をかけて検討していただきたい

なと。 

  今のところ、何かお話を聞くと、まず地域で

は存続してほしいんだ。教育委員会は理解して

いる。そういうふうなことになっているようで

す。何かもう少し子供たちのことが中心になる

ような、それでどうやって地域をフォローする

か、そういうふうな形での検討も必要になって

くるのではないかとは思っております。 

  そのような形の中で、今、教育委員会として

は小学校の統廃合に向けて、どのような対応を

なさっているのかお尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  ただいまの島津善衞門議員の御質問

にお答えを申し上げます。 

  お手元に第六次南陽市教育振興計画というも

のを過日お届けをさせていただいております。

その中の議論をしていただく中で、やはりこれ

からの学校の適正規模、適正配置についてとい
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うことで様々な御意見を頂戴しておりました。

実際、今年度から第六次教育振興計画、運用に

入っておりますので、その中に記載がありまし

た学校の適正規模、適正配置につきましては、

準備委員会を設けてしかるべきときに検討委員

会というような形で、様々な御意見を頂戴して、

今、議員お話しありましたとおり地域の方の御

意見もございます。子供たちにとっての未来は

どういうものなのかというところも忘れてはい

けない論点の一つになっております。 

  そういった様々な御意見を勘案しながら、し

かるべきときに具体的な方針を明らかにしてい

きたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  ありがとうございます。 

  審議会等との協議はすごくよく分かります。

ただ、それが末端の地区住民の方に伝わらない、

ここが問題だと思うんです。やはり有識者の方、

地区の代表の方は理解する。としても、末端の

地域の人々のところまで届かない。そうすると、

教育委員会の考え方なり、そういうほかの地区

はどうなっているよとか、そういう客観的な判

断材料を持たない地域の方が非常に多くなって

しまう。その辺が現在の問題点の一つなのかな

というふうな気がいたします。 

  先ほども申し上げましたが、とにかく山形県

のほかの市町村はこんな現状なんですよ、今、

南陽市はこんな現状なんですよ、教育振興審議

会ではこんなことを考えているんですよ、そう

いうふうなことをその地域の人に、いかに皆さ

んに理解していただくか、そういうふうなこと

に力をもっと入れていただきたいなと。その上

でどうするかの判断を地区の皆さんと、子を持

つ親と一緒になって方向性を探っていただきた

いというふうなことで、先ほどと同じくですが、

やっぱりそういうふうなところにもう少し教育

委員会の方向性を見いだしていただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思

います。 

  それから、余裕教室の学校用途に限定しない

活用の方法として、先ほど教育長がおっしゃっ

た財産処分をしなくてはならないというふうな

ことも分かります。ただ、一つの事例として、

先日、150周年記念事業として、地域の方によ

る学習授業というのがございました。これはあ

る程度面白いなと私思ったんですが、例えばの

話になりますが、今、社教さんが中心となって

公民館等で活動している書道教室とか、絵画教

室とか、それから手芸教室とか、そういうもの

の場を小学校のある空き教室で開催できないの

かなと。それを見るだけでも学習というふうに

こじつけて、勉強だというふうにこじつけて有

効活用できないのかなと。というのは、やはり

先ほども申しましたけれども、核家族化の中で、

おじいさん、おばあさんがどんなことをやって

いるんだろう、どれだけ真剣に自分の好きなこ

とに向かっているんだろう、そういうことが分

からない時代に入っています。そのような活用

であれば、財産処分を経なくてもできるのでは

ないかと。そうすれば、子供の心ももっと大き

く開け、感じるものもあるのではないか。私は

そのように感じております。 

  そのような学校教育の一環として教室を開放

して、書道教室とか、手芸教室とか、絵画教室

とかやっていただくというふうな方向、学校の

開放時間内で、そのような方向を考えられない

ものでしょうか。最後にちょっとお尋ねします。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの質問にお答え申し

上げます。 

  先ほど教育長が答弁しました学習方法や指導

方法の多様化に対応したスペースの活用としま

して、現在、余裕教室を課題別学習や学級を分

けて使用しての学習の際に活用したり、または



－107－ 

机や椅子を全く置かないで広いスペースとして、

集会や共同的な学び、それから制作活動などに

使う場合がございます。また、ある意味、静か

な空間として教育相談の場であったり、なかな

か個別の対応が必要な児童生徒の学びの場とし

て活用しているところでございます。 

  さらに、先ほど議員が御指摘のとおり小学校

であればクラブ活動の時間に地域の方のボラン

ティアにおいでいただいて、茶道教室であった

り、また昔の遊びであったりというような活動

をする場として活用している学校もございます。 

  それ以外で、全く地域の社会教育の活動でと

いうことについては、なかなかまだそういった

ところまで進んでいない状況がありますので、

今後どういった形で学校の教室等が利用できる

のかということについては、調査研究が必要か

なと今考えているところでございます。ありが

とうございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  今、課長の答弁にあった外

部の方を招いてのクラブ活動、そういうものが

必ず外部の方が人数、少なければならないとい

うことはないですよね。生徒の数よりも外部の

方が多くてもいいんだと私は思うんです。その

ようなことが、先ほど言ったようなことにもつ

ながるのかな。何かそういうふうな形で、私と

しては子供たちだけの中で何かを育むというよ

りも、広く社会一般を見据えた上での子供の心

の育みというものをぜひ考えていただきたいな

というふうなことを要望させていただきたいと

思います。 

  それでは、次に、耕作放棄地関係、農地の再

生等の問題についてちょっとお尋ねしたいと思

います。 

  壇上でも申し上げましたが、私は何度もこれ

まで質問させていただいております。なぜ耕作

放棄地が問題なのか、私は重要視するのかとい

うことですが、大きく分けて何点かあるんです

が、一つは食料自給率の問題です。今回ウクラ

イナではっきりしました。もう本当に入ってこ

ない。各種食料品が全て値上げになる。このよ

うな形でいいんだろうかと。やはりもう少し、

自分たちの口に含むもの、安ければどこからで

も持ってきてもいいんだというふうなことでは

ないのかなと。やはり世界全体の中でサイクル

を回さなければならないというのは分かります

が、やはり最低、もう少し食料自給率は上げる

必要があるのかなという判断を私はしておりま

す。 

  それから、もう１点は、災害時のリスク増加

の問題です。やはり防災課長も前からやってい

ますし、農林課のほうでも田んぼダム等いろい

ろ取り組んでくださっております。やはり保水

能力がないという問題が災害リスクに大きく関

わっているんだろうなというふうに思います。

そういう意味でも、重要なんだろうなというふ

うに思います。 

  それから、もう一つは、管理がおろそかにな

って病害虫や雑草、外来動植物が繁殖してしま

う。元来、日本には日本固有の動植物があるわ

けですが、そういうものが耕作放棄地等が出る

ことによって、どんどん浸食されてしまう。そ

ういうふうな心配があります。隣地の耕作地に

対して影響を及ぼすというふうな心配がありま

すので、その辺も問題なんだろうと。 

  それからもう１点は、ごみの不法投棄やセキ

ュリティー上の不安、市民生活安全上の問題、

やはりそういうふうな耕作放棄地で荒れていま

すと、どうしてもごみを捨てたくなるような人

がいらっしゃるようであります。やはりそうい

うところを草刈りすると、必ずビニール袋にご

みが詰まっているのが１つや２つは出てくる。

空き缶が出てくるというふうな状況があります。 

  やはりこういうふうなこと、大きく四つばか

り申し上げましたが、こういうことを防ぐため

にも、耕作放棄地をきちっとした形で再生させ
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なければいけないのではないかというふうに思

います。特に私の住む金山地区、それから北上

して吉野地区には耕作放棄地が多くなったよう

に見受けられます。やっぱりそれなりのごみな

どが捨てられていますし、自然災害も多発して

いる。そういうふうな状況を目にしますと、や

はり地元として放ってはおけないんだろうなと

いうふうに思っているところでございます。 

  その中で、先ほど来、面積お聞きしました。

南陽市の場合は非常に少ない印象を受けました。

ただ、私の住んでいるところの回りを見るとも

っと比率はあるのかなと思っておりましたが、

少なくて非常によかったなというふうに思って

ます。 

  それから、協力隊の方についてもいろいろ努

力されて取り組んでいらっしゃるのだなと。午

前中、佐藤議員の質問に市長答弁がありました

ので、私のほうからはここには触れずに次に進

ませていただきたいと思います。 

  それから、耕作放棄地への取組ですが、山間

部の耕作放棄地について今後どうしていったら

いいんだろうというふうなことなんですが、一

部、今、ワインに携わる方々が耕作放棄地を何

とか利活用したいというふうに頑張っていらっ

しゃいます。ただ、ブドウ栽培は条件もいろい

ろあるようでして、全てがそういうふうな方向

にはいかないんだろうなと。そんなとき、どう

いうふうな方向づけを考えたらいいんだろうと

いうふうなことを思ったときに、一つ例として

挙げさせていただければ、山間部の荒廃農地は、

結局農薬も何も、消毒もしていない、草刈りも

していない。その場合に、例えばの話ですが、

養蜂で蜜蜂を放したらどうなるんでしょう。非

常においしい蜂蜜が取れるのではないかなと。

ただ、蜂蜜を取ると、養蜂すると、梅川議員か

らすぐ熊来ると教えられました。そのときには、

熊を取るおりをかけるのではなくて、蜜蜂を守

るおりをつくったほうがいいんじゃないかなと。

そのほうがずっと小さくて、ずっと効率的にで

きるのではないかというふうに思います。 

  農地を今耕作している方に聞くと、稲とか各

種野菜に農薬を使っているわけですが、この中

にネオニコチノイド系農薬というのがあるんだ

そうです。これは、脊椎動物より昆虫に対して

選択的に強い神経毒性を持つというふうなこと

で、やっぱりそういう農地の近くでは蜜蜂栽培

はできない。結局、山間部の山奥の耕作放棄地

が一番適しているのではないか。こういうふう

な事例があるようです。こういうふうな方向づ

けをして、耕作放棄地を有効利用する。それで

も何ともならないというときは、やはり自然に

戻して雑木林にしましょう、そして適正に管理

しましょうというふうになるのではないかとい

うふうに思います。 

  その辺については、農林課長、南陽市内の方

にも養蜂所の方とかいらっしゃいますが、その

辺の方々の苦労とか、そういうふうな経験はお

話しなされておるか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  島貫農林課長。 

○農林課長  お答えを申し上げます。 

  今、養蜂家の例を議員のほうでお示しをいた

だきましたが、具体で養蜂家の方から農林課の

ほうに御要望なり、そういった部分というのは、

今のところは頂戴をしていないという状況でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  実は養蜂をやったり、ちょ

っと特殊なクルミを植えたりしたいというふう

なこともあったのですが、やっぱり農地法の網

に引っかかるんです。なかなかできない。こう

いう品種のこういうクルミがあって、こういう

ふうなことでやりたい。それから、そういう養

蜂をしたいといっても、なかなか農地法の対象
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外というふうなことでできない。そういうふう

なことを考えたときに、やはりもう農地法は、

そういうふうな農業者がやる農地法だけではな

いのではないか。もっと農地を誰もが利用しや

すくする。誰もがといっても、外国の資本が入

っている会社とか、そういうのはちょっとまず

いかと思うのですが、そういうふうな形での農

地法の変更は必要なのではないかなというふう

に思います。 

  あと、それから協力隊の話とはちょっと目線

が違うのですが、今、島根県にある農業法人や

すぎアグリ、これイチゴ農家を始めたんです。

この代表の方は今までシステムエンジニアでし

た。パソコン、コンピューターのシステムエン

ジニアでした。一念発起してＩターンして、イ

チゴ農家の方、45年経験している方に栽培技術

を学んでイチゴ農家を始めたと。その方に付き

っきりで教わって一番大事だったのは、温度管

理と湿度管理だったそうです。それを全部自分

でシステムをつくったと。その方の、経験者の

方のハウスの中で全てチェックしてやったと。

通常５年ぐらいだったら1,000万円ぐらいまで

いけるかなということで目標を立てたのですが、

実は２年で1,000万円になったと。３年目は

1,800万円になった。この技術は、今度メロン

に使えるねと。メロンは非常に栽培が難しいん

だそうですね。でも、そのメロン栽培にも技術

が応用できる。イチゴの後メロンをやろうと。

二毛作ですか、できるようになる。そのような

形が増えてきている。 

  だから、従来の農業と違った発想から農業を

見つめる必要が出てきているのが現状じゃない

か。そういう方が、ちょっとパソコンで検索す

るといっぱい出てくるんですね。 

  もう１件だけ事例を御紹介します。新潟県に

農業土木の会社があります。この会社は農業土

木ですから冬が忙しいんですね。農作業、全部

稲作終わってから工事するものですから冬が忙

しい。夏は稲作ですから農業の工事ができない

ということで暇だということで、農業、稲作を

始めました。今やっているのが150町歩だそう

です。2022年度、今年は250町歩、これ500町歩

までいきたいというふうなことで今頑張ってい

らっしゃいますが、ここで問題になってくるの

が、また農地法。やはり農地を借りてやる。そ

うすると、今、１万円の田んぼが75メートル掛

ける150メートルだそうです。そこまで自分た

ちの農業土木の力を持っていますから改良する。

せっかく改良したのに、後返してくれと言われ

る。そうすると、そこでストップしてしまう。

そのようなことも念頭に置きながら常にやって

いかなければならない。そのような形の農業の

形も見えているようです。というふうなことも

あって、結構いろいろな異業種参入ということ

も十二分に考えなければならないんだろうなと

いうふうに思います。 

  最後に１点質問させていただきますが、最後

の兼業農家の新しい農型社会をつくるというこ

とですが、実は今、東京のほうでアンケート調

査をすると、移住を考えている若者が非常に多

いということなんですね。具体的な数字は申し

上げませんが、やはり地方に移住しながら緑豊

かな環境で、先ほど市長がおっしゃいました半

農半Ｘで子育てをしながら自分の仕事をしたい

という方がいる。そうすると、もう少し南陽市

として焦点を当てて、移住者を募集するという

ふうなことに関わっていらっしゃるようですが、

南陽市でイチゴをつくりながら仕事をしません

かとか、田んぼをつくりながら仕事をしません

かとか、サクランボをつくりながら仕事をしま

せんかとか、もう少しターゲットを絞るという

やり方も必要なのかなというふうに思いますが、

その辺いかがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  島貫農林課長。 

○農林課長  お答え申し上げます。 
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  ただいま島津議員のほうから新しいタイプの

農業の関わり方ということで認識をさせていた

だきました。 

  そういったこれからの南陽市への移住を促進

する部分について具体で示すということも一つ

の方法かと思いますので、その辺は所管課とも

御相談させていただきながら対応してまいりた

いというふうに考えてございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  最後の質問にさせていただ

きます。 

  市長にお願いします。 

  今、新庄に県立農業大学校がございます。今、

県のほうで別に東北農林専門職大学をつくろう

というふうな動きがあるようですね。かなり具

体的に進んでいるようです。何で新庄にばかり

あるんだべと、ぜひ置賜に欲しいなと。南陽市

で勝手に県と相談してつくれというのではなく

て、置賜ブロックの中で、ぜひやっぱりそうい

うところで、研修して農業をやりたいと、でき

るような、そういう農林大学校を、置賜農高は

あるんですが、まだもっと違うんじゃないか、

もっと大人の人でも参加できるような、そうい

う農林大学校をぜひ置賜に誘致していただきた

いなというふうに思います。 

  その件に関して、市長、前向きな答弁を最後

にひとつお願いいたします。 

○議長  最後に、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ぜひそのことについては、島津議員か

ら、これから御指導いただいて、前向きに考え

てまいりたいと思います。 

○島津善衞門議員  終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長  以上で４番島津善衞門議員の一般質問

は終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は２時５分といたします。 

午後 １時５０分  休  憩 

─────────────────── 

午後 ２時０５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

高 橋 一 郎 議員 質 問 

○議長  次に、６番高橋一郎議員。 

〔６番 高橋一郎議員 登壇〕 

○高橋一郎議員  ６番、真政会、高橋一郎です。 

  一般質問１日目のラストを務めさせていただ

きます。もうしばらくお付き合いのほどお願い

いたしたいと思います。 

  本日４時20分、本市に大雨洪水警報と低温注

意報が発令されました。６月に入ってすぐのこ

の時期での警報は、あまり記憶にありません。

今、テレビで見てきたら、現在は大雨低温注意

報に変わっておりますが、引き続き土砂災害に

は警戒が必要だというふうなことだと思います。 

  思い起こせば８年前、平成26年の洪水被害は

７月です。ちょうど南陽市長選挙の最中で、両

候補とも２日間、選挙活動をやめて災害対策に

集中しました。白岩市長はその後当選されてす

ぐに災害対策活動に尽力されました。そのとき

と今年はどうも似ているなというふうに思って

います。今年は累積積雪量が696ミリ、８年前

は693ミリ、冬は大雪で夏は大雨でした。後ほ

ど気候変動と治水対策で議論したいとは思いま

すが、そういうふうにはなってもらいたくない

なというふうには思っておるところです。 

  さて、通常の話に戻したいと思います。６月

に入り、バラの花が咲き、いい香りを漂わせて

います。中でも双松バラ園は340種類、約6,000

本のバラが鮮やかに彩り、香りが立ち上り心を

癒してくれます。小さな恋人サクランボも赤い

実をつける南陽市にとっても大変よい季節です。

昨年のように凍霜害もなく、平年並みの収穫を

期待できるようで安堵しております。これも日
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本が平和だからこそ得られるものと、ウクライ

ナの戦場を毎日映像で見るにつけ、改めてあり

がたく感じる次第です。 

  一方で、ロシアの侵略に起因するウクライナ

戦争により物価高となり、世界に影響が及んで

います。肥料や小麦などが高騰して、家計と企

業、事業主を直撃しており、悲鳴が聞こえてき

ます。戦争は出口が見えず、長期戦の様相を呈

しており、今後ますます不景気の中の悪いイン

フレ、スタグフレーションが危惧されています。

原油高よりも食料不足、穀物高が厳しい、とに

かく戦争をやめさせなくては、アフリカ諸国を

筆頭にした飢餓にも拍車をかけ、戦死以外の餓

死も心配されております。グテーレス国連事務

総長の仲介もむなしく、人道回廊のみにとどま

り、少なくとも停戦合意もないまま打開策はな

いのでしょうか。 

  私は日本国憲法こそ救世主になると信じてい

ます。ロシアとウクライナの間に立ち、戦争に

より得るものはない、今すぐやめようと呼びか

けるのです。アメリカに追随するだけではロシ

アに敵国と思われるだけで、戦争をやめさせる

ことはできないばかりか、日本にもよいことは

ありません。日本国憲法第９条の戦争放棄、平

和主義を前面に出して主張するべきときが今だ

と思います。荒唐無稽なことと一笑に付すこと

は簡単ですが、これこそが武器の争いにエスカ

レートさせない唯一の方法だと思います。しか

し、逆に憲法９条を改正しようかとの動きが増

しているのが現状です。ウクライナは対岸の火

事ではなく、日本の守りを強化するために防衛

費を増強しなければならないと主張し、来月の

参議院議員選挙の焦点にもなっています。だか

らこそ冷静に考えていく必要があると思います。 

  戦後76年間、戦争に巻き込まれずに平和な日

本があるのは憲法９条に守られてきたからこそ

であり、武力増強の道に走れば、際限がなくな

り戦争に突入することは歴史が語っています。

そもそも日本国憲法は国の最高規範であって、

為政者、権力者の暴走を束縛して国民を守るも

のであり、逆に法律は国民の悪を縛りながら、

平和と生活の安定を得るためにあります。今の

憲法論議は一番肝腎な、言わば憲法の生命線で

ある為政者を縛る意味がないがしろにされ、欠

落していると言わざるを得ません。 

  世界中で武器増強に歯止めがかからず、戦争

が拡大され、最悪、日本も巻き込まれる世界第

３次戦争が勃発し、核兵器使用を誘発する恐ろ

しい結末を迎えることのないように、切に願う

ばかりです。 

  それでは、通告していることについて質問し

ますが、私は南陽市に住んでよかった、行って

みたいという、誇りある南陽市を目指して、ロ

ハスシティー南陽を唱え、政策的な提案をして

おります。 

  次の点について市長の考えをお伺いします。 

  １、気候変動の影響と治水計画の見直し「流

域治水プロジェクト」について。 

  地球規模で気候変動による災害が頻発し、本

市においても８年前、平成26年の洪水被害規模

を超える災害も危惧されます。治水計画も流域

全体行う「流域治水」への転換が図られていま

す。 

  次の点について具体的な施策をどのように考

えておられるかお伺いします。 

  （１）流域治水施策、氾濫をできるだけ防ぐ

ハード対策・河川区域での対策。 

  ①河道掘削。②堤防整備。③分水路整備。④

遊水地改良。 

  集水域での対策。 

  ①砂防堰堤等の整備。②体制構築。③雨水幹

線の整備、貯留等。④森林整備・治山対策。⑤

水田貯蓄。⑥農業用排水機場等の整備化。 

  （２）被害対策を減少させる、氾濫域での対

策。 

  ①災害リスクを考慮した立地適正化計画の作
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成及び居住誘導。②土地利用規制・誘導。③家

屋移転、かさ上げ補助制度の創設。④雪対策と

連携した氾濫被害の軽減。 

  （３）被害の軽減と早期復旧・復興のための

対策、ソフト施策。 

  ①水害リスク空白域の解消。②危険管理型水

位計の設置。③民間企業と連携した避難体制の

強化。④コロナ対策を加味したマイタイムライ

ンの普及促進。⑤ペットとの避難の指針と対策。 

  ２番目、非核平和の夕べ事業について。 

  ５年に一度、本市が主催し８月に開催予定と

あります。その名のとおりまさしく非核を訴え

る平和な祭典にふさわしい事業を実行委員会で

協議して開催すべきと思いますが、市長の考え

をお伺いします。 

  ３、中学校の部活動の在り方について。 

  特に運動部活動について地域移行計画がスポ

ーツ庁で議論され、推進計画を市町村で作成す

ると報道されています。 

  来年度から改革集中期間と位置づけて取り組

むようですが、地域社会での受皿も含めて早急

に議論し、対処する必要があります。本市とし

てどのように取り組んでいくのか、市長と教育

長にお伺いします。 

  以上、壇上からの質問といたします。市民の

立場に立った議論を展開することを御期待申し

上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ６番高橋一郎議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  なお、中学校の部活動の在り方についての御

質問につきましては、教育長より答弁いたさせ

ますので御了承願います。 

  初めに、流域治水プロジェクトについての１

点目、ハード対策についてでございますが、河

川区域での対策の河道掘削及び堤防整備につき

ましては、最上川水系において、家屋等浸水に

よる重大災害を未然に防ぐため、河川の流下能

力不足の解消を目的とした河道掘削や河川から

の氾濫を防止する堤防整備が県全域で進められ

ております。本市におきましては、吉野川、織

機川において、河道掘削や堤防整備を含めた河

川整備が行われております。 

  また、分水路整備及び遊水地改良につきまし

ては、本市での事業や計画はございませんが、

令和２年７月豪雨で大きな被害を受けた最上川

中流域に位置する村山市の長島地区・大淀地区

の大淀狭窄部において、地形特性を踏まえた分

水路の整備が計画されております。遊水地改良

につきましては、村山市の大旦川との合流地点

に位置する大久保遊水地において、洪水のピー

ク時に貯留できる容量を増加させ、下流の水位

を低減させるための越流提をかさ上げする大久

保遊水地の改良が計画されているとお聞きして

おります。 

  集水域での対策についてでございますが、砂

防堰堤等の整備につきましては、集水域におい

て土砂を一時的に貯留することにより、一気に

流下することを防ぎ、下流の土砂堆積を防止し、

土砂・洪水氾濫の防止、軽減を図るための砂防

堰堤等の整備が進められております。本市では

織機川の整備で砂防堰堤２基、床固工10基が整

備されております。 

  体制構築についてでございますが、気候変動

の影響や社会状況の変化を踏まえ、これまで河

川区域や氾濫区域において、河川や下水道、砂

防など管理者主体のハード対策を実施してきた

従来の治水対策から、国や県、市町村、東北電

力株式会社や土地改良区をはじめとする企業や

事業者、住民など河川の流域のあらゆる関係者

が流域全体で対策を実施する流域治水へと転換

し、ハード、ソフト対策を一体で進める体制の

構築を進めております。 

  雨水幹線の整備についてでございますが、局
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地的大雨や集中豪雨により内水氾濫等被害が発

生している地区において、雨水幹線の整備が優

先的に進められております。本市においても市

街地の浸水被害の軽減を図るため、平成16年か

ら吉野川雨水第一幹線事業を推進し、一部完成

に伴い、郡山地内での浸水被害の軽減が図られ

たところであり、今後も継続して取り組んでま

いります。 

  森林整備、治山についてでございますが、治

山事業の実施主体である山形県において、流域

治水における治山事業対策として、土砂災害発

生区域における土砂流出抑制のための森林整備

や、表面浸食の防止のための土留工設置を検討

しております。また、流下、堆積区域において

は、渓流内の流木化する可能性の高い立木の伐

採や、土砂流出を抑制させるための渓床の安定

化を図る治山ダムや、立木捕捉式ダムの設置な

どについての推進を検討しているとお聞きして

おります。 

  なお、具体的な検討が今後進められると思い

ますが、森林整備は森林所有者が関与すること、

治山事業の実施主体は山形県となることなどを

踏まえると、市独自での施策の展開は難しいこ

とから、取組の推進を図るために所有者や山形

県と連携してまいりたいと考えております。 

  次に、水田貯蓄、田んぼダムにつきましては、

施政方針でも示しておりますとおり関係機関等

と検討を進めておりますが、山形県におきまし

ては、田んぼダム貯留機能効果検証事業を置賜

地域で実施する計画が示され、現在事業を実施

中の漆山地区の基盤整備事業においても取組に

向け前進しているとお聞きしていることから、

着実な推進が図れるよう山形県、関係者と連携

して取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、農業用排水機場等の整備についてでご

ざいますが、市内の農業用排水路を流末とする

冠水常習地の解消を図るには、対象となる農地

受益地からの流入のほかに、市街地内の排水区

域も考慮すると、事業手法など様々な課題があ

りますので、早期解消に向け引き続き庁内の関

係課と連携し調査研究してまいりたいと考えて

おります。 

  次に、２点目の氾濫域での対策についてでご

ざいますが、災害リスクを考慮した立地適正化

計画の作成及び居住誘導につきましては、浸水

リスクに配慮した居住誘導の立地適正化計画を

作成して対応しております。この計画を令和３

年５月に公表し、届出制度に基づく居住誘導区

域への誘導を進めております。 

  また、今年度、居住誘導促進事業を新規予算

化し、民間事業者が行う宅地開発に対し、規模

に応じた補助と、併せて防火水槽設置について

も支援し、災害リスクの少ない市街地への居住

誘導を促進してまいります。 

  土地利用規制・誘導災害危険区域等について

でございますが、静岡県熱海市で昨年発生した

土石流災害を踏まえ、全国知事会が建設残土に

ついて全国統一の基準・規制の早期設定を要望

しておりましたが、今年５月20日に宅地造成等

規制法が改正され、新たに宅地造成及び特定盛

土規制法、通称盛土規制法として成立し、危険

盛土等が全国一律の基準で包括的に規制される

こととなるなど対策が講じられております。 

  家屋移転、かさ上げ補助制度の創設、雪対策、

雪捨場や高床住宅等と連携した氾濫被害の軽減

の取組につきましては、最上川水系流域治水プ

ロジェクトの中に掲載されている他市町村の実

情に応じた減災の取組を参考にして、本市にあ

った減災対策を検討してまいりますが、令和２

年７月豪雨の際に25年、26年、そして令和２年

と３回にわたって浸水被害に遭われた方をはじ

めとして、浸水区域にお住まいの方を対象とす

る移転、あるいはかさ上げ補助制度を緊急に策

定して実施した経緯がございます。 

  次に、３点目のソフト施策についてでござい

ますが、水害のリスクと空白域の解消につきま
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しては、中小河川等での浸水被害の発生を踏ま

え、水害リスク情報の空白域を解消するため、

水防法が改正され、浸水想定区域図及びハザー

ドマップの作成・公表の対象が全ての一級・二

級河川や下水道に拡大されました。 

  本市では、令和２年３月に洪水・土砂災害ハ

ザードマップを作成し全戸に配布しており、こ

の中に最上川、吉野川、織機川における想定最

大規模の降雨による浸水想定区域、浸水深及び

土砂災害警戒区域及び同特別警戒区域等と避難

場所等を示したほか、平成25年、26年の豪雨災

害において浸水した箇所及び土砂災害が発生し

た場所を示し、空白域の解消を図ったところで

ございます。 

  今後、県において新たな河川の浸水想定区域

等が公表されていくと思われますが、それに合

わせてハザードマップを改定し、市民に周知し

てまいります。 

  次に、危機管理型水位計の設置についてでご

ざいますが、河川水位の情報発信を強化し、住

民の避難行動を支援するために、県では危機管

理型水位計を県内の中小河川に85基設置し、平

成31年４月より運用を開始しており、本市にお

いては金山地内にある吉野川の穴戸橋に設置さ

れました。また、関連事項としまして、６月１

日号の市報でも御紹介しておりますが、山形河

川国道事務所の御尽力により、最上川の下田水

位観測所において、高齢者等避難の目安となる

避難判断水位、避難指示の判断の目安となる氾

濫危険水位が設定され、既存の水位観測所と合

わせ、住民の皆さんに、より的確な避難情報等

が提供できるようになりました。 

  次に、民間企業と連携した避難体制の強化に

ついてでございますが、本市では現在49の事業

所等と災害時の支援協定を締結するなど避難体

制の強化に努めているところでございます。 

  次に、コロナ対策を加味したマイタイムライ

ンの普及促進についてでございますが、本市で

は令和２年１月、シェルターなんようホールを

会場に、職員及び住民を対象としたマイタイム

ライン作成支援講習会を県内で初めて開催する

とともに、市報や各地区・自主防災会の防災研

修会、小中学校での防災学習を利用してマイタ

イムラインの紹介や、コロナ禍における避難の

方法等について啓発を行っているところであり、

今後とも普及促進に努めてまいりたいと考えて

おります。 

  次に、ペットとの避難の指針と対策について

でございますが、東日本大震災を契機に、環境

省では平成25年６月に災害時におけるペットの

救護対策ガイドラインを策定し、平成28年４月

の熊本地震を受け、より適切な対応が講じられ

るようガイドラインが改訂されました。 

  災害時に行うペットへの対策とは、飼い主が

自らの責任の下、災害を乗り越えてペットを飼

養し続けることであり、自治体が行う対策の目

的は、飼い主による災害時の適正飼養を支援す

ることにあるとされております。 

  本市では、ペットとの避難に係るマニュアル

等は作成しておりませんが、他自治体の動向も

見ながら、今度の災害対策の中で対応を検討し

てまいりたいと考えております。 

  次に、非核平和の夕べ事業についてでござい

ますが、当該事業につきましては、戦争のない

世界の恒久平和を願うため、昭和63年に行った

「南陽市非核、平和都市」の宣言を機に、戦争

体験を風化させることなく、平和の尊さや生命

の大切さを考えてもらう事業として開催してき

たものでございます。 

  これまでも実行委員会形式で事業を実施して

おり、15回目となる今年度につきましても、実

行委員会を開催し、非核平和都市宣言の理念に

沿った事業を進めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

  私からは以上でございます。 
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○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  ６番高橋一郎議員の御質問、中学校

の部活動の在り方についてお答え申し上げます。 

  議員御指摘のとおり昨日、スポーツ庁の有識

者会議が運動部活動の地域移行に関する提言を

まとめ、スポーツ庁に提出したと承知しており

ます。 

  本市におきましても、南陽市における運動部

活動の在り方に関する方針に基づき、生徒のス

ポーツ、文化活動の機会が損なわれることがな

いよう、各中学校で実情に応じた体制づくりを

検討するとともに、国、県の動向を注視しなが

ら、事務レベルで地区中学校体育連盟や市スポ

ーツ協会と準備、検討を進めております。 

  第六次南陽市教育振興計画の審議の場におき

ましても、持続可能な部活動にしていくための

貴重な御意見、御助言を委員の方々よりいただ

いており、今後も生徒はもちろんのこと、保護

者や地域の方々の声に耳を傾け、生徒にとって、

学校の教員にとって、そして地域の皆様にとっ

て、望ましい部活動の在り方について検討して

まいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  大変具体的に、詳しくありが

とうございました。 

  まず最初に、流域治水のプロジェクトについ

てお伺いをしたいと思います。 

  なぜ今、このような形で質問したかというこ

とについては、壇上でも申し上げましたけれど

も、やはり気候変動によるものが大きいと。平

成26年、今から８年前の災害に対応できる、い

わゆる災害復旧、復興工事をやっているわけで

すけれども、御承知のとおり今般の気候変動に

よる大雨については、それを超えるということ

が十分予測できるわけです。そうすれば、当然、

氾濫をして、吉野川にしろ、織機川にしろ、前

川にしろ、氾濫していくというふうなことが危

惧されるというふうなことで、ではそれにはど

うすればいいのかと。その中で、河川国道事務

所の去年、令和３年８月20日に山形河川国道事

務所の橋本所長さんの講習会が議会議員にあり

ました。それに基づいて、今回質問をさせてい

ただいているわけですけれども。そういう中で、

やはりハード面から考えていくと、現在の河川

の掘削であるとか、堤防の造堤に関してだけじ

ゃなくて、例えば遊水地の整備、先ほどありま

した、いわゆる漆山の農地整備についてもそう

いったところを担ってもらう、実験的にやりた

いというふうなことがありました。 

  それから、いわゆる田んぼダム、あるいは荒

廃している山林の整備、そういったものが大事

なんだろうというふうに思っております。ある

いはバイパス、いわゆる分水というのか、バイ

パスをつくることによって氾濫を防いでいくと

いうふうなことがやっぱり必要なんだろうなと

いうふうに思っているわけです。 

  そういうふうな中で、このような質問をして

いるわけですけれども、市長にもう一回お伺い

したいんですが、今のような、例えば具体的に

それぞれの項目がありますけれども、その中で

とりわけ、いわゆる田んぼダム、それからバイ

パス的なもの、あるいは森林整備、県に関わる

ことが多いわけですけれども、働きかけも含め

てどのように考えられておるのか。これはちょ

っと避けて通れないのかなというふうに思いま

すので、ぜひ考えをお伺いしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  この流域治水プロジェクトの、今、特

に議員からお示しがあった田んぼダム、そして

森林整備、治山対策、あるいはバイパス、そう

いったものにつきまして、この流域治水プロジ

ェクトが山形県の最上川流域のプロジェクトが
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決定される前に、我々沿線自治体の首長が何度

となく集まりまして、それ以前の所長や河川国

道事務所の職員の皆さんと議論してまいった結

果、この最上川流域における流域治水プロジェ

クトが出来上がっています。 

  そのときに、大事なのはやはり上流、中流、

下流あるわけですけれども、それぞれに適した

対策を取っていかなければならない。しかも、

この流域治水プロジェクトが決定される前とい

いますか、検討されていたのは昨年、一昨年の

最上川氾濫の前から、恐らく福島県における阿

武隈川での大規模な水害発生のときから、当時

の国交大臣の下で全国的に検討が開始されたと

いうふうに承知していますが、その前からやっ

ている中で、南陽市としては、先進地も私も見

させていただきましたが、あらゆる手段を使っ

て、今後の気候変動で豪雨が大きくなることが

想定される中で対策を取る必要があるというこ

とで、いろいろ議論をさせていただきました。 

  その中で、田んぼダムについては、早くから

河川国道事務所あるいは県土整備部と提案をさ

せていただいて、今回、置賜の中で南陽で進め

ようということが、そうなりそうだということ

になっております。 

  また、これは国、県との連携が当然必要です

し、森林、治山対策についても、これは県との

しっかりとした連携が必要でございます。全て

やはり関係者との連携が大変重要だなというふ

うに思っています。 

  一方で、雨水幹線の整備につきましては、こ

れは市で行ってまいる事業でございますので、

これは26年以降、就任以降力を入れて加速化し

ているところでございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  市長も、いわゆる本当に当事

者と言えば当事者のわけでして、様々この最上

川中流の被害のことでも、去年の５月ですか、

洪水対応演習をしたり、そんな形で市長も参加

しているというようなことはお聞きしておりま

す。 

  その中で、今、具体的にあって、項目を並べ

るとなかなか的を絞られないものですから、今

本当に一つの田んぼダムにちょっと特化してお

話をしたいんですけれども、田んぼダムについ

てはやはり非常に効果があるのかなというふう

には思っております。その場合の、例えば災害

になることを未然に防いで、水を田んぼに引い

てくるというんですか、誘導してくるといった

場合にどのような仕掛け、それから補償という

んですか、そういったものは現在で分かるんで

すか、どのような形になるのか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  田んぼダムの貯蓄機能につきましては、

田んぼに水を誘導するというよりも、田んぼか

ら河川に流出するスピードを抑えるというもの

です。田んぼにたまる水が普通で排水されてい

って、川にいっぱい集まってそれで氾濫すると

いうことを防ぐためのもので、田んぼの排水溝

をちょっと高くすることで排水時間を稼ぐ、よ

り遅く排水されるようになる。そのことによる

作物の被害というのは、先進地の新潟県の見附

市などでは起こっていないそうです。そういっ

た対策でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  分かりました。そのような形

で、本当にちょっとした工夫で災害を防ぐこと

ができるということであれば、非常に大きな効

果があるというふうに思いますので、ぜひ実験

実証を続けていただきたいなというふうに思い

ます。 

  それから、もう１点、ペットの避難に関して

です。本市ではまだ策定していないということ

でした。これはなかなか策定しても難しさがあ

るのかなとは思うんですけれども、ただやっぱ

り本当に多くなっていますね。ペットなんてい
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う表現よりも、自分の我が子のような形で愛情

を持って育てられる方がいらっしゃいますので、

ペットと避難所に行けないんだったら、私は行

かないわという形の方がいらっしゃいますね。

それはそれで垂直避難で収まれば、それはそれ

でいいわけですけれども、そのようなことで、

ただ、これもやっぱり考えていかなければなら

ないのかなというふうに思います。 

  先ほどはちょっと本市は策定していないけれ

ども、いろいろな形で研究してみるというふう

な話だったと思います。そのことについて、も

う一度だけお願いしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ペットの避難対策につきましては、本

市で今、正直に申し上げて立ち遅れている点で

あるというふうに認識をしております。その他

の対策のほうに優先的に取り組んでいるわけで

ありますけれども、水害あるいは防災、減災の

研修会など、全国的に出席しておりますと、ペ

ット対策というのは地域によっては非常に進ん

でいる状況が見られます。報道等でも議員も御

承知のとおりだというふうに思います。そうい

った事例も拝見しておりますので、そういった

ものを参考にさせていただきながら、何とか本

市でのペットの避難の在り方についても、でき

るだけ早く前進を図ってまいりたいというふう

に思っております。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  ひとつよろしくお願いをした

いと思います。１番についてはまた、ここで結

論を出せという問題じゃなくて、前向きに常に

考えていただきたいなというふうに思います。 

  それから、２番目の非核平和の夕べ事業につ

いてですが、今の市長の答弁でありますと、理

念に沿った事業にしたいというふうなことで、

まだ決まっていないようですけれども、私も３

月の定例会の中で、予算審議の中で市長と議論

をした覚えがありますが、そのときにははっき

りしなかったものですから、私は予算に反対を

したというふうな経緯があります。 

  要するに、予算の中で580万円という予算が

計上されていましたので、当然それに見合う事

業なのかなというふうに思ったわけです。ただ、

今実行委員会をしながら考えていくというふう

なことだったんですが、あまりにも今の時点で

具体的にないなと思ったんですけれども、本当

にまだこれから決めるわけですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ５年前にもその実行委員会形式で行っ

た経緯がありますけれども、今回もそういった

形でやろうと、今検討しているところでござい

まして、できるだけ早く、決まった暁には実行

委員会の皆さんに就任をお願いして、議論をお

願いしたいなというふうに思っているところで

す。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  いわゆる実行委員会のメンバ

ーは様々な形で構成されていると思うんですけ

れども、やはり平和の祭典ということであれば、

例えば平和センターであるとか、担当するとこ

ろが一段とふさわしいのかなというふうに私は

思います。 

  そういった意見を聞きながらやっていただき

たいと思うんですが、このネーミングが非核平

和というふうなところです。戦争のない恒久平

和を願うということで先ほど前置きがありまし

たけれども、その中でも非核平和なんですね。

核が要らない、核にあらずというところなもの

ですから、私は以前から言っているように、例

えば原爆を投下された映画である、例えば「は

だしのゲン」とか、そういったものが一番ふさ

わしいのかなというふうに思っています。ただ、

私がここで、市長がここで決めるということで

もないようですので、まだ決まっていないとい
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うことですから、ぜひそこを考えていただいて、

特に小中学生に見せるというふうなことであれ

ば、ぜひそこを考えていただきながら、適切な

判断を持って事業を実施していただきたいと思

います。それについてはもう一度お願いします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ただいま議員がおっしゃったものも含

めて、あらゆる可能性の中で適切な対応をして

まいるよう努めてまいる所存でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  ３月と答弁は変わらないよう

ですけれども、ひとつよろしくお願いします。 

  それから、最後に中学校の部活動の在り方に

ついてです。これ教育長から答弁いただきまし

た。今現在としては情報を収集している段階で、

まだ議論にはならないのかなというふうには思

っています。 

  今日の山形新聞にもありましたように、非常

に大きな、大変革になるのかなというふうに思

っています。いろんな意味で、これはメリット、

デメリットがあると思います。ただ、背景にあ

るのは、私から言うまでもなく教師の過酷な労

働環境、土日を含めて、今はよっぽどよくなっ

てきましたけれども、働き方改革、それからや

っぱり少子化ですね。この中学校の部活動を論

じる前に、やっぱりスポーツ少年団とか、小学

生のいわゆるスポーツ活動、スポーツ少年団活

動もやはり減っている。そうすると、その中で

競技として、いろんな競技がありますけれども、

その中で１チームとして競技に出場できなくな

ってきているというのが本当に現実です。それ

がずっと中学校までいくわけですから、当然そ

ういうふうに、１中学校で一つの種目が中体連

には参加できないというふうなことがあります、

現実として。 

  そういった中で、じゃ、やっぱり中体連でな

くて地域に移行しようというようなことで、ト

ップダウンで、今トップダウンで来ているわけ

ですから、それに対して地域の実情に応じてや

っていこうというようなことの教育長の答弁だ

ったわけですけれども、まず一つは学習指導要

領上はどういうふうになっているんですか。全

員部活動というふうなことはうたわれていない

というふうには思っているんですけれども、そ

こについてお伺いしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  学習指導要領上は、生徒の自主的、主体的な

活動ということで、愛好の者が集まっての活動

というふうに示されているところでございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  全員部活動ということはない

けれども、結局はそういうふうにやってきてい

たということだと思うんですね。今日の山新の

中では、スポーツ庁に提言、提出したというふ

うなことで、スポーツ庁は来年度予算の概算要

求に関連経費を盛り込み、指導者への対価支払

いなどで自治体を財政支援して人材不足を回避

していく考えだというふうにあります。 

  やっぱり問題点は、大きく言って三つぐらい

あるのかなというふうに思うんですけれども、

一つは、まず受皿の問題です。もう１点は、そ

の受皿の中でも、例えば部活動でなくて地域に

移行していくといったときに、当然、ボランテ

ィアではできないわけです。ボランティアでは

ないから費用負担がかかる。当然、それは家計

負担にもなっていく。じゃ、家計負担になって

いくから、そこでやれる子とやれない子が出て

くる。そういった不公平さが出てくるというの

がまずネックとしてあるのかなというふうに思

います。 

  ただ、もう一つはいわゆる学習指導要領、内

申評価です。高校進学等に関して、そこも評価



－119－ 

されてきている。そこをどういうふうな扱いに

するのか。私はサッカーをやっていますけれど

も、サッカーは意外とクラブチーム化がありま

して、南陽市はないですけれども、ある程度受

皿というのはあります。ただ、そこにやっぱり

入れるか入れないか、あるいは入るか入らない

かという判断は、家庭の事情によってきます。 

  そういったことから言えば、やっぱり部活動

そのものは残さなければならないのかなと。先

ほど教育長は持続可能な部活動とおっしゃいま

した。持続可能な部活動というようなことを考

えていきつつも、時代の変化に合わせていくと。

やっぱり二面の考え方が必要なのかなというふ

うに思うんですけれども、そういったことで、

現在、現時点でいいですので、そのメリット、

デメリットを含め、家計に関する負担を市の財

政、国からのもちろん支援がないと駄目ですけ

れども、そういったものを活用しながらやっぱ

り進めていくと。現時点でそういった姿勢なの

かどうか、お伺いをしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  ただいまの高橋一郎議員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  様々な課題があるということは既に新聞報道

等もございますし、昨年度、先進的に取り組ん

でいる県内の事例等からも承知しているところ

でございます。特に、やはりボランティアだけ

ではできないというようなことで、いわゆる謝

金といいますか、そういった課題につきまして、

やはり頭が痛いところであるというのが正直な

ところでございます。 

  したがいまして、やるといった限り、やはり

国のほうで、あるいは県のほうで様々なそうい

った対応をお願いしていかなければならないの

かなと。全て自治体任せではあまりにもちょっ

とというようなところがございますので、そう

いったいろんな会議で要請していくというよう

なことで考えているところでございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  実験的に2020年度に山形六中

と鮭川中でやっているというようなことがあり

ますね。やはり都市部と地方に関しても、担い

手の関係からいろんな問題が出てくるんじゃな

いかなというふうに思っています。 

  ただ、やり方としていろいろな工夫をすれば、

今、教育長がいろいろ国、県が言ってきている

ことだから、ぜひそれは国、県で財源措置をし

ながら、財源というか、お金を予算として確保

するということは、当然財源も考えなければな

らないわけですから、その財源も含めた議論に

なるとは思うんですが、ぜひ今のような形で、

国、県にはちゃんと物を申していただいて、す

るからにはちゃんとお金も含めて配慮してくれ

というようなことが必要なのかなというふうに

思います。 

  もう一つは、先生方の立場についてお伺いを

したいと思います。 

  今日、たまたまＮＨＫの「マイあさ」という

番組で名古屋大の内田教授が話をされておりま

した。その中で中学教員が地域移行すべきだと

考えているのはどのぐらいいるのかというふう

な調査をしたところ、80.8％の先生が地域移行

すべきだというふうに答えていると。つまりツ

イッター等で先生の悲痛な叫びがあるんですね、

大変だというところがあります。それはそうな

のかなというふうに思いますけれども、特に御

自身の子供が小学生までで２人以上おられる先

生については、ほとんど100％近い97.8％の人

が、地域移行すべきだということを言われてい

るというふうにあります。 

  したがって、本当にまさしく変わっていく、

学校が、地域が変わっていく過渡期、激動の年

になってくるんだなというふうに思います。取

りあえず中体連の新人戦からどのような形にな

るのかということもあります。地域クラブに行
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っている子供が、例えば中学校の部活動として

活動できるのか。二重登録はできませんので、

登録は例えばクラブチームにしておきながら、

中体連のときには、例えばＡ中学校のところで

戻ってできるのかどうか、その辺の議論も現実

問題として必要なのかなというふうに思ってい

ます。 

  出場資格の緩和についても議論されるべきだ

と思いますので、ぜひその視点も忘れずにお願

いしたいと思うんですが、その点についてどう

でしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの質問にお答え申し

上げます。 

  議員御指摘のとおり休日の部活動移行に関わ

る様々な課題の中に、地方大会の在り方という

こともあるなというふうに考えています。その

件についても関係機関、それから中体連等で今

後議論が進んでいくんだろうというふうに認識

しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  そうですね。６月９日に部活

動の地域移行に関して、山形県教育庁スポーツ

保健課の補佐がＺｏｏｍでやると。私もオンラ

インで受けたいと思いますけれども、そういっ

た地域移行に関してのいろんな考える場、そう

いったものが必要かなというふうに思っていま

すので、ぜひオープンにした形でお願いしたい

なというふうに思います。差し迫って中体連が

あり、新人戦があり、来年もそうなるわけです

けれども、ぜひそこも含めて考えていただけれ

ばなというふうに思います。 

  最後に要望になります。よろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

○議長  以上で６番高橋一郎議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ただいま一般質問中でありますが、本日はこ

れまでとし、日程に従い、明日に引き続き行い

たいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  本日はこれにて散会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午後 ２時５７分  散  会 

 



 
 
 
 

 
令 和 ４ 年 ６ 月 ８ 日 （ 水 曜 日 ） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ４ 年 ６ 月 ８ 日 （ 水 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第３号 

令和４年６月８日（水）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 一般質問 

 

   散   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第３号に同じ 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより、本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は全員でありま

す。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第３号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

○議長  日程第１ 一般質問であります。 

  昨日に引き続き一般質問を始めます。 

─────────────────── 

佐 藤   明 議員 質 問 

○議長  最初に、16番佐藤 明議員。 

〔16番 佐藤 明議員 登壇〕 

○佐藤 明議員  おはようございます。 

  白岩市政の政治姿勢と経済対策について質問

をいたします。 

  最初に、市長選挙と白岩市政の政治姿勢につ

いて質問いたします。 

  白岩市長は、３選を目指し、着々と準備を進

めております。２期目の公約は、「市民が主

役！挑戦する市政」をメインスローガンに３点

の重点施策を中心にして、第１に、「安心して

産み育てられる子育て支援」。具体的には保育

施設、学童施設を充実させ、多子世帯の経済的

負担を軽減して、安心して産み、育てられるま

ち。 

  ２点目には、「安心して暮らせる医療・福

祉・防災」。具体的には南陽病院や透析医療施

設、介護施設などが整っている高齢者や家族が

安心して過ごせるまち。 

  第３点は、「誇りを持って人が集まり、賑わ

うまち」へ。具体的には東北中央自動車道スマ

ートインターチェンジ設置やビジネスホテル等

誘致によって農産物や観光資源を生かせるまち。

そのほかにも高齢者やお子さん連れに優しい心

のバリアフリー促進、若者や女性活躍、財政健

全化等々の様々な選挙政策を公約されました。 

  白岩市政４年間の評価、公約実現の状況等、

どのように総括されておられるか、市長の御見

解を賜りたいと存じます。 

  ２点目は、白岩市長が昨年の12月議会で山口

裕昭議員の質問に対し、正式に市長選挙の出馬

の決意を表明されました。さらに、本年５月22

日の後援会事務所開きにおいて、「市民の希望

と安心できる暮らしを構築し、にぎわいを取り

戻す。市民生活を第一に、南陽市がさらに前に

進むための責任を担わせてほしい」と、このよ

うに決意を述べられました。 

  今次、３期目の市長選挙に当たってどのよう

な政策を掲げ、市政運営に当たるのか、白岩市

長の御見解を賜りたいと存じます。 

  ３点目には、市政を担う上で、今、早急にし

なければならない重点課題、中期、長期でしな

ければならない課題があるかと存じますが、市

長の御見解を賜りたいと存じます。 

  次に、２点目の物価高騰から暮らしを守る優

しく強い経済対策について、総括的に質問いた

します。 

  １点目、今、物価高騰が大変に深刻でありま

す。なぜ、今、物価がこんなに上がっているの

でしょうか。その原因は、御承知のように新型

コロナとウクライナ侵略だけではありません。

もう一つの大きな原因があります。 

  それは、アベノミクスの名で異次元の金融緩

和というやり方を続けてきたこと、異常円安を
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つくり、輸入品の高騰を招き、物価高騰を招い

ている、それは誰の目にも明らかではないでし

ょうか。 

  安倍元首相はこの前、「日銀は政府の子会社」

だというとんでもない発言をして党内外から批

判を浴び、問題になりました。中央銀行は政府

から独立する、これが当たり前の原則なのに、

それを全く理解していない、まさに子会社扱い

としております。日銀総裁の首をすげ替えて、

異次元の金融緩和を押しつけて、株高で大株主

をもうけさせて、貧富の格差を拡大して、異常

円安をつくり出して物価高騰を招いたアベノミ

クスの責任は、極めて重いのではないでしょう

か。 

  もう一つの問題があります。それにしても、

物価の高騰で、どうしてこうも暮らしが苦しい

んでしょうか。それは、働く人の賃金が上がっ

ていないからじゃないでしょうか。年金が、貧

しい上に下がり続けています。教育費の父母負

担も重過ぎます。消費税の連続増税で家計も傷

んでいます。 

  いろいろな諸問題が山積みをしております。

弱肉強食の新自由主義が、日本経済を「冷たく

弱い経済」にしてしまった。これが、国民、市

民の皆さんの生活苦の大本にあるのではないで

しょうか。弱肉強食の新自由主義は今度こそ終

わりにして、「冷たく弱い経済」から「やさし

く強い経済」への大転換を図るべきではないで

しょうか。 

  南陽市においても、これまでも緊急経済対策

として、第１弾から第17弾まで、予算総額13億

1,137万8,000円を計上し、地域の経済の活性化

対策を講じてまいりました。改めて敬意と感謝

を表するものであります。 

  今後の経済対策についてどのように考えてお

られるか、市長の経済対策に対する認識、御見

解を賜りたいと存じます。 

  なお、具体的には再質問の中で申し上げたい

と思います。 

  以上、申し上げましたが、当局の誠意のある

市民本位の答弁を期待をいたしまして、最初の

質問といたします。 

  終わります。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  16番佐藤 明議員の御質問にお答え申し上げ

ます。 

  初めに、２期目、４年間の評価、公約実現の

状況の総括についてでございますが、私が平成

26年７月の選挙により第８代市長に就任以来、

間もなく丸８年を迎えようとしております。そ

の間、議員各位をはじめ、市民の皆様の御理解

と御協力を賜りながら、身の丈にあった市政、

対話のある市政を基本姿勢に「安心して産み育

てられる子育て支援」、「安心して暮らせる医

療・福祉・防災」、「誇りを持って人が集まり

賑わうまち」を３つの柱として政策の実現に向

け、事業に取り組んでまいりました。 

  ２期目のマニフェストでは、25項目のビジョ

ンをお示しし、その他、重要事業６項目を加え

た31項目中、29項目で達成を果たしており、

93.5％の達成率でございました。 

  具体的には、保育施設や高齢者施設の充実、

南陽病院の改築、医療的ケア児施設誘致、ラー

メン課プロジェクトなど、全ての事業に着手し、

ほぼ達成することができたものと考えておりま

す。 

  一方、スマートインターチェンジ設置とビジ

ネスホテル誘致の事業につきましては、実現に

向け、着手しておりますが、完遂できるよう、

今後も継続して努めてまいります。 

  新型コロナウイルスの感染症対策におきまし

ては、誰も経験したことのない未曾有の困難の

中で、難しい判断の連続ではありましたが、特
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別定額給付金支給事業やワクチン接種事業、ク

ラスター対応など、スピード感を持って対応し

てまいりました。これも、議員各位の御理解と

御協力、市職員の職務への懸命な精励のおかげ

であると感謝申し上げるものでございます。 

  次に、２点目の政策及び市政運営についてで

ございますが、私が３期目の市長選挙に当たり

考えておりますことは、次の４年間におきまし

ては、第６次総合計画を基本に、南陽市がさら

に前進し、コロナ収束後を見据えた、南陽を世

界ブランドへという壮大な構想に挑戦する確か

な一歩を踏み出すことでございます。 

  施策を具体的に申し上げますと、例えばＳＤ

ＧｓやＤＸの推進をはじめ、子宮頸がんから女

性と子供を守るＨＰＶワクチン接種の推進、大

正大学との連携による学生と市民の交流及び学

びの場の創出、市民が健やかに暮らせるポスト

コロナの健康まちづくりプロジェクトの取組、

田んぼダム、赤湯温泉湯こっとを活用すること、

そして旧ハイジアパーク南陽を活用した四季南

陽の事業を通して、南陽を世界ブランドにする

ための挑戦などに臨みたいと考えているところ

でございます。 

  引き続き議員の皆様や市民の方々と共に、次

の世代につなげていけるよう努力してまいりま

すので、御理解と御協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

  次に、３点目の市政を担う上での課題につい

てでございますが、早急にしなければならない

重点課題といたしまして、新型コロナウイルス

感染症対策やウクライナに対するロシアの軍事

的侵攻などに起因する物価高騰対策など、市民

の命と健康、暮らしを守るための取組を推進し

てまいります。 

  また、中期的な課題といたしましては、防

災・減災対策、ＤＸの推進、スマートインター

チェンジの整備、都市計画道路赤湯停車場線街

路事業などの道路事業をはじめとした本市重要

事業の推進と、南陽を世界ブランドへの構想実

現に向けた取組に努めてまいります。 

  長期的に目指すところにつきましては、南陽

市まち・ひと・しごと創生総合戦略による少子

化対策を進めることで、人口置換基準である合

計特殊出生率2.07を果たすとともに、ゼロカー

ボンを目指す取組やＳＤＧｓの推進を図ること

により持続可能な南陽市の実現を目指してまい

ります。 

  次に、今後の経済対策についての御質問でご

ざいますが、議員がおっしゃるとおり、新型コ

ロナウイルス感染症及びウクライナ情勢に起因

した物価高騰は、市民の生活や経済活動に深刻

な影響をもたらしているものと認識しておりま

す。 

  国では、コロナ禍における原油価格、物価高

騰等総合緊急対策として、２兆7,000億円の令

和４年度補正予算が成立したところであります。

ぜひ、国民や事業者の皆様が効果を実感できる

施策につなげていただきたいと考えております。 

  また、県では、この６月定例会にコロナ禍に

おける原油価格、物価高騰等への対応として、

中小企業、小規模事業者に対する緊急支援給付

金、運送事業者に対する燃油価格高騰への支援、

地域の移動手段確保のための地域交通事業者へ

の支援など、特に影響を強く受けている事業者

を支援するための補正予算が提案されておりま

す。 

  市としましては、これまでも適切なタイミン

グと内容が必要との認識の下、市民の生活や事

業者の事業の継続などを支援し、地域経済を活

性化するための対策を講じており、現在、緊急

経済対策事業第17弾南陽市全市民応援クーポン、

物価高騰対策事業を実施しているところでござ

います。 

  しかしながら、コロナ禍の収束は見いだせず、

さらに、ウクライナ情勢の影響により物価高騰

は長期化、深刻化が懸念される現状であると認
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識しております。経済対策において、市町村が

担うことができない大きな課題については、国、

県の主導の下、必要とされる分野に必要とされ

る対策を実施されることが重要であり、市とし

ましては、国、県の状況を重視しつつ、タイム

リーに適切な対策を実施してまいりたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  それでは、何点か再質問いた

します。 

  順番は違うんですけれども、最初、物価高騰

の問題、経済対策について質問いたします。 

  私は、これまでも再三再四こういった問題を

取り上げて市長の見解等を求めて、対策を講じ

るように再三求めてまいりました。特に、今回

の諸物価の値上げ、非常に広範囲になっている

と。先だっての地元新聞でも１面でこの食品値

上げのことを取り上げてきたわけです。この中

でも、影響度が相当広い分野にわたるのではな

いかと、こういう危惧されているわけです。 

  帝国データバンクによりますと、2022年の、

予定を含むですけれども、累計で、正確に言う

と１万789品目と、こういうようになっていま

すね。こういうことを新聞に出て報道している

と。 

  ５月19日の時点では、いわゆる前回調査では

8,385品目ですから、急増しているわけです。

ぐっと上がっている、僅かな時間にです。そう

いうことが言えるのではないか。 

  特に、さっき市長が答弁されているように、

原材料、原油などの価格、そして、さらに追い

打ちをかけるように円安も、昨日あたりが133

円とか何とかということで、こうなってきてい

るわけです。そのことによって、非常に国民生

活が大変になると、こういう予測がされている

わけです。 

  具体的に、さっき市長がおっしゃったように、

今、県議会、あるいは国会等でも予算が２兆

7,000億ですか、あるいは県議会でも補正予算

をそういう物価対策等々に補塡をしていくと、

こういう計画になっているんですが、市として

の支援策はどのように考えているか、まずお尋

ねをしたいというふうに思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  先ほど壇上で申し上げましたように、

今現在第17弾の全市民応援クーポン、物価高騰

対策事業を行っておりますが、その理由は、議

員がおっしゃったように、非常に広範囲に広が

る物価高騰に対する市民生活への支援としては、

全ての市民に等しく平等に支援することが必要

ではないかということを考えて、緊急に行って

おります。 

  そのほか、今般国から新たな地方創生臨時交

付金が市町村に交付されることとなっておりま

すので、その事業については、現在急いで庁内

で協議をしておりますが、やはり特に痛みが伴

っている事業者の皆さんや、農業者の皆さんも

非常に影響を受けておられますので、そういっ

たことを、状況を鑑みながら、地域に必要な対

策を取ってまいりたいと。そして、そのことは

議会にできるだけ早く御提案して、行っていき

たいと思っております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  今、第１弾から17弾まで、私、

先ほど申し上げたんですが、13億何千万円かの

支援策をやってきたと。それで、財源の内訳で

すけれども、国、県あるいは市で持ち出して、

総額で13億何がしになったと、こういう状況で

ありますが、その内容について、具体的に、数

字的にどうなっているかお尋ねをしたい。 

  それから、もう１点でありますが、先ほど国

の動向あるいは県の動向を見ながら市としても

18弾を考えたいと、こういう話ですが、具体策
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として、先の話ではなくて今の話なんですよ。

恐らく最終日の21日に出すのかなというふうに

私は予想しているんですけれども、その辺も含

めて、分かる範囲で結構ですから、どのように

考えているかをお尋ねします。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  私のほうからは、先にございました財源のほ

うのお話をさせていただきます。 

  先ほど佐藤 明議員のほうから事業予算額総

額13億1,137万8,000円とございましたけれども、

この金額については、今後、利子補給だったり

補償料補給、そちらのほうの金額を含めた金額

になりますので、それを前提にお話をさせてい

ただきます。 

  内訳でございますけれども、国のほうからの

交付金が７億9,057万5,000円、あと、山形県の

ほうからの負担金が３億5,466万9,000円、あと、

市としての今後の負担も含めてなんですけれど

も、１億6,613万4,000円となってございます。 

  ただ、山形県のほうの３億5,400万円なんで

すけれども、国のほうの交付金が充てられてい

る場合もあると思いますので、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  先ほど議員おっしゃったように、今６

月定例会の最終日に補正予算を提案したいと思

いまして、今、協議を進めております。まだ、

その協議が固まっておりませんので、具体的に

はなかなか難しいですが、今申し上げられる範

囲でお話ししますと、やはり食材が上がってい

るということで、小中学校における給食費が保

護者の負担が増えないように補助する制度であ

りますとか、あるいは畜産をはじめとして農業

の飼料代等が上昇しておりますので、そういっ

た面に対する支援、さらには事業者の皆さんへ

の支援などを、今、考えているところでござい

ます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  今、市長が最終日に補正予算

の支援策と、三つ言いましたね。 

  一つは、給食費の食材、これ、今、これから

言おうかと思っていたんです。それから、肥料

代、飼料代というか、肥料。あと、事業者ね。

商工業者の事業者。これ、３点、全部まとめて

これから言う話なんですけれども。 

  こういうようにして出すというふうなことだ

と思うんですけれども、この第１弾から第17弾

まで、これ、第１弾が令和２年度３月６日、補

正第１号で923万9,000円から始まったわけです

ね。これ、さっき課長がおっしゃったように利

子補給も含めて対応した、そこから出発したと

いうことですね。 

  それで、今、市長がおっしゃったように、今、

大変な状況の中で、特に、２点目に移りたいと

思うんですけれども、学校給食の問題ですけれ

ども、今、支援策を考えているんだと、こうい

うお話であります。それで、南陽市の給食費の

問題について、担当課に質問したいと思うんで

すが、実際、今、１食小中学校で幾らなのか。

月幾らなのか。まずそこから答弁していただき

たいと思います。 

○議長  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  学校給食費の１児童当たりの単価であります

が、小学校については266円、中学校について

は322円ということになってございます。月額

にしますと、小学校で大体5,320円、これ20日

で換算してございます。中学校においては

6,440円となっている状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  これ、平成31年の４月から改
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定をしているんですね。４年前ですか、これ、

改定してこうなっているわけです。年間にする

と、小学校では６万円です。それから、中学校

では７万数千円と。これ、全国平均より相当高

いと、私、試算をしているんですが、その辺、

どのように事務方では考えているんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、お答えを申し上げます。 

  ただいま議員から御指摘ありました平成31年

に給食費のほうを改定をしてございますが、当

時の近隣市町の給食費と比較をしますと、特に

南陽市は高いということはない状況でございま

したので、全国的に見れば、高い状況はあるの

かもしれませんが、近隣自治体と比較すると、

決して高い状況にはないというふうに考えてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  近隣自治体とはそう違わない

かもしれないけれども、全国的には高いのよ。

あなた、ちょっと調べればすぐ分かる話だから、

別に私、でたらめを言っているわけではないの

で、調べてみてください。 

  それで、学校給食に対してですが、南陽市で

は、所得に応じて半額補助したり、あるいは全

額補助したりやっているわけですね。これ、人

数の対象者はどのぐらい、何人かおられますが、

どの程度の方々がそういうふうに受けておられ

るか、その辺の確認の人数をお願いしたいと思

います。 

○議長  答弁を求めます。 

  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、お答えを申し上げます。 

  令和３年度の状況になりますけれども、いわ

ゆる第３子以降の給食費の無料化の該当者にな

りますけれども、小学生が148名、中学生が55

名、合計203名となっておりまして、全体数で

言いますと、全額助成、100％助成している人

数が146名、半額助成が36名、そして４分の１

助成が21名という状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  今、課長がおっしゃったいわ

ゆる３人っ子ハッピーサポート事業ということ

で、半額と全額と、203名がいらっしゃると、

こういう状況ですが、そこで、市長にお尋ねし

たいんですが、義務教育は無償と、歴史的経過

があるわけですけれども、そういう状況の中で、

やっぱり給食も教育の一環なわけですから、や

っぱり全ての子供に対して無償化をして、父母

負担をなくしていく、こういう考えはありませ

んか、市長。どうですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  議員のおっしゃるように、全ての子供

さんを対象にできればという考えはございます。

しかしながら、現実的に、この給食費の無償化

というのは、他自治体を見てもそうなんですけ

れども、かなりインパクトのある財源が必要に

なる事業でございまして、実現はなかなか難し

いところです。 

  一方で、少しずつではありますが、全国的に

は実際に実現している自治体も出てきていると

ころであることも事実で、そうしたところの先

進的な取組なども参考にしながら、支援につい

ては前に進めてまいりたいという気持ちはござ

います。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  無償化の気持ちはあるんです

けれども、お金がないと、こういうわけですね。

分かりました。 

  それで、これ、大分昔の話ですけれども、

1951年の国会で、ある代議士が義務教育の問題

を話したわけです。担当課の局長、当時、おっ

しゃるとおりだと。何とか無償化にしたいと。
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そして、その後、今の土台がつくられて今日に

至っていると、そういう状況です。これは、市

長も分かると思うんですけれども、そういった

状況の中で、義務教育の無償化というのは、や

っぱり避けて通れないと思うんです。いずれや

ると前から言っているわけですから、やっぱり

そろそろ、このコロナ期を境にして、やっぱり

実施に踏み出すと、こういう自治体も、今、増

えてきていると、このように報道もされている

わけです。 

  ですから、南陽市においても、やっぱり県に

先駆けてやるべきではないですか。県内でも無

償化している自治体もあるんですけれども、や

っぱり南陽市も県を引っ張るような対応をする

べきではないのかと思うんですが、その辺、い

かがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ぜひ、県を引っ張り、国を引っ張って

いきたいと、そういう気持ちはございます。現

実的に、都道府県の中で、県単位で給食費の無

償化に進もう、取り組もうというところもござ

いますし、国においても教育の無償化というこ

とで、高校、大学の教育費の、だんだんとでは

ありますが、そういった方向に進んでいると思

います。 

  それを引っ張っていかれるような財源の確保、

例えばふるさと納税を含めて、そういったもの

にも努めて、引っ張っていきたいと思っており

ます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  文部科学省の通達が来ている

と思うんですけれども、文部科学省初等中等教

育局長から４月末に事務連絡があったと思うん

ですけれども、学校給食等の負担軽減について、

実情に応じて、栄養のバランス、あるいは新型

コロナウイルス感染対策、そしてこういったも

のに対して地方創生臨時交付金を充てて、引き

下げるような方向に検討してはどうかと、こう

いう状況があったわけですが、その辺、教育委

員会としては捉えているのかどうか、その辺ど

うでしょう。 

○議長  答弁を求めます。 

  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、お答えを申し上げます。 

  ただいま御指摘いただきました文書につきま

しては、読んだような記憶はございますけれど

も、そこのところについてはちょっと曖昧で大

変申し訳ありませんが、ただいま御指摘いただ

いたとおり、臨時の交付金を充てて、食材等の

高騰に対応するべく、原課としては、現在希望

をしているところでございます。そういう状況

です。 

  以上です。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  その辺、きちっと出てきた文

書等はよく精査をして、対応していただきたい

ものだなと、このように思います。ぜひ、しっ

かり、子供たちのためですから、やっていただ

きたいものだなと、このように思います。 

  それで、さっき市長が21日の最終日に材料費

の高騰については父母負担をしないように、何

とか補正を組んで対応したいと、こういう理解

でよろしいでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  おっしゃるとおりでございます。全国

の自治体の中には、物価高騰を受けて、やむを

得ず給食費の改定に踏み切る自治体もある中で、

南陽市においてはそういった負担が子育て世帯

に生じないようにするための補正予算を最終日

に提案したいというふうに思っております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  ぜひ、お願いしたいというふ

うに思います。 

  それから、３点目ですが、農業の施策につい
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てお尋ねをいたします。 

  御承知のように、物価高騰とともに農業資材

等々も高騰していると。特に、原油等々の問題

で農家の皆さんが使う油です。それに付随する

ビニールとか、あるいは肥料、飼料の高騰です。

相当打撃を受けるんではないかと、このように

報道されているわけですけれども、その辺の状

況と対策について答弁を求めたいというように

思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  島貫農林課長。 

○農林課長  お答え申し上げます。 

  状況と対応の部分ということでございますが、

状況につきましては、農業の分野におきまして

も、このたびの物価高騰は相当な打撃というふ

うになってございます。生産者のほうからも、

生産団体のほうからは御要望というような形で

も頂戴をしておりますが、今年４月現在の統計

上によりますと、光熱水費等につきましては

27％、農薬は５％、また、先ほど石油由来の商

品ということでお話もございましたが、そちら

につきましては39％ほど値上がりはしていると

いうふうにお聞きをしております。 

  また、いわゆる肥料の部分につきましては、

このたびＪＡ全農のほうでは、秋肥といわれる

６月からの肥料につきましては、高いものでは

もう190％値上げをするというような報道等も

ございました。そういった部分では大変な打撃

となるというふうに認識をしておるところでご

ざいます。 

  そちらの部分の対応につきましては、先ほど

市長の答弁にもございました、そちらのコロナ

の交付金のほうにつきましても、私どものほう

といたしましても、そういった高騰対策という

ことで御提案をさせていただきながら、庁内の

ほうで、今、検討をしておりますので、そちら

のほうの支援を適時適切に行えることができれ

ばというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  今、農林課長から今の農業情

勢と対策等々が話されたわけですけれども、私、

このままいけば、昨日一般質問された島津議員

が農業、田んぼ、畑ですね、これから行く先が

分からないような状況になると。耕作放棄、そ

れがどんどん出てくると、こういうお話された

わけですが、やっぱりこういう状況で、やっぱ

り国が対応しない限り生き残れないと思うんで

すよ。だから、酪農を辞めたり、あるいは農家

を辞めたりしているんです。やっぱり放棄する

と。 

  だから、言っていることと行動していること

があべこべだからうまくないと思うんだよね。

後継者を育てようとかと言っているけれども、

こういう実態で市長、後継者、育ちますか。こ

れ、私は育たないと思いますよ、こういう実態

では。 

  ですから、何らかの対策を講じないと。これ

は責任持って国がやらなければならない仕事だ

と私は思うんですが、その辺、どうでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  特定の地域に偏った課題ではなくて、

今般の物価高騰、資材高騰というのは全国的に、

全世界的にと言っていい現象でございます。そ

うした意味では、やはり国がしっかりと主導し

て、全ての全国の農家の経営の持続化を図る支

援をしていただきたいというふうに思っており

ます。 

  一方で、市としましては、基礎自治体として、

その自治体、自治体に応じた、農家の経営形態

に応じた支援が必要だということで、県の補正

内容などもよく見ながら、足りないところに、

市の実情に応じた、しかしながら財源は限られ

ておりますので十分とは言えないかもしれない

けれども、とにかく何らかの手だてを講じるん
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だということで、補正予算を提案したいという

ふうに思っております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  そのことも含めて、今、県で

も対応しているようですけれども、21日、改め

て提案したいというさっきの市長の話ですが、

最後に財政課長に質問したいんでありますが、

市長もでありますが。 

  昨年の、21年度補正の地方単独事業分、１兆

円、これ、都道府県が5,000億円です。あと、

市町村分が5,000億円。5,000億円の5,000億円

という半分になって、これは、物価高騰分の対

策と、こういうふうなメニューになっているわ

けですけれども、山形県に地方単独事業分とい

うことで65億1,927万1,000円を配分されたと、

こういうことですね。 

  市町村分が7,288億140何がし、こういうふう

なことでありますが、使わないで繰り越した相

当分があるわけですね。県では97％が次年度に

繰り越したと、こういうことです。そして、22

年度の繰越し分の市町村分は77％あると、こう

いうふうに指摘されているわけですが、南陽市

では、この配分された金額、どの程度の金額な

のか。どの程度繰り越して次年度に向けるのか、

その辺の指数をまずお聞きしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  髙橋財政課長。 

○財政課長  それでは、お答え申し上げます。 

  令和３年度南陽市のほうにつきましては、当

初分と、あと追加交付分ということで４億

7,300万円が交付されました。そのうち、令和

３年度中に執行された金額につきましては、３

億8,600万円、執行率につきましては81.6％と

なっております。 

  また、その後、令和４年度に繰り越された残

額につきましては令和４年度の当初予算、また

補正予算のほうで追加計上させていただきまし

て、現在のところ予算化率といたしましては、

91.5％となってございます。 

  以上です。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  南陽では４億7,000万円ほど

来ているよと。そのうち３億8,000万円使って

いると。執行率が81.6と、こうなっているわけ

ですけれども、この残り分については繰越しを

して、今年度と合わせて物価高騰とか、いろい

ろなメニューに充当したいと、こういうことで

すね。 

  具体的にはどういうことを考えて、どういう

支援をしようとしているのか、先ほどと同じで

すと言われればそれまでですが、これは新たな

対策ですから、その辺、しっかり対応していた

だきたいものだなと。その考え方をお聞きした

いと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  髙橋財政課長。 

○財政課長  市長答弁と重なる部分ございます

が、必要な支援ということで、これまでのコロ

ナ関連の事業のほかに物価高騰対策、こちらの

ほうにも取り組んでまいりたいというふうに考

えているところです。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  今の答弁ですと、コロナと物

価高騰に対する取組と。これ、具体的に分かり

ますか。コロナ対策と物価高騰の対策と言うけ

れども、具体的にこういうメニューがある、あ

あいうメニューとか、これにこう使うんだとか

という、これ、分かれば、言えないということ

はないわけで、ぜひ具体的に言っていただきた

いものだなと思うんですが、いかがですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  先ほど農業と事業者の方と給食という

お話を例示させていただきましたが、そのほか

には、例えば学校における感染症対策でありま

すとか、コロナ禍におけるコロナ対応のデジタ
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ル技術を使った環境整備でありますとか、そう

いったものを考えております。 

  それ以上はちょっと難しいところです。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  基本的にはさっき市長がおっ

しゃったような三つの分野に力を入れながら対

応していくんだと、こういうことですね。その

ほかには何かあるようですけれども、言えない

部分というのが、私はあると思うなよ。これは、

大事な点だと思うんですけれども、後でたまげ

らせるようなポイッと出してくると、こういう

ことも考えられるんで、その辺、やっぱり状況

を見ながら対応していくということが、私、大

事だと思うんです。その辺、市民の皆さんが安

心して物価高騰に対する施策を、市当局はこう

いうふうに考えているんだということをやっぱ

りもっとアピールする必要があると思うんです、

私たちもやりますよと。 

  時間がないからですけれども、市長選挙の件

については、先ほど市長がいろいろおっしゃい

ました。私もパンフレットなどを見せていただ

きました。さっき、パンフレットの中身を詳し

く、この４年間でこうやるんだ、ああやるんだ

と網羅されておりますが、もう一回熟読させて

いただいて、これからの４年間の市政を担って

いただきたいものだなと、このことを申し添え

て私の質問を終わります。 

○議長  以上で16番佐藤 明議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は11時５分とします。 

午前１０時５０分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時０５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

─────────────────── 

髙 岡 亮 一 議員 質 問 

○議長  次に、５番髙岡亮一議員。 

〔５番 髙岡亮一議員 登壇〕 

○髙岡亮一議員  コロナ騒ぎが始まってもう３

年目。マスク着用も徐々に緩和され始め、また、

ワクチン接種についても接種しない人より接種

した人のほうが陽性率が高いとの統計結果を一

般マスコミも報じるようになる一方、今年１月

から３月までに亡くなった人の数が昨年に比べ

て１割も多くなっていることを日本経済新聞が

取り上げたことで、それはワクチンのせいでは

ないかと一般にも改めて騒がれ出すに至って、

ようやく同調圧力から自由になって、物事を正

しく見ようという空気が広がり出しております。 

  さらに、２月末からの戦争騒ぎ。３月23日の

ゼレンスキー大統領の国会に向けた演説に国会

議員のほとんどがスタンディングオベーション

で応えるというあり得ない光景を見せつけられ

るに至って、本議会においても、ロシアによる

ウクライナ侵略に断固抗議する決議が、３月定

例会で私以外の賛成で可決されたこともやむを

得ないのかと思ったところであります。 

  しかし、難攻不落と言われていたアゾフスタ

リ製鉄所地下要塞が陥落した５月20日以降、戦

争報道も下火になっています。そもそもその地

下要塞を拠点にしていたアゾフ大隊は、日本の

公安調査庁によって国際的テロ組織として認定

されていました。アゾフ大隊が正義の味方のよ

うに報道されるようになって、公安調査庁はそ

の部分をそっくり削除してしまっています。 

  また、ロシアの仕業として大々的に報じられ

たキーウ郊外でのブチャ虐殺等々、その後の調

査でウクライナ側によるやらせであったことが

明らかになっています。しかし、マスコミは一

切訂正することなく、ロシア悪者、ウクライナ

正義報道を流し続け、いまだにそれを信じて疑

わないのが日本の現実です。 

  戦争は、武器を交えたドンパチだけが戦争で

はありません。情報戦争は言うまでもなく、今
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は一人一人の脳内にまで入り込んで操作しよう

とする認知戦争の時代になっていると言われま

す。そのレベルで見れば、日本はもうかなりや

られてしまっています。 

  しかし、世界の現実は違います。４月20日に

ワシントンで開かれたＧ２０の財務省中央銀行

総裁会議でのロシアの演説に先立ち、Ｇ７先進

諸国が一斉に席を立ったにも関わらず、鈴木俊

一財務大臣と黒田東彦日銀総裁は退席しません

でした。13か国の非白人の新興国と共に、最後

までロシアの演説を聞いたのです。世界の情勢

の変化を察した２人の行動は、実相を知る情報

最先端から高く評価されています。英米の圧力

に抗いつつ、世界の潮流を何とかうまく泳ぎ切

らねばならない。それが、一歩外へ出て直面す

る世界の現実です。 

  ウクライナに深く浸透していたアゾフ大隊に

よるテロとの戦いに立ち上がらざるを得なかっ

たロシアが、ほぼ所期の目的を達成しつつある

現在、いろいろ紆余曲折はありながらも、大局

的には、これまで申し上げてきましたように、

持って何ぼの経済から使って何ぼの経済へ、言

い換えれば、銭金優先の世の中から人間本来の

心豊かな世の中へ向けた大転換が確実に進んで

いくと私は見ています。 

  バタバタ騒ぎ立てずに、みんな仲よく、日々

の暮らしを大切にしているのが一番いいのです。

ところが、そうこうしているうちに、台湾有事

があおり立てられ、緊急事態条項を含む憲法改

正、事前防衛のための軍備拡張といった声が大

きくなりつつあります。二度と戦争は繰り返さ

ないとして再出発したはずの日本が、このまま

では再び同じ道を、過ちを繰り返すことになり

かねません。それでいいのか。 

  本来なら、今回の参院選の最大の争点である

べきなのに、まともな議論が見えてきません。

このまま議論のないまま、軍備増強勢力が勝利

するようなことがあれば、その後、国政選挙の

ない黄金の３年間の間に、堂々と戦争できる国

へかじを切ることになってしまわないかと心配

でなりません。本来、政党を越えて議論すべき

重要な問題です。再びアジア人同士戦うような

時代になることは、必死で避けなければなりま

せん。 

  そんな中、クリントン政権時代の高官、ジョ

セフ・ナイによる対日超党派報告書が改めて注

目されています。アメリカの上下両院議員に示

された対日戦略で、台湾有事を利用して、日本

を戦争に引きずり込み、そのことで米国が利益

を得るというレポートです。今回のバイデン大

統領の訪日もその方向で理解できます。増強さ

せられた軍事費の多くが米国を潤すことになる

のです。 

  日本の対中国意識を考える上でも重要です。

台湾有事をあおって中国を敵視させるのは、英

米の策略であることを見抜かねばなりません。

アジア人同士戦わずを金科玉条とすべきです。 

  間もなく食料問題、エネルギー問題、金融危

機、さらに危惧されるワクチンによる健康被害

等々、様々な問題が押し寄せてくるはずです。

私は、日本人すべからく、今から77年前、昭和

20年８月15日の正午、天皇陛下による日本降伏

の玉音放送を聞いたときの気持ちに返り、そこ

からやり直すべきと考えています。その覚悟が

あれば、どんな時代になっても乗り切れるはず

です。そうして初めて、本当に明るい未来が開

けてくると信じます。 

  実は、今回の一般質問、目の前の参院選が戦

争への道へかじを切るかどうかの分水嶺になる

と考え、二度と戦争への道へ歩まないためにと

いう我々一人一人にとってせっぱ詰まったはず

の問題について議論しようとしたのですが、地

方議会にはなじまない質問とのことで取り下げ

たところでした。そのために、いささか長い前

置きになったことを御理解ください。 

  そこで、通告の質問に入ります。 
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  まず、宮内公民館改築についてです。 

  宮内公民館改築については、当初現公民館の

場所に新築か、あるいは蔵楽の改装かと思って

いたところに、蔵楽の敷地内に地域交流センタ

ーとして新たに建設するということで、大いに

期待が集まっております。 

  ３年前の６月に、宮内地区長会の肝煎りで、

宮内から市民の新しい拠点をつくろう会の第１

回会合が開催されました。20代から80代まで、

約30名が集い、熱気のある会合でした。以来、

十数回にわたる会合が重ねられてきました。 

  この会の意向はいろんな形で市に対して伝え

られてはいるものの、会の参加者としては、人

の直接の意見交換の機会が強く要望されていま

した。 

  しかしながら、コロナ禍で思うに任せないま

ま現在に至っております。その現状を踏まえ、

次の３点についてお尋ねします。 

  一つ、「宮内から市民の新しい拠点をつくろ

う会」の動きについて、どう把握しておられる

か。 

  二つ、地域交流センターの名称の示すとおり、

より多くの人が寄って来たくなる施設を目指す

べきであるし、それが地元の強い意向でもある

が、そのためにどんな手だてを講じようとして

いるか。 

  ３番目、地元との意見交換の今後の日程は。 

  以上３点、宮内公民館改築についてお尋ねい

たします。 

  次に、ちょっと明るい話題というか、いい話

題を取り上げてみました。 

  ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に関連し

た質問です。私なりに把握している情報を提供

しつつお尋ねしたいと思います。 

  「鎌倉殿の13人」は、重要な登場人物が次々

にあっけなく命を落とす展開にはらはらさせら

れながら、私も「天地人」以来一回も欠かさず

見ている大河ドラマになっております。 

  実は、このドラマの登場人物、二重、三重に

南陽市に関わりが深いのです。 

  まず、主人公、小栗 旬演ずる北条義時、小

池栄子演ずる頼朝の妻、政子の腹違いの兄弟が

北条郷の名の由来になっていることです。熊野

門前鳥居の場の佐野家に伝わる文書や小松の南

善院由緒書によると、北条時政のめかけの子供、

めかけといっても沼田氏というれっきとした武

将の娘なんですけれども、そのめかけの子供、

北条相模坊臨空が、この地三十三か村を400人

からの羽黒修験者の大先達として仕切るように

なって、いつしか時政の子であることが知られ、

誰からともなくこの地を北条郷と呼ぶようにな

ったと記されています。 

  そもそも北条相模坊は、血で血を洗う抗争を

嫌って仏の道、そして羽黒修験の道を選んだと

書かれています。その思い、今の大河ドラマを

見て、改めて納得させられます。ちなみに、北

条相模坊臨空に従った佐野源右衛門は臨空が小

松に移った後も宮内に残り、明治になって宮内

発展の基礎を築いた宮内町初代町長、佐野元貞

はその子孫です。 

  次に、「鎌倉殿の13人」の一人、大江広元と

の関わりです。栗原英雄という役者が大江広元

を演じていますが、広元は元来由緒ある京の公

家で、関東武者上がりで行政については疎い頼

朝をそばで支えた人物です。その次男が、当時

長井荘と言った置賜を所領とした大江時弘です。

伊達氏に滅ぼされるまで164年間、この置賜は

その流れ、長井氏に名を変えた大江の時代でし

た。兄、親弘が承久の乱で失脚したため、時弘

が大江氏の総領となり、幕府中枢で活躍します。

そのため、時弘は置賜には入りませんでしたが、

その子供、つまり広元の孫、泰秀は火災等で

度々窮した熊野大社の再興をその都度命じ、熊

野大社が今あるのは泰秀のおかげとも言えます。

境内の西北、お文殊様、菅原神社の後ろに融通

神社として祭られています。たつ年、み年の守
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り神様です。 

  もう一つあります。広元の長男、親弘は、承

久の乱に敗れ、所領の寒河江荘へ逃れます。妻

は、主人公、小栗 旬演ずる北條義時の娘との

ことです。寒河江氏と名を変えて、最上義光に

滅ぼされるまで400年続きます。その後、最上

義光に滅ぼされた一族のある者は、置賜に逃れ

て寒河江の姓を名のり、今に至ります。 

  川西の大塚村で代々源兵衛を名のり、堀を開

いて田地開発に努め、地域の中心を担った寒河

江家は、宮内に移って、大恐慌で倒産した須藤

永次商店の石炭販売部門を引き継ぎ、宮内の駅

前に常磐炭鉱の看板で店を構え、製糸工場に石

炭を供給する役割を果たしました。その後、昭

和40年代に粡町に移りますが、その名もずばり

大江商事です。 

  私も、このことを最近知って、なので大江商

事だったんだということに改めて思い至ったと

ころでした。 

  ちなみに長男が寒河江の親弘、次男が置賜の

時弘、そして四男の季光は相模国毛利庄を引き

継ぎ、長州藩毛利家の祖となっています。 

  さらに、市長も十分お分かりと思いますが、

市長の白岩氏も寒河江氏の支流の一族だそうで

す。 

（「え」の声あり） 

○髙岡亮一議員  本当。これ、間違いない。 

  だから、元をたどると白岩家も大江広元につ

ながるすばらしい家柄であること、私は間違い

ないと思っています。 

  こうしたことをもろもろ踏まえてお尋ねいた

します。 

  一つ、大河ドラマが盛り上がるこの機会、関

連する地元の歴史を市民に知ってもらう手だて

はないか。 

  二つ、こうした地元の歴史を知る上でいい機

会になっているのが、実は南陽市民大学講座で

す。ところが、この南陽市民大学講座、来年度

から県の補助が打切りということも聞いており

ます。市として、今後、どういうふうに考える

か、そのことをお尋ねしたいと思います。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。

よろしく御答弁のほどお願いします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ５番髙岡亮一議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  なお、大河ドラマに関する御質問につきまし

ては、教育長より答弁いたさせますので御了承

願います。 

  初めに、宮内公民館改築についての御質問の

１点目、「宮内から市民の新しい拠点をつくろ

う会」についてでございますが、現在予定して

いる宮内公民館の改築に当たり、より一層市民

が集い、利用促進が図られるよう、勉強会や意

見交換会等を自主的に開催しておられると承知

しております。 

  次に２点目、より多くの人が寄って来たくな

る施設にするための手だてについてでございま

すが、宮内公民館運営委員会には、利用者団体

にアンケートを実施していただくなど、より多

くの方に御利用いただくため、これまで度々議

論していただいております。運営委員会は地区

長会や利用団体の代表で構成されており、地域

住民、利用者、その他一般の方々から様々な意

見をいただくことができる重要な公的組織であ

り、今後とも建設及び利用促進に係る基軸とし

ての役割をお願いしてまいります。 

  また、公民館として建設する際の社会教育法

との関連性や国の補助制度との整合性を十分図

る必要があるため、可能な限り御意見を拝聴し、

地域総合型教育の推進と併せ、生涯学習の拠点

となるよう丁寧な対応に心がけてまいります。 

  次に３点目、地元との意見交換の今後の日程

についてでございますが、運営委員会とも協議
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を行い、できるだけ早い時期に市民説明会を開

催したいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  ５番髙岡亮一議員の御質問の２点目、

ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に関連して

についてお答え申し上げます。 

  南陽市域は、中世、北条郷と呼ばれていたわ

けでありますが、北条義時の異母兄弟、北条相

模坊臨空が羽黒修験者の大先達として宮内村に

たどりつき、一説には北条郷の名の由来となっ

たと熊野大社史に記されてございます。 

  また、13人の一人である大江広元の孫に当た

る泰秀は、度重なる火災に見舞われた熊野大社

の再興に尽力したことから、熊野大社内の神社

に祭られたと言われております。 

  このように、南陽市と「鎌倉殿の13人」のゆ

かりは大変興味深く、地域の歴史を広く市民の

皆様に知っていただくためにも、見識の深い

方々のお知恵をお借りしながら、市のホームペ

ージ等で情報発信できるよう検討してまいりま

す。 

  次に、南陽市民大学講座につきましては、市

民の多様な学習要求に応えるため、また、郷土

愛を醸成するという趣旨の下、公益財団法人山

形県生涯学習文化財団からの補助を受けて開催

しております。来年度につきましては、県から

補助リニューアルの話はございましたが、詳細

な内容につきましては、現在のところ入ってお

りません。 

  市としては、市民の学びに大きく貢献してい

る講座であるという認識でございますので、継

続に向け、検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  宮内公民館に関してですけれ

ども、運営委員会という組織があります。私自

身もそこへ属して、いろいろ討議した覚えもあ

りますし、それが一つの窓口になっているとい

うことは確かなんですけれども、ただ、これま

で度重なる拠点をつくる会の会合に、私自身全

て参加したわけではないんですけれども、よく

宮内の人、特に若い人からお年寄りまで、これ

だけの人が集まって、そして熱心に話できるな

と。それ、私自身、非常にこれはこれで一つの

財産だなとずっと思っております。 

  それだけに、一つの公的というか、そういっ

た窓口としての運営委員会とは別個なというか、

それ、当然運営委員会とメンバーもダブってい

ますし、当然運営委員会にも反映しているわけ

ですけれども、生の声というか、やっぱり全然

何の組織にも所属しない人たちが、そこでいろ

んな熱心な話が交わされる。そういった生の声

を、やっぱり市と直に、市長なり担当課なりと

顔を合わせながら、熱心な話合いをしていく。

そういったことで、本当に気持ちの入った施設

になっていく。その可能性を私なりに感じてい

るんで、それを何とか理解していただきたいと

いう思いでの今回の質問なわけです。 

  そういったことですので、もう一歩踏み込ん

だ形で、まだ今後の日程もできるだけ早くとい

うことだけで、明確には出ていないようですけ

れども、コロナで、本来だったら当然、もう１

年も２年も前に話があってしかるべきだったの

に、これまでないままにずっと来たというのは、

これは本当に残念なことなんですけれども、そ

の辺の反省というか、これまでのことも踏まえ

ながら、何とかこれをできるだけ早くと。我々

の仕事なんかも、できるだけ早くと言ったとき

にはいつになるか分からない、染屋の仕事も。

なので、日にちを切るということが大事だと思

うんで、市長、これ、ここにしますと。それで、

もう基本計画等進んでいるわけで、その辺との

かみ合わせもあるわけなんで、いつだったらい
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ろんな意見を反映するのに間に合う期日なのか、

その辺を明確に、この際打ち出していただきた

いんで、いかがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  副市長。 

○副市長  私よりお答えいたします。 

  全協の席でしたか、ここの議場だったんです

けれども、基本計画をお示しした段階で、用地

の拡張が必要だというふうなことで御説明申し

上げています。今出している図面についても、

それを前提にした図面であるというふうなこと

で、日程については、相手のいる話なので、そ

の話がきちんと決まってからというふうなこと

で申し上げましたけれども、まだ正式に契約し

たわけでも何でもないので、その辺が見通しが

立ってから話合いをしたいというふうなことで

申し上げています。 

  これについては、議会等の御理解も含めて、

きちんと私どもからこういう日程でいきますと

いうふうなことについてはあらかじめお示しし

た上でやりたいと思っていますが、今の時点で

は、いつから始めるとか、いつするということ

については、ちょっとまだ明言できない段階で

あります。 

  以上です。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  その辺、いろいろ事情がある

こと、理解しました。ただ、何らかの形でこれ

までの議論の経過、地元での議論の経過もあり

ますんで、そういったところが実際の改築の中

に反映できるような形、それをどうか大事にし

て、尊重してほしいと思うわけです。 

  そういった意味での今回の問題の取上げです

ので、その辺、市長のほうから改めて御理解の

お考えを示していただきたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  髙岡議員もその運営委員会だけでなく、

この市民の皆さんの集いの場に行かれて、様々

に今後の望ましい姿について、市民の皆さんと

共に御議論いただいたことは大変すばらしいこ

とであるし、心強いことだなというふうに思っ

ています。そうした皆さんの気持ちを集めた施

設にしたいというふうに思っています。 

  一方で、コロナが始まった令和２年１月に国

内で初めて感染が確認されましたけれども、そ

の時点でもう既に宮内公民館の老朽化について

は喫緊の課題と、髙岡議員が地区長会長さんで

あったときから私も直接要望を伺っておりまし

たし、コロナでなかなか御意見を直接お伺いす

る場がなかったけれども、でも、放置するわけ

にいかないと。できることは進めていこうとい

うことで、今に至っているということも、ぜひ

皆さんに御理解いただきたいなというふうに思

っているところです。 

  いずれにしても、説明会はしっかり行って、

できることとできないことはあると思いますけ

れども、そういったお気持ちはしっかりと受け

止めながら、整備については着実に進めていき

たいなというふうに思っております。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  地域交流センターという名前、

それ以前に公民館、今度公民館建てたときには、

何とかみんなが気楽に寄り集まれる、これから

どういうふうな時代になるか分からないですけ

れども、やっぱり人と人との交流というのが物

すごく、これまで以上に大事になるような気が

する。それだけに、何とかそれを実現できるよ

うな一つの施設ということを考えていただきた

いなと、そういうふうに切に思っているところ

です。 

  ちょっとこれ、市民大学のほうとも関連する

んですけれども、実は、これ、山形銀行の跡地

の問題、私、議員になるときに、須藤永次記念

館という、須藤永次を顕彰するような一つの形、

そして、その中に宮内のこれまでの文化的、歴
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史的な資料も入れるような施設というふうなこ

とを考えていたんですけれども、公民館、実際

に今進んでいるのは、そういったものはほとん

どちょっとできないかなというような形になっ

たときに、山形銀行の跡地というような問題が

出てきて、それで、山形銀行のほうと話すと、

必ずしもそれはできなくもないような、それは

山形銀行ばかりでなくて、地元の盛り上がりが

あればというふうな、こういったことで、山形

銀行の意向を私なりにお聞きした経緯があります。 

  本当に、私、議員になってすぐやりたかった

ことなんですけれども、なかなかこれ、コロナ

で上京するというのも難しくて、吉野石膏との

接触もなかなかできなかったんですけれども、

この間、４月初めかな、どうしても行かなけれ

ばならない用が出たんで、そのときに思い切っ

て吉野石膏に行って、社長とはお会いできなか

ったんですけれども、総務部長さんとお会いし

てきました。 

  そうしたら、総務部長さん、白岩市長が私の

後輩ですというようなことで、非常に親近感を

持っておられるようで、そんなことで、ひとつ。 

  これは、私がこの間行ったときの話というの

が、須藤永次という人が宮内にとってすごい人

だというような、いろいろと倒産して、そして

迷惑をかけたというようないきさつもあるんで、

必ずしも全部が全部マルではないんですけれど

も、そういったことも部長さんは理解しておら

れて、それでもやっぱり宮内のこの地元に須藤

永次を顕彰する動きがあるということを御理解

いただきました。 

  そういったことで、何らかの形で、今後そう

いった方向での取組というのも可能性としては

あるんではないかなというようなことを、私な

りに感触としてつかんでおりますので、この件

について、何か山形銀行のほうから市のほうに

話はありましたでしょうか。みらい戦略のほう

でも。もしあれば、聞かせてください。 

○議長  答弁を求めます。 

  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの議員の御質問に

お答え申し上げます。 

  山形銀行さんからのそのようなお話は当課で

は承っておりません。 

  以上でございます。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  何か、山形銀行は市のほうに

も話してみるというふうなことがあったんです

けれども、ないということであれば分かりました。 

  市長、ちょっとこれ、いろんな民間活力を利

用した形で、ちょうど山形銀行の場所というの

は、一つ宮内を面として考えたときに、非常に

重要な場所なんです。熊野大社と、それから今

度できる地域交流センターとのちょうど中間に

位置して、今、ああいう状態になっているわけ

ですけれども、今後そういったようなことで、

何か吉野石膏との関連を考えながらも、何かい

ろんな形でそういった可能性ということについ

て、これ、急に私も、今、話すかどうか思って

いなくて、今、思い出してちょっと話したとこ

ろなんで、市長自身、ちょっと以前から吉野石

膏との、総務部長さんとのつながりもあるとい

うことですので、何かその辺で市長なりのお考

え、感じておられたことをお聞きできたらと思

います。お願いします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  私、26年に市長に就任させていただい

てから、吉野石膏さんと南陽市との結びつきは

大変重要なものであると認識しまして、できる

限りコミュニケーションを取って、良好な関係

を築いていこうというふうに努めてまいりまし

た。総務部長さんとも、なかなか社長さんとは

たまにですけれども、総務部長さんとは定期的

にお会いをしてきたところです。コロナでちょ

っと難しかったんですが、今後もそれは継続し
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ていきたいなというふうに思っています。 

  そして、須藤さんにおかれましては、これだ

け全国的な規模の、しかも社会に貢献する事業

を立ち上げられたということで、それを大事に

思う南陽市の気持ち、そして、それから宮内を

中心とした市民の皆さんの気持ちというのも大

切だなというふうに思っております。 

  これ、山銀さんの施設を使ってということと

は直接は関係しませんが、いずれにしても、例

えば市民の皆さんのそういった会などが、会や、

あるいは何人かでそういったことを吉野石膏さ

んにお伝えしていただいたりすることは、吉野

石膏さんにとっても大変いいことかなというふ

うに思っています。どういった形が適切かは、

今この段階では何とも申し上げられませんが、

そうした市民の皆さん、そして市としての立場

を先方に伝えて、今後も良好な関係を保ってい

きたいというふうに思っています。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  吉野石膏、特に須藤永次さん

のすごさというのは、私、次の社長の須藤恒雄

さんから直にお聞きしました。それは、どうい

う話を私、すごいと思ったのかというと、さっ

き言った昭和20年８月15日に、ちょうど東京か

らの疎開の最後の汽車が宮内駅に着いたんだそ

うです。その日に昼、終戦の玉音放送。それを

聞いて、須藤恒雄さんは、「あ、これでやっと

戦争が終わった。これで一段落して、宮内で再

出発しよう」そう思ったその晩、須藤永次が須

藤恒雄さんに、これからが俺たちの役割だと。

紙と木の家だから、日本はこんなふうに全部燃

えてしまう。空襲で一遍で焼かれてしまう。う

ちの技術で、いわゆるタイガーボード、耐火建

築、それをこれから日本に広めるのが我々の役

割だということで、終戦のその晩、息子分の、

養子ですけれども、恒雄さんに須藤永次が語っ

たということを、私、直に恒雄さんから聞きま

した。 

  しかも、その後、須藤永次は東京へ出ていっ

て、これからタイガーボードを、耐火建築を広

めるには、うちだけ頑張っても駄目なんだと。

とにかくこれを日本の業界全体に広めなければ

ならないということで、自分の特許を全部公開

して、さらに自分の工場にほかの工場の技術者

を呼び込んで、そこで指導をして、耐火建築の

業界を立ち上げたと。そういったすごい役割を

果たして、戦後、いわゆる耐火建築、耐火ボー

ドが当たり前になったという話を、私、直にお

聞きしていました。 

  そういったことを今回も部長さんに話して、

部長さんもそれは分かっておられたと思うんで

すけれども、今、私、そういったことを私のブ

ログにちょっと、市民大学の話等、そういった

ことを書いているんですけれども、毎日のよう

にアクセスあります。吉野石膏についてのこと

をいろいろ私、書いているんですけれども、非

常にアクセスある。かなり多くの人が関心を持

っておられるということで、そういった人がこ

の南陽市から出ているということを、これから

いろんな形でアピールして、それがまた南陽市

に生まれた人の誇りにもつながっていくし、今

回「鎌倉殿の13人」に関連して北条、それから

大江、それについての話を言いましたけれども、

そういったことも、これから育つ子供たちの自

信に確実につながっていくと思うんで、いろん

な形のアピールをお願いします。 

  それから、先ほど市長は御存知ないと言って、

ちょっとあれだったんですけれども、間違いな

いはずですよ。おじいさんの白岩石雄元県会議

長は寒河江から赤湯に来られたと聞いています

し、寒河江の白岩といえば、大江の流れと言わ

れていますので、市長自身も誇りを持ってアピ

ール、よろしくお願いします。 

  時間、もう少しありますけれども、これ、せ

っかくですんで、これ何とか、さっき教育委員

会、市民大学講座につなげて話したんですけれ
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ども、これ、南陽市のアピールというか、何か

と商工観光のほうとの関わりでいけば、寒河江

が早速大江氏のあれで、山形新聞にいつだった

か、１か月ほど前に寒河江が取り組んでいると

いうふうな話が出ていましたけれども、そうい

ったこともありますんで、南陽市としてもそう

いった取組、できないかどうか。市長、その辺、

いかがですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  歴史の話というのは本当に興味深くて、

先ほど壇上での髙岡議員のお話については、つ

いつい聞き入ってしまったところであります。 

  南陽市としては、なかなか髙岡議員ほど知識

を持ち合わせている方というのはおられないと

思いますけれども、市として、寒河江市のよう

に、同じことができるのか、それともどういっ

たことができるのかは考えなければいけません

が、生かせるものは生かしていくという姿勢で、

ぜひ議員の御指導をいただきながら、市として

公的に発信するに足る根拠があることであれば、

発信していければなというふうに思います。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  私も、これ、本当に、思い起

こせば市民大学があるおかげなんです。本当に

これ、市民大学講座というのがあるんで。市民

大学の運営委員になって、私、何年になるか、

10年くらいになるかと思いますけれども、この

間いろんなことを市民大学の講座に取り上げる

ために勉強させていただいた。 

  さらに、私だけでなくて、一昨年は佐藤庄一

運営委員長が水心子正秀について取り上げまし

た。それから、去年は吉田熊次について取り上

げました。それぞれ名前だけは南陽市に関わり

深いと知っていても、その実態はなかなか分か

らない。ところが、その市民大学講座というこ

とで、地元の人がいろいろ取り組んで、聞くほ

うもですけれども、話すほうが物すごい勉強に

なる。本当にありがたい、いい形で市民大学講

座というのが、ここ10年来南陽市では展開して

いますんで、これが県のほうで打切りになるな

んてことになったらとんでもないというような

話で、この間、運営委員会の席でもあったんで

すけれども、そういったこともありますんで。 

  取りあえず今年は、もう去年取り上げたのが

一つきっかけになって、赤湯のブドウ栽培の歴

史、去年取り上げて、それが今年はシンポジウ

ムになって、発展して、そして、それが公開講

座として展開なるような形になっていますんで。

これ、コロナのせいで人数が限定されるんで、

本当にもったいないんですけれども、これ、今

回ブドウに関するシンポジウムが開催されます

んで、この機会に多くの方に関心を持っていた

だきたいと思います。そして、市民大学より発

展するような形で、今後も教育委員会中心にな

って取り組んでいただきたいと思いますんで、

よろしくお願いします。 

  大体終わりましたんで、どうもありがとうご

ざいました。よろしくお願いします。 

○議長  以上で５番髙岡亮一議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  以上をもちまして、通告されました６名の一

般質問は全て終了いたしました。 

  長時間御苦労さまでした。 

  質問された議員、答弁なされた執行部各位の

労をねぎらい、今後の市政運営に生かされるこ

とを期待しております。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  本日はこれにて散会といたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１１時５５分  散  会 



 
 
 
 

 
令和４年６月２１日（火曜日） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日 （ 火 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第４号 

令和４年６月２１日（火）午前１０時開議 

 

 議会報告  議会運営委員長報告 

 

（総務常任委員長報告） 

 日程第 １ 議第 30号 南陽市議会議員及び南陽市長の選挙における選挙運動用自動車の使用 

             等の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

（産業建設常任委員長報告） 

 日程第 ２ 議第 31号 南陽市道路線の廃止について 

 

 日程第 ３ 議第 32号 南陽市道路線の認定について 

 

（予算特別委員長報告） 

 日程第 ４ 議第 29号 令和４年度南陽市一般会計補正予算（第４号） 

 

（追加議案） 

 日程第 ５ 議第 34号 財産の取得について 

 

 日程第 ６ 発議第３号 営農継続のための施策の見直しと支援の充実に関する意見書の提出に 

             ついて 

 

 日程第 ７ 発議第４号 議会ＩＣＴ推進特別委員会の設置について 

 

 日程第 ８ 議会ＩＣＴ推進特別委員会委員の選任について 

 

 日程第 ９ 議第 33号 令和４年度南陽市一般会計補正予算（第５号） 

 

   閉   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第４号に同じ 
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出 欠 席 議 員 氏 名 

 

◎出席議員（１７名） 

 １番 伊  藤  英  司  議員  ２番 佐  藤  憲  一  議員 
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１５番 遠  藤  榮  吉  議員 １６番 佐  藤     明  議員 

１７番 殿  岡  和  郎  議員   

◎欠席議員（０名） 
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 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

矢 澤 文 明 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 
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すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 

島 貫 正 行 農 林 課 長  寒河江 英 明 農村森林整備主幹 

長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長  川 合 俊 一 建 設 課 長 
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事 務 局 長 
 青 木   勲 代 表 監 査 委 員 
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事 務 局 職 員 出 席 者 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより、本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は全員でありま

す。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より、説明員嶋貫憲仁みらい戦略

課長が都合により欠席する旨通知があり、代わ

りに伊藤直人みらい戦略課長補佐が出席してお

りますので、御報告いたします。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第４号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本日の会議の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  ６月定例会の最終日であります本日の議会運

営について、先ほど議会運営委員会を開催し、

協議いたしましたので、その結果を御報告いた

します。 

  初めに、付託議案の審査の結果についてであ

りますが、各常任委員長報告、続いて予算特別

委員長から報告を受け、それぞれ質疑、討論、

表決を行うことといたしました。 

  次に、本日追加されます議案について申し上

げます。追加議案は、事件案１件、発議案２件、

補正予算案１件の計４件であります。 

  事件案１件につきましては、提案理由説明、

委員会付託省略、質疑、討論、表決の順で行う

ことといたしました。 

  発議案２件については、提案理由説明、委員

会付託省略、質疑、討論、表決の順で御審査く

ださるようお願いいたします。 

  補正予算案１件につきましては、提案理由説

明、質疑省略、予算特別委員会に付託し、本会

議休憩中、同委員会を開催し審査をいただき、

審査終了後本会議再開、予算特別委員長報告、

質疑、討論、表決の順で行うことといたしまし

た。 

  次に、本日の会議の日程でありますが、お手

元に配付してあります議事日程第４号により行

うことといたしました。 

  以上、本定例会の最終日の運営につきまして、

議会運営委員会において協議、決定いたしまし

たので、議員各位の御賛同と御協力を賜ります

ようお願いを申し上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

（総務常任委員長報告） 

日程第１ 議第３０号 南陽市議会議員及び 

     南陽市長の選挙における選挙運動 

     用自動車の使用等の公営に関する 

     条例の一部を改正する条例の制定 

     について 

○議長  日程第１ 議第30号 南陽市議会議員

及び南陽市長の選挙における選挙運動用自動車

の使用等の公営に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

  ただいま議題となっております議案１件につ

いて、総務常任委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員長 山口裕昭議員。 

〔総務常任委員長 山口裕昭議員 登壇〕 

○総務常任委員長  おはようございます。 

  私から総務常任委員会の報告を申し上げます。 
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  本定例会において、当委員会に付託されまし

た議案１件について、日程に従い、去る６月10

日午前10時から全員協議会室において、関係課

長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審

査いたしましたので、その経過と結果について

御報告申し上げます。 
  議第30号 南陽市議会議員及び南陽市長の選

挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを申し上げます。 

  本案は、公職選挙法施行令の一部改正により、

国会議員の選挙の公営に要する費用に係る限度

額が引き上げられたことに伴い、所要の改正を

行うものであります。 

  具体的には、選挙運動用自動車の借入日額を

１万5,800円から１万6,100円に、燃料費の使用

限度額の日額を7,560円から7,700円に増額する

ものであります。さらに、選挙運動用ビラの作

成単価を１枚当たり７円51銭から７円73銭に、

選挙運動用ポスターの印刷単価の限度額を１枚

当たり525円６銭から541円31銭に、その企画費

を31万500円から31万6,250円に改正するもので

あります。 

  委員からは、増額された理由について質疑が

あり、当局からは、参議院議員通常選挙が行わ

れる年の定例改正として３年に一度、人件費や

物価の変動等を考慮し改正されるものとの説明

がありました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決した次

第であります。 

  以上、総務常任委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの総務常任委員長の報告に対し、質

疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第30号 南陽市議会議

員及び南陽市長の選挙における選挙運動用自動

車の使用等の公営に関する条例の一部を改正す

る条例の制定については、総務常任委員長報告

のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

30号は、総務常任委員長報告のとおり決しまし

た。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （産業建設常任委員長報告） 

日程第２ 議第３１号及び 

日程第３ 議第３２号の計２件 

○議長  日程第２ 議第31号 南陽市道路線の

廃止について及び日程第３ 議第32号 南陽市

道路線の認定についての議案２件を議事の都合

により一括議題といたします。 

  ただいま議題となっております議案２件につ

いて、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

  産業建設常任委員長 島津善衞門議員。 

〔産業建設常任委員長 島津善衞門議員 登

壇〕 

○産業建設常任委員長  おはようございます。 

  私から産業建設常任委員会の報告を申し上げ

ます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た議案２件について、日程に従い、去る６月14

日午前10時から、関係課長等の出席を求め、委

員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、

その経過と結果について御報告申し上げます。 
  議第31号 南陽市道路線の廃止について及び

議第32号 南陽市道路線の認定について申し上

げます。 

  両議案は関連がありますので、一括して審査
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を行いました。 

  議第31号は、市道１路線の廃止であります。

中ノ目４号線は、市道再編により終点を変更し

て再認定するため、現市道を一旦廃止するもの

であります。 

  次に、議案第32号は、市道３路線の認定であ

ります。 

  長岡団地２号線と長岡団地３号線は、民間の

宅地開発完了後に寄附を受けた道路を新たに市

道認定するものであります。 

  また、中ノ目４号線は、吉野川雨水第１幹線

排水樋門の管理用道路と大橋架け替えに伴い、

県道赤湯停車場大橋線が付け替えになったこと

から、旧道移管により現在の終点位置から延伸

して市道に認定するものであります。 

  議第31号 廃止１路線、議第32号 認定３路

線について、現地調査を行い、慎重に審査した

結果、当局の説明を了とし、全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。 

  以上、産業建設常任委員会の報告といたしま

す。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの産業建設常任委員長の報告に対し、

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第31号 南陽市道路線

の廃止について及び議第32号 南陽市道路線の

認定についての議案２件については、産業建設

常任委員長報告のとおり決するに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

31号及び議第32号の議案２件は、産業建設常任

委員長報告のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （予算特別委員長報告） 

日程第４ 議第２９号 令和４年度南陽市一 

     般会計補正予算（第４号） 

○議長  日程第４ 議第29号 令和４年度南陽

市一般会計補正予算（第４号）を議題といたし

ます。 

  ただいま議題となっております補正予算案１

件について、予算特別委員長の報告を求めます。 

  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕 

○予算特別委員長  おはようございます。 

  私から、予算特別委員会の報告を申し上げま

す。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た案件は、令和４年度一般会計補正予算１件で

あります。 

  これを審査するため、去る６月16日、委員会

を開催し、審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみを

報告させていただきます。 
  議第29号 令和４年度南陽市一般会計補正予

算（第４号）は、全員異議なく、原案のとおり

可決すべきものと決した次第であります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

（「ちょっと休憩していただいてよろしいで

すか」の声あり） 

○議長  暫時休憩いたします。 

午前１０時１５分  休  憩 

─────────────────── 

午前１０時１７分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長の報告に対し、質
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疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告があ

りませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第29号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第４号）については、

予算特別委員長報告のとおり決するに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

29号は、予算特別委員長報告のとおり決しまし

た。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （追加議案） 

日程第５ 議第３４号 財産の取得について 

○議長  日程第５ 議第34号 財産の取得につ

いてについてを議題といたします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ただいま上程されました議第34号 財産の取

得について、提案理由を申し上げます。 

  本案は、火災時の消火活動だけでなく、地震

をはじめとする多様な災害現場における人命救

助活動の強化を図り、消防団活動の充実のため、

救助資機材搭載型消防ポンプ自動車を購入する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により提

案するものでございます。 

  以上、提案理由を申し上げましたが、御審議

の上、御可決くださいますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。ただいま議題となってお

ります議第34号は、会議規則第37条第３項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

34号は、委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第34号 財産の取得に

ついては、原案のとおり決するに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

34号は原案のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第６ 発議第３号 営農継続のための施 

     策の見直しと支援の充実に関する 

     意見書の提出について 

○議長  日程第６ 発議第３号 営農継続のた

めの施策の見直しと支援の充実に関する意見書

の提出についてを議題といたします。 

  ここで、提案理由の説明を求めます。 

  ４番島津善衞門議員。 

〔４番 島津善衞門議員 登壇〕 

○島津善衞門議員  私から、発議第３号 営農

継続のための施策の見直しと支援の充実に関す

る意見書の提出について、提案理由を申し上げ

ます。 

  新型コロナウイルスの感染拡大による米の国

内需要の減退等に伴い、米価の低迷が生産農家

の経営に多大な影響を及ぼしている中、国から

水田活用の直接支払交付金の見直しが示されま

した。 

  また、ロシアによるウクライナへの侵攻によ

り、世界的に燃油及び農業資材価格が高騰する

など、農業を取り巻く環境はこれまでになく大

変厳しい状況が続いております。 

  本市議会としましては、将来にわたって安定

的な営農と農地の維持が可能となるよう、現場
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の課題を十分に検証した上で、適切かつ万全な

対策を講じていただきますよう、別紙意見書を

国の関係機関に提出するものであります。 

  以上、提案申し上げますので、議員各位の御

賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております発議第３号は、所管の産業建設常

任委員会全員の賛成を得て提案されたものであ

ります。よって、委員会付託を省略したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第３号は、委員会付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。発議第３号 営農継続の

ための施策の見直しと支援の充実に関する意見

書の提出について、原案のとおり決するに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第３号は原案のとおり可決いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第７ 発議第４号 議会ＩＣＴ推進特別 

     委員会の設置について 

○議長  日程第７ 発議第４号 議会ＩＣＴ推

進特別委員会の設置についてを議題といたしま

す。 

  ここで、提案理由の説明を求めます。 

  ８番山口正雄議員。 

〔８番 山口正雄議員 登壇〕 

○山口正雄議員  私から、発議第４号 議会Ｉ

ＣＴ推進特別委員会の設置について、提案理由

を申し上げます。 

  新型コロナウイルスの感染拡大は、これまで

の国民の生活様式を大きく変え、各方面におい

て情報通信技術のさらなる活用に向けての動き

が加速しております。 

  このような中、本市議会としましても、社会

の変化に対応した議会運営のさらなる効率化と

ＩＣＴを活用した議会活動及び議員活動の一層

の充実により市民福祉の向上を図るため、議会

運営におけるＩＣＴの利活用推進について調査

検討を行う、議会ＩＣＴ推進特別委員会を設置

するよう提案するものであります。 

  議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し

上げ、提案の理由といたします。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております発議第４号は、会派会長全員の賛

成を得て提案されたものであります。よって、

委員会付託を省略したいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第４号は、委員会付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。発議第４号 議会ＩＣＴ

推進特別委員会の設置については、原案のとお

り決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第４号は原案のとおり可決いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第８ 議会ＩＣＴ推進特別委員会委員の 

     選任について 

○議長  日程第８ 議会ＩＣＴ推進特別委員会

委員の選任についてを議題といたします。 

  ただいま設置されました議会ＩＣＴ推進特別

委員会委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長において指名いた

します。 

  特別委員に１番伊藤英司議員、３番山口裕昭

議員、４番島津善衞門議員、６番高橋一郎議員、

８番山口正雄議員、以上５名を指名いたします。 

  直ちに議会ＩＣＴ推進特別委員会を開催し、

正副委員長の互選をお願いいたします。 

○議長  ここで、暫時休憩いたします。 

  再開は予鈴をもってお知らせいたします。 

午前１０時２７分  休  憩 

─────────────────── 

午前１０時４５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩中に議会ＩＣＴ推進特別委員会が開催さ

れ、正副委員長の互選が行われました。その結

果が議長に届けられましたので、御報告いたし

ます。 

  委員長は６番高橋一郎議員、副委員長は３番

山口裕昭議員の両名であります。 

  ここで、委員長に就任いたしました高橋一郎

議員から登壇の上、御挨拶をいただきます。 

  委員長 高橋一郎議員。 

〔議会ＩＣＴ推進特別委員長 高橋一郎議員 

登壇〕 

○議会ＩＣＴ推進特別委員長  ただいま議会Ｉ

ＣＴ推進特別委員会の委員長に選ばれました高

橋一郎です。大変ありがとうございます。 

  先ほど、議会運営委員長のほうから、いわゆ

るこの設置の目的等についてはお話がありまし

たので、そこは割愛させていただきますが、皆

さん御存知のとおり、このペーパーレス、今、

今日も当然、議案の資料等ありますけれども、

そういったものについてはペーパーレス化して

いくというのが時代の流れになっております。

それに、いろんな形で先進地視察等を行いなが

ら、その機が熟したというふうなことで、この

委員会が設置されたというふうに思っておりま

す。 

  来年度の運営、稼働に向けて、特にタブレッ

トについて推進をしていくというふうな形にな

ると思いますので、近隣の市町村も、米沢市、

寒河江市、それから、長井市も今年度からやっ

ていくというふうなことですので、ぜひそうい

ったことを、いい面と悪い面、把握しながら進

めてまいりたいというふうに思っております。 

  どうぞ議員各位の御理解、御協力をお願い申

し上げ、私就任の御挨拶といたします。よろし

くお願いいたします。 

○議長  ありがとうございました。 

  次に、副委員長に就任いたしました山口裕昭

議員から、自席より御挨拶をいただきます。 

  副委員長 山口裕昭議員。 

○議会ＩＣＴ推進特別副委員長  ただいま御紹

介いただきました山口です。 

  先ほど委員長からもお話がありましたとおり、

ペーパーレス化の流れというのは非常に進んで

おりまして、時代の流れとなっております。今

後長く使うものですので、間違いのないように

委員長の補佐をしながら、来年度からのスムー
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ズな運用ができるように頑張っていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  御挨拶とさせていただきます。 

○議長  ありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第９ 議第３３号 令和４年度南陽市一 

     般会計補正予算（第５号） 

○議長  日程第９ 議第33号 令和４年度南陽

市一般会計補正予算（第５号）を議題といたし

ます。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第33号 令

和４年度南陽市一般会計補正予算（第５号）の

補正予算案１件につきまして、提案理由を申し

上げます。 

  補正の主な内容は、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を財源とする事業で

ありますが、燃料価格や物価高騰対策として、

果樹、野菜、花卉を栽培する農業者に対し、燃

料費や生産資材の購入費用を補助するとともに、

畜産農業者への配合飼料購入費用の補助、市内

事業者の事業継続を支援するための給付金、小

中学校及び保育施設等における給食材料費の上

昇分に対する助成、感染症対策として、小中学

校の普通学級全てに電子黒板を整備するための

備品購入費、小中学校と幼稚園のトイレを洋式

化するための工事費などを追加するものであり、

財源につきましては、国庫支出金のほか、基金

繰入金で措置いたすものでございます。 

  以上、提案理由を申し上げましたが、御審議

の上、御可決くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。質疑は予算特別委員会に

おいて行うこととし、この際、質疑を省略した

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、この

際、質疑を省略することに決しました。 

  ただいま議題となっております補正予算議案

１件は、会議規則第37条第１項の規定により、

別紙議案付託表のとおり、予算特別委員会に付

託いたします。 

  それでは、予算特別委員会を休憩中に開催し、

審査願います。 

  



－157－ 

○議長  ここで、暫時休憩いたします。 

  再開は予鈴をもってお知らせいたします。 

午前１０時４９分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１２分  再  開 

○議長  再開いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （予算特別委員長報告） 

日程第９ 議第３３号 令和４年度南陽市一 

     般会計補正予算（第５号） 

○議長  ただいま議題となっております議第33

号 令和４年度南陽市一般会計補正予算（第５

号）について、予算特別委員長の報告を求めま

す。 

  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕 

○予算特別委員長  私から、予算特別委員会の

報告を申し上げます。 

  本定例会最終日において、当委員会に付託さ

れました案件は、令和４年度一般会計補正予算

１件であります。 

  これを審査するため、休憩中に委員会を開催

し、審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ

を報告させていただきます。 
  議第33号 令和４年度南陽市一般会計補正予

算（第５号）は、全員異議なく、原案のとおり

可決すべきものと決した次第であります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第33号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第５号）は、予算特別

委員長報告のとおり決するに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

33号は、予算特別委員長報告のとおり決しまし

た。 

  最後にお諮りいたします。本定例会において

議決されました議案の中で整理を要するものに

ついては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に委任願いたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、整理

を要するものについては、その整理を議長に委

任することに決しました。 

  以上をもって、本定例会に提案されました議

案の審査は全て終了いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

市 長 挨 拶 

○議長  ここで、市長より発言を求められてお

りますので、これを認めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ６月定例会の閉会に当たり、一言御挨

拶を申し上げます。 

  本定例会におきましては、提案いたしました

議案につきまして、慎重に御審議を賜り、全議

案とも原案のとおり御承認、御同意、そして御

可決いただきましたことに厚く御礼を申し上げ
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ます。 

  また、このたび長年にわたる議員としての御

活躍が認められ、全国市議会議長会から正副議

長在職４年の表彰を受けられました髙橋 篤議

員、在職15年表彰を受けられました板垣致江子

議員、議員在職10年表彰を受けられました舩山

利美議長、山口正雄議員におかれましては、誠

におめでとうございます。心からお祝いとお喜

びを申し上げます。 

  今後ともますます御活躍をいただき、市政発

展と市民福祉の向上のためにさらなる御尽力を

賜りますよう、お願い申し上げる次第でござい

ます。 

  さて、新型コロナウイルスの４回目のワクチ

ン接種が６月13日から始まっておりますが、３

回目の接種率は、市民の皆様方の御理解により、

全体で87％となっております。感染者数の推移

は現在のところ減少傾向にありますが、収束し

たわけではありませんので、４回目接種も含め、

ワクチンを希望する方に迅速に提供できるよう

努めてまいります。 

  ６月は本市にとりまして大きな観光シーズン

であります。双松バラ園のバラまつりが始まり、

観光サクランボ園も開園しておりますが、本市

の魅力を事業者の方と連携しながら発信してま

いります。そして、本市の新たな公衆浴場「赤

湯温泉湯こっと」が今月５日に開業いたしまし

た。これまで地域の先人の皆様から受け継いだ

公衆浴場をしっかりと受け継ぎつつ、地域の方、

観光でお越しの方、障がいのある方、そして年

代を問わず全ての方が憩い、楽しむことができ

る拠点として活用してまいりたいと存じます。 

  東北地方は15日に梅雨入りとなり、本格的な

出水期を迎えております。今年もコロナ禍の中、

市内一斉避難訓練を実施いたしましたが、この

訓練を生かした災害対応を進めてまいりますの

で、議員の皆様にも御理解と御協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

  結びになりますが、暑さに向かう折、議員各

位におかれましては御自愛をいただき、御健勝

にて御活躍されますことを心から御祈念申し上

げ、御礼の御挨拶といたします。 

  誠にありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

閉      会 

○議長  これをもちまして令和４年南陽市議会

６月定例会を閉会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１１時２０分  閉  会 

 

南陽市議会議長 舩 山 利 美 

会議録署名議員 佐 藤 憲 一 

同       髙 橋   篤 

 



 
 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 定 例 会 
６月１６日（木曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ４ 年 ６ 月 １ ６ 日 （ 木 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 会 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１６名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ８番 山  口  正  雄  委員  ９番 片  平  志  朗  委員 

１０番 梅  川  信  治  委員 １１番 川  合     猛  委員 

１２番 髙  橋     弘  委員 １３番 板  垣  致 江 子  委員 

１４番 髙  橋     篤  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１６番 佐  藤     明  委員 １７番 殿  岡  和  郎  委員 

◎欠席委員（０名） 
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

矢 澤 文 明 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 

島 貫 正 行 農 林 課 長  寒河江 英 明 農村森林整備主幹 

長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長  川 合 俊 一 建 設 課 長 

佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長  大 室   拓 会 計 管 理 者 

長 濱 洋 美 教 育 長  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長  山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長 

土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 細 川 英 二 監査委員事務局長 

安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
   

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第29号 令和４年度南陽市一般会計補正予算 

      （第４号） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○委員長（殿岡和郎委員）  朝の挨拶をしたい

と思いますので御起立願います。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は16名全員であ

ります。 

  これより予算の審査に入ります。 

  本委員会に付託されました案件は、令和４年

度補正予算１件であります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第２９号 令和４年度南陽市一般会計補正

      予算（第４号） 

○委員長  議第29号 令和４年度南陽市一般会

計補正予算（第４号）について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋直昭財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年６月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第29号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

い申し上げます。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  補正予算書の予算に関する説明書により、歳

入、歳出の順に行います。 

  最初に、歳入全般、10ページから13ページま

でについて質疑ございませんか。 

  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  歳入、20款諸収入について

お伺いします。 

  今年度、非常に大雪で雪害を受けたというふ

うなことで、保険により補塡するものだという

ふうなことで、保険料収入が収入として上がっ

ているようであります。 

  今回、被害を受けた物件の修繕に関しては、

全額この保険金で間に合うのかどうか、第１点

お尋ねします。 

  それから第２点は、今後もこのような形が続

くのか。市のほうで、やはりもっとしっかり、

克雪という部分で対応していかなければならな

いんじゃないのかなというふうにも思われるわ

けですが、その辺の考え方についてどのように

捉えていらっしゃるかお尋ねしたいと思います。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  それでは、ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  まず、１点目、この金額で今回の修繕費が賄

えるかということでございますが、今回につき

ましては、原状回復をする分につきましては、

こちらのほうの保険金で対応になります。 

  ただ、今後雪害が起こらないようにというこ

とで、例えば強化する部分につきましては一般

財源の対応となります。 

  また２点目、今後の対応でございますが、委

員おっしゃるとおり、豪雪によって雪害が起き

るということ、いつ起きても不思議ではありま

せん。 

  また今回、保険金につきましては100％充当

されるということではございますが、令和４年

度の雪害からは50％に削減されるというような

情報が入ってございますので、各施設を担当さ

れている所管課におかれましては、今のうちか

ら必要な手だて、また雪下ろし等の経費などを
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見積っていただくようにお願いをしているとこ

ろです。 

  今後、改めて必要な予算につきましては、内

部のほうでも調整させていきたいと考えている

ところです。 

  以上です。 

○委員長  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  ありがとうございました。 

  今度50％になると。じゃ、今回と同じことが

あったら1,000万円しか収入がなくなるよね。 

  そうすると、市の持ち出しが、逆に現状維持

で1,000万円増えるんだというふうなことでし

ょうから、今後そのような形で各施設を管理す

る課のほうに、共通認識としてどのような形で

の克雪の対策を取るかというようなことを、財

政課のほうでしっかりまとめていただきたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  歳出でこの問題、取り上げて

やるかなと思ったんですけれども、今、島津委

員おっしゃったので関連して質問いたします。 

  今回の雪害で、小中学校をはじめ、結城豊太

郎記念館とか、あるいはその他のいわゆる公共

施設が、軒並み相次いで雪害に遭っていると、

こういう状況ですね。 

  それで、各会派の説明会のとき、財政課長か

ら、カラーの修繕工事の概要等々がこのように

して配られたわけですけれども、この被害額と、

なぜ今まで、こういう大雪だって分かっていな

がら対応できなかったのか、その辺どういうふ

うに考えておられますか。 

  市長でも誰でもいいんですけれども。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  まず、１点目は、予算措置のほうが、なかな

か平年ベースの予算で組んでおったということ

もありまして、各施設担当課の作業に、ちょっ

とこちらの予算が追いつかなかったということ

が１点あるかと思います。 

  あと、今年の雪の状況でございますが、解け

出したときに、雪で引っ張られてというような

被害が多かったように聞いてございます。雪の

特性も、今年の雪害が多くなった原因かなとい

うふうに考えおります。 

  以上です。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  この写真見ただけで分かるん

ですけれども、特に結城豊太郎記念館などは、

あそこは、北側のほうは雪が消えにくいのよ、

陰になっているから。これは毎年の話なんだよ、

これ。 

  それで、いわゆるこういう公共施設の中に責

任者の方がいやるわけだから、やっぱり大雪の

ときぐらいはしょっちゅう見て、それなりの対

応しなければ、いつ崩れても、しかも結城豊太

郎記念館はかなり古い建物でありますから、い

つ何どき崩壊するなんて、あり得るかもしれま

せん。 

  そういった対応をしない限り、私はこの問題

は解決しないというように思いますが、さっき

島津委員がおっしゃったように、４年度から半

額に減らされると、保険も、そういう状況ある

わけですから。 

  私は、大体自分の家がどうなっているかとか、

皆さん、皆、個々人の方々は、皆、分かると思

うんです。だから、自分の家に住んでいた気に

なって対応しない限り、人任せでは駄目だと思

うんです。その辺、市長どうでしょう。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  私も、これだけの被害額があるという

ふうに聞いたときには、委員と同じように感じ

たところです。 

  今年の雪が、特別この平成に入ってから最大
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の降雪量だったということはございますけれど

も、それは日々積み重なるものでありますので、

状況を見ながらしっかり管理するということを、

来年度以降というか今年度以降、さらに徹底し

てまいりたいというふうに思っております。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  私は、そこにいる責任者の責

任だと思います。 

  何語ってんだ佐藤は、と言われたって、私は、

管理者であるそこの責任者がちゃんと、きちん

としなかったからこういう結果が生まれている

んでないのかなと、私思うんです。そう思いま

せんか、どうですか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  最終的には、市所有施設に係る責任は、

私、市長が負っているものでありますが、各担

当をされている職員の皆さんには、ぜひ自分の

家のことというふうに思って、緊張感を持って

対応するように徹底してまいりたいというふう

に思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  今の質問に、佐藤 明委員の

質問に関連してですけれども、建築物の定期報

告書ってあるんですけれども、特定建築物とい

うか、特に不特定多数のいろんな人が使う建物

を、毎年１回、建設事務所のほうに報告しなき

ゃいけないんですけれども、それらをある程度

やっていれば、それはもちろん専門家に委託し

ての話でしょうけれども、かなり細かくチェッ

ク項目があるんですね。劣化状況、それから非

常照明の点検状況、建物の外部、内外から。 

  それを見て、ある程度判断できる体制になっ

ているのかなというふうな思いでいるんですけ

れども、その辺の体制についてはどうですか。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  委員おっしゃいました特定建築物の報告等、

規模の大きな建物が中心かと思います。 

  公共施設総合管理計画の中でも、各施設のチ

ェックができるようにということでチェックシ

ートというものを準備させていただいて、予算

要求も含めましてそちらのシートを使っていた

だいて、日々点検をいただくということはお願

いしているところであります。 

  以上です。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  それ以外の建物について、例

えば、今お話に出ました結城豊太郎のこっちの

木造のほうですか。臨雲文庫のほうの垂木が破

損したということでありますけれども、ああい

う古い建物については、やっぱりどの程度経年

劣化して、どの程度の雪まで耐えられるのか。

かなり積もったら折れるなという大体予想され

ると思うんです。 

  そういう各総合管理計画の、最終的には所轄

の課の担当なんでしょうけれども、やっぱり建

築分野に明るい人に見てもらって判定してもら

うしかないと思うんです。 

  その辺の体制をつくらない限り、毎年建物は

劣化していくわけですから、いかに保険で補塡

して修繕やるといっても、また同じことの繰り

返しになる可能性が十分ある。 

  庁内のそういう建築物に対するそういうしっ

かりした管理体制、総合管理計画に基づいた体

制を構築していただきたいなということを要望

したいと思います。 

○委員長  希望でいいんですね。 

○片平志朗委員  はい。 

○委員長  ほかにありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないので次に移ります。 

  次に、歳出に入ります。 

  第２款総務費から第６款農林水産業費までの

14ページから18ページまでについて質疑ござい
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ませんか。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  14ページの２款総務費、１項

総務管理費、７の企画費の地域おこし協力隊の

ことに関連してお伺いしたいと思います。 

  先日の常任委員会で本当はお聞きしようかな

と思っていたんですが、農林課だけに限らない

ではないかというようなこともあって、この場

でお聞きしたいと思います。 

  先頃、佐藤憲一委員も取り上げていただきま

した、一般質問の中で。その中で、当局からは

マッチングという課題が示されました。 

  非常に定住につなげるという意味では、非常

に重大なことだなというふうに思いますので、

定住につなげていくという観点でちょっとお聞

きしたいと思います。 

  最初に、今まで地域おこし協力隊の中で、任

期途中に辞められた方が３名ほどいらっしゃる

というふうにお聞きしております。その３名の

方がどういうことで辞められることになったの

か、その辺について教えていただきたいと思い

ます。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  お答え申し上げます。 

  農林課のほうで担当させていただいた方の部

分ですので、私のほうからお答えをさせていた

だきます。 

  それぞれ３人の方が、これまで途中でお辞め

になったという方がいらっしゃいます。 

  お一人につきましては、ほかの、他の地域の

地域おこし協力隊としてぜひ来てほしいという

ことで要請がありまして、市のほうでも、そう

いったことであればということで送り出した方

が１名。 

  あとは、もう一人は、年度途中から地域おこ

し協力隊として採用させていただきまして、ち

ょうど年度が終わって、あと残り数か月という

ときに、別な、いわゆる雇用先のほうからお声

がかかって、ちょうど残りも数か月ということ

で、そちらのほうに移られた方が１名。 

  あと１名につきましては、私どものほうで、

いろいろ採用の際にも丁寧な説明をしたつもり

ではございましたが、いわゆる事業内容と御本

人の思いという部分が、相違があったというこ

とで、お辞めになりたいということでお辞めに

なった方が１名いらっしゃるという状況でござ

います。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  ほかの自治体の方がというか、

そういう方が、ほかの自治体で働いているにも

かかわらず、辞めてこいというのは何かちょっ

とおかしいなという感じがするわけであります

が、そういう意味では、何か辞めてもいいとい

う、辞めたいなという、ある意味一方では、そ

んな思いもあったのかななんて今感じました。 

  それと、一番最後に説明ありました方なんで

すが、地域との関係というか、なかなかなじめ

ないとか、そういうことってございませんでし

たか。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  農林課のほうの所管ということで、

私のほうからこれもお答えさせていただきます。 

  地域の関わりという部分につきましては、せ

んだっての佐藤憲一委員の一般質問の際にもお

答えさせていただいたような気がしております

が、どうしてもコロナ禍ということで、地域の

方々といろいろ交流というのが、大分希薄にな

らざるを得なかったという部分については、正

直言うとございます。 

  そうした中で、御本人についても、なるべく

地域の方々と接したいという御希望をいただい

ていたんですが、そういった場をなかなか持つ

ことができなかったという部分がございますの

で、そういった状況は仕方がなかったのかなと

いうふうには感じているところでございます。 

  以上です。 



－165－ 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  この３人の方は、いずれもお

一人で活動をされているというか、ほかの関係

者を巻き込んでいろいろ事業をやるわけですが、

基本的には、その人が主体的になって活動をさ

れているということだったのでしょうか。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ３人の方につきましては、それぞ

れ別々の内容ということでございますので、そ

れぞれ活動いただいたということでございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  分かりました。 

  私は、協力隊の皆さんが定住するということ

を選択するという、選択していただくという、

それには３つの必要な条件があるのかなと思っ

たりしています。 

  一つは、実際おうちを借りて住むわけでござ

います。要するに、住んでいるその地域の方々

と良好な関係にあるということ。そして、日常

生活も楽しく生活できるという環境が、まず大

事なんではないかなというふうに思います。 

  それともう一つは、様々な関係者、事業者、

あるいは地域の方々との協力、連携をもって、

自分の協力隊員としての成果が十分上げられる

ということ、それも大事なことだなと思います。 

  そして、三つ目は、任期終了後の収入という

か、生活できるという、自立できるという、そ

ういう見込みがあること。 

  この三つがないと、なかなか定住には結びつ

かないのかなと、そんなふうな思いであります

が、これについて市長、どういうふうにお考え

になりますか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  委員の今御指摘された点については、

いずれもそのとおりかというふうに思います。 

  それぞれの隊員の皆さんの個別の事情、ある

いは、やっているうちにまた違う希望が出てく

る。様々なケースがあろうかというふうに思い

ますが、基本は、その隊員の方の思いがしっか

りと生かせるように、我々市役所としては、サ

ポートしていくということが大事かなというふ

うに思っておりますし、また、地域の皆さんに

も、そこは温かい目で見守っていただければと

いうふうに思います。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  ありがとうございます。 

  例えば、協力隊員を採用するというふうに決

まって、住むうちも決まって、いざ引っ越しを

されるという、その段階での市としての配慮は

どのようなことをなされているんでしょうか。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

を申し上げます。 

  まず募集をいたしまして、応募になった分に

つきましては、まず地域要件によっても、いろ

いろ住む場所も限定されるというふうな場合も

ございます。 

  そういうようなことも含めまして、受入担当

をしていただく担当の課の職員さんとみらい戦

略課のほうで連携を取りながら、その方を受入

れ可能かどうかというふうなところから始めさ

せていただきます。 

  もちろん初めて南陽市にいらっしゃる方でご

ざいますので、住居等につきましても、いろん

な場所を一緒に探すことについて協力をさせて

いただいているというようなことで、まずしっ

かり住所を移して生活を始めるまでの部分につ

いては、今までも対応させていただいていると

ころでございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  例えば、その来られた協力隊

員の方を、その地区の地区長さんに御紹介する

とか、あるいは隣組長さんに御紹介するとか、

要するに、協力隊員として来ていただいたんだ

と、よろしくお願いしますと。むしろ、隣組長

さんは、逆に隣組の方々にも一緒に行って御挨
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拶いただけるような、そういう工夫も必要なの

ではないかなと私は思います。 

  そうでなければ、いつの間にか知らない人が

住んでいるというようなことでは、なかなか地

域になじめないということがあるのかなと思い

ますので、その辺についてはどういうふうに考

えられますか。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  お答えさせていただきます。 

  このたび、私が農林課に来てから、相当７人、

８人ぐらい雇用させていただいておりますが、

今委員のほうからお話いただいた部分について

は、ケース・バイ・ケースでさせていただいて

おります。 

  地域のほうに入っていただく内容の方につい

ては、私どものほうでも、地区長さんなり隣組

長さんのほうに御挨拶させていただいた部分も

ございますが、中には職種によっては、そうい

ったことをしていないというところもあるとい

うのが状況でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  職種によってというふうなこ

とでございましたが、私は、こちらで生活する

限りにおいては、その地域の地区長さんなり、

あるいは隣組長さんなりに御挨拶をさせていた

だくことが一番いいのかなと思いますので、そ

の辺、なお御検討いただきたいと思います。 

  それから、この地域に住んで、文化も違う、

習慣も違う、誰も知らないということももちろ

んあるわけなんで、悩みとか何か生活の上で、

そういう部分があるのかもしれない。 

  そういう意味での、その方との定期的なお話

合いとか相談とか、そういうふうなものは催し

ているんでしょうか。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  お答えいたします。 

  地域おこし協力隊とのミーティングというの

を週に１回、毎週金曜日に実施をしております。 

  その中で、現在の活動の内容でしたりとか、

あとはどういった１週間を過ごしたという部分、

あとは相談についても、適切に御相談をいただ

いているというふうな状況でございます。 

  また、スポットでも、それぞれ皆様、抱えて

いる課題が違うということで、全体の前ではな

くて、それぞれ個人ごとにという部分について

も対応させていただいているつもりでおります。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  ぜひよろしくお願いしたいん

ですが、地域に溶け込んで楽しく生活ができる

ということは、いい仕事ができるということに

つながっていくものと思いますので、その辺、

そういうことにも関心を持っていただいて対応

をお願いしたいと思います。 

  それと、もう一つは、成果がどのように上げ

られるかという問題が当然出てくるわけでござ

いますが、例えば、ブドウ栽培に従事する方な

んかは、教えていただく、研修する、そういっ

た方がもちろんいらっしゃるという意味ではあ

りがたいわけですが、先ほどのように１人で活

動をされる、ある人を巻き込んでいかなくては

いけない。こういう場合の支援、あるいは協力

体制というか、この辺についてどういうふうに

なされているのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  お答えさせていただきます。 

  隊員の活動については様々でございます。 

  そうした中で３年間、無事地域の皆様ととも

に活動できるように、その内容によりましてそ

れぞれの団体ですとか、あとは場合によっては

地域の方々、また個人の方々、それぞれの状況

にはよりますが、そういった部分では農林課と

しても、地域おこし協力隊と一体となってスム

ーズな活動ができるようには極力配慮はしてい

るつもりでございます。 

  以上です。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 
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○山口正雄委員  成果が上げられるようにサポ

ートしているということですが、これからもよ

ろしく、その辺はお願い申し上げたいと思いま

す。 

  それで最後に、任期終了後の自立というか、

そういうことについてなんですが、これは、和

歌山県内での失敗事例のことが書いてありまし

たので、御紹介させていただきます。 

  この方は、隊員になって半年で、その市の協

力隊を辞められました。それで、一つは、「自

分の３年後の自立ということについて、市はど

のように考えていますか」という質問を聞いた

んです。その結果、市からはこのような文書が

届きました。「３年後の自立については、協力

隊員が地域に定住し、地域の一員として住民と

ともに地域活性化に取り組むことを期待してお

り、そのため、自立に向けても、勤務時間以外

で業務に支障なければ兼業を認めています」と

いう文書だったそうです。 

  なんかこれを見て冷たいなと、第一印象、冷

たいなと。市としては、協力隊として成果を上

げてもらえばいいんだと、任期終了後は自分で

考えろと、そこまで面倒見られないというよう

な、そんな印象に取れます、私は。 

  なかなか行政が、任期終了後のことをいろい

ろできるというのは限られている部分があると

思います、難しいと思います。でも、やっぱり

相談を受けるとか、アドバイスをするとか、い

ろいろなことがあると思います。 

  それともう一つ、同じ方です。この方は、い

ろいろな仕事の中で朝市の手伝いをしておりま

した。野菜が売れ残ったときに捨てられるのを

見て、自分で引き取って、販路を開拓してさば

いたり、あるいは、なおかつ加工所を借りて、

野菜スープをつくって販売したりしておりまし

た。 

  それがどんどんと拡大して、新聞に取り上げ

られるほどになりました。もちろん加工所に設

備もあって、細菌の検査なんかもした上での販

売なわけです。 

  ところが、行政から野菜スープを販売するこ

とはまかりならんというお達しが出た。それで

辞めざるを得なかったわけですが、要するにこ

の方は、出品される農業者の方のものが捨てら

れる、収入にならない、それではもったいない

ということからそんなことを始められた。でも、

市のほうでは、今までどおりでよい、何も変え

るなというようなことだったそうです。 

  この隊員は、やりがいをなくして半年で辞め

られたと。この人が、ネットに投稿しているん

ですね。 

  もしかすれば、こういう収入を得るようなこ

とが、任期終了後、自立できる可能性があった

ということも考えられると思います。したがっ

て、この行政の協力体制のなさが、結局は、こ

の人を潰しているというようなことになるのか

なというふうに私は思います。うまくいけば、

本当に全国の成功事例として脚光を浴びるもの

だったんではないか、そんなふうにも思います。 

  こんなことで結局、協力隊員の皆さんは、３

年間どう成果を上げるかとともに３年後の自立

化、ここに定住できるかということを、本当に

心配している、あるいは懸念している、そうい

う状況だと思うんです。 

  そういう意味で、任期後に定住を選択してい

ただけるようなという意味で、担当課、あるい

は市としてどのようなことを考えていらっしゃ

るのか、その辺についてお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの委員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  当課の地域おこし協力隊の採用に当たりまし

ては、ただいま委員から御指摘いただきました

ように、何か３年間手伝ってもらうというふう

な考えではなく、やっぱりその方が３年間最長、
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南陽市にいる中でしっかり何か身につけて、そ

の後、しっかり自分で生活できるようにという

ふうなことを目指して採用させていただいてお

ります。 

  職種についても、担当の農林課さんなりいろ

んなところから御相談いただいたときには、３

年後のその先の、この方がちゃんと収入を得ら

れるかとか、例えば農業を継げるかとか、そう

いうようなことまで考えながら対応させていた

だいているつもりでございます。 

  ただ、全国的にも地域おこし協力隊の様々な

マッチングだったりとか、その後の定着率とい

うふうな問題がある中で、なのでこのたび、地

域おこし協力隊のその前の、ちょっと長めのイ

ンターンというふうな制度も新しく国のほうで

創設をしながら、少しでも地域を好きになって

もらって、一番はやはり委員が御指摘されまし

たように、何を活動するかというふうなことの

ベースになる地域との関係だったりとか、いろ

んな人との関わりが大事なのかなというふうに

思いますので、そこの部分につきましては、今

後担当の課ともさらに連携を深めながら、しっ

かり３年、その先を見つめて、地域おこし協力

隊の活用を進めていきたいと思っております。

よろしくお願いします。 

○委員長  山口委員に申し上げます。 

  十分気持ちは分かりますが、少し長かったん

じゃないですか。もっとまとめて質問をお願い

します。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  ぜひ自立できるようにお力を

お貸しいただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  14ページです。総務費につい

てお尋ねをしたいと思います。 

  説明のところにはありません。予算の審議、

補正予算の審議というのは、いわゆる当初予算

で計上されたものがどのように進捗されている

か。今、山口正雄委員からもありましたように、

そういったチェック機能というのも非常に大事

かなと思いまして、あえてお尋ねしたいと思い

ます。 

  私も一般質問の中でも話しましたけれども、

非核平和の夕べについてです。またかというふ

うな感じかもしれません。非常に大事なことな

ので、話をしたいと思うんですが、非核平和都

市推進市民会議補助金という名目で580万円、

しかもこれは市単独の予算です。 

  したがって、その団体に対する補助金だとい

うことであれば、当然にその会議をして、しっ

かりと実践していく、計画していくというよう

なことが大事だと思うんですが、開催している

ものについてどうなのかどうか、お伺いをした

いと思います。 

○委員長  穀野純子総務課長。 

○総務課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  この580万円の予算につきましては、この非

核平和の中で、事業をすることができるという

条文がございますので、その中で事業をするた

めの予算となっております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  それは当たり前の話で、私が

聞いているのは、その中で、例えば推進する際

に、当然事業実施主体が市ではありませんよね、

補助金だから。 

  ということは、そこの推進会議の中で会議を

開催して、どういう計画になっているんですか

というふうなことです。 

  ８月には実施するというふうな、市長はそう

いうような話をしているわけですので、今６月

ですよ。その中でどういうふうになっているの

かって、会議は開いたんですか。 

○委員長  穀野純子総務課長。 
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○総務課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  会議のほうはまだ開いておりません。 

  これから事業についての実行委員会等を開催

する予定でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ちょっと白岩市長としては、

大変お粗末かなというふうに私は思っています。 

  白岩市長がずっと今までやってきた予算を計

上して、そして実行してきた。それは本当に、

真摯に予算執行をしているというのを私は評価

していますけれども、この問題に関してはなぜ

そうなのか、分からないです。 

  やっぱり私も前から言っていますように、平

和センターという一つのいわゆる団体がありま

して、そういったのが一番いいんじゃないか。

その構成員にもなっていますし、そういうとこ

ろで考えるのが一番いいんじゃないかって前か

ら話をしています。ただ、そこにも声がかかっ

ていないというようなことでしたので、どうな

のかなというふうなことで私は非常に疑問に思

っております。 

  そこについて市長どうなんでしょうかね。同

じことを何回も聞いて悪いんですけれども、そ

ういうふうなことにしか考えられないんですよ。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  委員から数度御指摘いただいたことも

踏まえまして、慎重に検討するようにというこ

とを担当課には申しているところです。 

  ということもあって、今時間を要しておりま

すが、この事業については、委員の御意見も踏

まえながら総合的に判断して、しっかりと遂行

していきたいというふうに思っております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  そもそも予算というのは、当

然何々をやるというふうなことで積算をして、

そして計上をして、私たちに提起して、それを

審議して決定していくわけですよね。その中で、

当然予算の積算というのはあるわけですから、

その当時考えたことはあるはずなんです、まず。 

  その中で、580万の中でやるんですよという

ようなことを言っているわけですけれども、そ

れにしても、８月15日は終戦記念日ですし、付

近に合わせるというのはベストだと思いますし、

私は、非核平和というふうな部分でいうと、核

のない世界というふうなこと。今、ウクライナ、

ロシアの問題があって、ややもすると核が使わ

れるんじゃないかなということもあります。そ

ういった中で、非常に大事な重点があると。 

  しかも、例えば小中学生に見せるというふう

なことであれば、やはりいろんな意味で核の危

なさというようなことをしなければならないと

いうように思っていますし、以前あった「流れ

る雲よ」については、どうも特攻隊を意識して

いるものだけなので、ちょっとおかしいんじゃ

ないかというようなことを前にも指摘していま

すので、そこは話はしませんけれども、そうい

うふうなことで、いまだもって事業実施の会議

が行われていないというのは、ちょっとおかし

いんじゃないかなというふうに思いますが、ど

うなんですか、具体的には日程決まったんでし

ょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  具体的な日程については、まだ決まっ

ておりませんけれども、そういった委員の御指

摘を踏まえて、従来よりももっと慎重に対応を

すべきであるということの中で、慎重にも慎重

を重ねて今検討をさせていただいています。 

  この予算については、３月にお認めいただい

たことをしっかりと踏まえまして、非核平和の

つどいという趣旨がしっかり行われるように努

めてまいりたいというふうに思っております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  私、予算執行権ないですので

要望しかないんですけれども、先ほど言ったよ

うに、例えば「流れる雲よ」みたいな形じゃな
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くて、やっぱり教育的な形で、しっかり今まで、

核を落とされた日本の被爆国としては、「はだ

しのゲン」のようなそういったものは、非核平

和に関してはマッチングするんだというふうに

思いますので、ぜひそこを十二分に検討してい

ただいて説明いただきたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  ただいまの高橋一郎委員の関

連もあるんですけれども、当局に対して、私、

予算の在り方、予算執行の在り方について何点

か質問いたします。 

  いいですか、第１点は、予算執行する場合、

必ず目的、計画があるわけですね。それに基づ

いて予算を執行すると、予算を計上すると、こ

ういうことになっているんですが、私、違って

いるでしょうか、答弁願います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  間違えてはいないというふうに思いま

す。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  これは３カ年計画で、冒頭で

このように指摘されているわけです。目的あっ

て、計画あって、予算を執行すると、こういう

運びになっているわけですね。 

  しかし、私、３月の予算委員会、あるいは先

だっての高橋一郎委員の一般質問を聞いていま

すと、目的もあると、計画もあると、それにも

かかわらず中身がないと。 

  今、市長もおっしゃったように、先だっての

一般質問や予算委員会を聞いていますと、何を

やろうとするのか中身が全然ないと、こういう

状況なわけだね、今、市長もおっしゃったよう

に。 

  中身もないのになぜ予算執行するのか、その

意味が私、分からないんですよ。どうですか、

市長。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  各議会でその時々の委員会や本会議、

一般質問等でいただいた意見を踏まえて、それ

も斟酌しながら、その事業の内容を考えるとい

うことで、まだ今それについては検討中であり

ます。 

  中身がないということではなくて、御意見を

踏まえて考えているところでありますので、そ

こについては御理解賜りたいと思います。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  私、不思議に思って、ずっと

私、今まで聞いていた。 

  私、発言しようかな、どうしようかなと再三

迷いました。今いろいろ話聞いて、なぜ、しか

も、市長、毎年、毎年、３カ年計画や第６次総

合計画に基づいて予算も執行しているわけです

から、これは５年ぶりというふうなお話聞いて

おります。しかも、日程は８月の末頃かなとい

うような当局の計画であるということも聞いて

おります。 

  しかし、ならば当初予算でなくて、６月の今

回の議会でも提案できるし、専決でもできるわ

けでしょう、これは。時の状況に応じて提案し

ているんですけれども、やっぱり私は、目的が

あって、計画があって、事業化すると、こうい

う運びになっているわけですから、それに基づ

いてちゃんと計画、５年越しならば、もう出て

当たり前の話じゃないですか。いまだもって市

長は、慎重に慎重を重ねてとかいろいろ言って

いるようですけれども、どうも私は解せない、

これは。 

  この中身の問題でなくて、予算執行の在り方

について、私、指摘しているんです。どうでし

ょう。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  ５年ごとに開催している非核平和のつ

どいということで、これが、令和４年度がその

年度に当たるということで、当初予算で計上さ

せていただきました。こういった類いのことは、
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専決すべきではないなというふうに私は考えて

います。 

  概要についてお話をしたところ、議員から

様々な御意見を賜りましたので、当初の考えに

固執するのではなくて、いろいろと検討させて

いただいて、最終的にはしっかりと、予算を間

違いなく執行できるようにしてまいります。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  私、専決やりなさいと言って

いるんじゃないよ。 

  予算の在り方について、５年越しならば、も

うずっと計画立てているわけでしょう。依頼先

の実行委員会、検討委員会。それをいまだもっ

て、予算議決したにもかかわらず、３月議会で、

いまだもって決めていないと。これは不思議で

ないのかなと私思うんですけれども。 

  何ぼ慎重に検討したとしても、大体予算執行

したならば、大体その辺、頃合いってあるわけ

だから、だって、南陽市の事業計画見ていると、

長期、中期、短期と、あるいは３カ年や第６次

総合計画に基づいてやっているわけですから、

その辺の理解が十分でないのかなと私思うんで

すよ。 

  ですから、やっぱりきちっとした位置づけを

持ってやるべきではないのかと、そのように思

いますよ。私、間違っているでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  間違ってはいないというふうに思って

います。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  ですから、私、思うんですけ

れども、その辺よく話合いをして、やっぱり子

供たちのために非核平和の都市宣言しているわ

けですから、議会も当局も。 

  その辺しっかり理解をしていだいて、対応を

していただきたいものだなと、このように指摘

をしておきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ほかにありませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  16ページの４款衛生費のコロ

ナワクチンの接種に関してですけれども、５月

20日の全員協議会で指摘された問題ですけれど

も、５月１日の市報に、ワクチン接種済み者の

新規陽性者数は、未接種者と比べて少なくなっ

ていますというふうな記事が出ました。 

  ところが、その後、その未接種者の中に接種

歴不明者、いつしたか分からないと、そういっ

た人も含まれていたということで、改めて統計

の取り直しをしたところが、年齢によっては、

むしろ接種した人のほうが新規陽性者数が多い

というふうな数字が出たということで、その後、

私が全協で指摘した以降ですけれども、ＮＨＫ

のニュースで取り上げたり、それから私が知る

範囲では、朝日新聞と毎日新聞にかなり大きく

取り上げたりしました。 

  そこで、私が指摘した以降の市の対応につい

てお伺いしたいと思います。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきます。 

  髙岡委員のほうから、全員協議会のほうで御

指摘いただきました件につきまして、そのとき

に、国のほうで出されている最新の情報を掲載

させていただいたということで御説明をさせて

いただきまして、今回６月16日の市報におきま

して、また新しい、６月１日に厚生労働省のほ

うで公開しておりますアドバイザリーボードの

資料のほうを掲載させていただきました。 

  そこの中には、４月20日までには、接種歴が

未記入の場合には未接種に分類されていました

が、５月11日以降は接種歴不明にということで

注意書きも書かせてはいただいておりまして、

あとは、詳細については、厚生労働省のホーム

ページのほうを御覧くださいというようなこと

で掲載をさせていただいております。 
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  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  今日の市報で対応していただ

いたということで、よかったと思います。 

  この５月１日と同じような記事を近隣市町村、

あるいは把握している範囲で、ほかの市町村で

同じような記事を掲載した例は把握しています

かどうか、お聞かせください。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきます。 

  ほかの市町村でこういったデータを掲載して

いるというのは、こちらのほうでは把握してお

りませんが、各市町村の広報紙等におきまして

も、やはり厚労省の資料が見られるようなＱＲ

コードですとかそういったものを掲載している

というのは、こちらのほうでも見せていただい

ております。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員、ただいま質疑中

ですけれども、ここで暫時休憩させていただき

ます。 

  11時15分、再開いたしますので、その次にお

願いをいたします。 

  暫時休憩いたします。 

午前１１時００分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１５分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  ５月１日の市報に出た記事と

同類の記事、これは、ほかの市町村については

把握していないということだったんですけれど

も、私なりに把握しているところでは、千葉県

の広報紙に載っていたのを把握しております。 

  独自の判断か、市としてこの記事を掲載する

に至ったいきさつについて、判断について、で

きるだけ詳しく御説明お願いします。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

  このたび、５月の市報に掲載をさせていただ

いたわけなんですけれども、そのときにちょう

ど、やはりコロナの流行もなかなか下がらない。

そういう中で３回目の接種のほうが少しペース

ダウンしてきて、若年層の方が打つ率があまり

上がらないというような状況がございまして、

県のほうからも、そういった部分での対応を市

町村で独自にやっていますかというような調査

等もございまして、その際には県のほうから、

成人式の際にも、成人者の方にチラシを県が配

布したいというようなことがありましたので、

配布をしていただいたというようないきさつも

ございました。 

  そのときに、やはりそういった状況の中でコ

ロナワクチンの接種というものを考えたときに、

国のほうで出している最新の情報を基に御判断

いただけるように市のほうで判断をさせていた

だいて、掲載をさせていただいたというような

ことでございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  実はこの問題、厚生労働省ア

ドバイザリーボード、そこで出したそれのデー

タというのは、それは意図的だったのではない

かということで非常に大きな問題になっている

わけです。 

  仮に、意図的にデータ改ざんだとすると、こ

れは非常に大きな問題だなというようなことで、

今いろんなところで問題になっているわけで、

その点ありましたんで、私自身、南陽市ではど

ういう経緯でこれを掲載するに至ったかという

ことを今確認したかったところです。 

  あと、南陽市なりにワクチン接種３回目、で

きるだけ実績上げようと、その一生懸命な中で

そういった判断に至ったというふうなことで、
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その方向は違っても一生懸命さは、私なりに理

解したいと思います。 

  次の質問に移ります。 

  ６月10日、厚生労働省の発表の、日本のコロ

ナワクチン接種後の状況というのがありまして、

厚生労働省に医療機関等から報告なった分だけ

で1,743人死亡、副反応報告、男性重篤者が

7,579人、女性重篤者が１万4,568人、性別不明

重篤者295人で、合計２万2,442人というふうな

数字。厚生労働省の発表、毎月審査会というの

があるんですけれども、そこで発表になった最

新のデータです。 

  こういったふうな状況、あと医療機関等を通

して厚生労働省に報告のあっただけでこの数字

ということで、氷山の一角とも何とも言えない、

いろんな不気味な数字ではあるんですけれども、

南陽市として把握している副反応の実態につい

てお聞きしたいと思います。把握しているだけ、

よろしくお願いします。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

  南陽市のほうとしまして把握しております副

反応については、今のところは医療機関のほう

から上がってきておりませんということでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  それでは、３月の予算委員会

でお聞きしたんですけれども、12歳未満５歳以

上のワクチン接種も進んでいるわけですけれど

も、その後の、次の日、学校に行けなかったと、

そういったふうな子供がどのくらいあるか、学

校教育課のほうで把握していれば、数字お聞か

せください。 

○委員長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  学校において、副反応によって欠席している

という、次の日登校できなかったという児童、

生徒についての数を把握していることは、今の

ところございません。 

  次の日学校に登校できなかった子はいるかも

しれないんですけれども、正確な数字を把握し

ているところではございません。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  私のように、ワクチン、前か

ら危ない、危ないと心配していた者にとっては、

これは、私と同じ思いになっていただいたら、

市のほうとしても副反応の実態を本気で調べる。

学校のほうでも、教育委員会のほうでも実態が

どうかと、それを本気になって調べるというの

は、私としては要望したいところですけれども、

その辺の認識のギャップというのは、今まで何

回も私これまで言ってきて切に感じているとこ

ろなんで、しようがないというところなんです

けれども、何で私がこれを言ったかというと、

実は当初、厚生労働省のほうも、ワクチンで亡

くなった人には4,000万何がしかの死亡何とい

う金か、その金を払うというふうなことだった

んですけれども、それは一例も払った例がなか

ったわけです。 

  ところが、どうもここに来て、あまりのいろ

んな死亡者が多くなっている実態に、厚労省と

しても放っておけなくなったと。県のほうに、

「新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症

状に対応するよう、既に厚生労働省から都道府

県に対し、ワクチンとの因果関係の有無にかか

わらず、希望する方が必要な医療機関を受診で

きるような体制の確保等を依頼しているところ

です。さらに専門的な医療機関の名称等の公表

に向けた調整も都道府県に依頼しているところ

です。また、新型コロナワクチンによる健康被

害については、予防接種健康被害救済制度によ

り、国の審査会が因果関係を認定した場合に、
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迅速に救済を行うこととしており、接種後の症

状が予防接種によって起こったことが否定でき

ない場合も含め救済の対象としています」とい

うような通達が、厚労省のほうから県のほうに

は出ているそうです。 

  これに関して、市のほうではどのような、厚

労省のほうからのこういった意向というのは聞

こえているかどうか、確認したいと思います。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

  国から県へそういった文書が発出されている

というようなことは説明会等でもあったんです

けれども、その後、県から市町村のほうにとい

う文書につきましては、こちらのほうでまだ確

認はしておりません。 

  以上です。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  今、そういった説明が県のほ

うからあったということなので、恐らく流れと

しては、何らかの形で救済措置というのをこれ

から講じる方向にちょっと流れが変わってくる

んではないかなと。 

  そういった場合に、やっぱり副反応の実態と

いうのを、この南陽市においてもしっかり把握

しておいて、そういったものに対して速やかに

救済措置を講じる、できるような体制をつくっ

ておいていただきたいと思いますが、その辺、

市長に改めてお願いしたいですけれども、確認

したいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  厚生労働省の定めている健康被害救済

制度に該当するようなものがもしあれば、それ

は市としてもしっかりと国の対応に倣って、救

済の趣旨が行われるようにしてまいりたいとい

うふうに思います。 

  ただ、市内においても、既に高齢者であれば

95％の人が２回接種し、３回目も９割接種し、

４回目も、３回打った方の85％の方が今後接種

する予定になっておりますが、何回打つと具体

的な被害、重篤な副反応、接種による死亡が出

てくるのか。 

  市内の被害の実態について、例えば委員が、

具体的にこういうふうに被害があるんだという

ことであれば、それは厚労省の判断材料にもな

ると思いますけれども、そういったものがある

ということは、私は今聞いていないところでご

ざいます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  数字を見れば、1,743人中、

これ自体、ワクチンでこれだけの人が死ぬのか

とたまげるわけですけれども、全体の比率にす

れば、0.000何ぼしか分からないパーセントの

あれなわけで、じゃ、これがどうだというふう

な、これは具体的な例というのはなかなか一概

には言えないわけですけれども、少なくとも市

のほうでは、そういったことに目を光らせてし

っかり把握して、対応できるときには速やかな

対応をよろしくお願いしますということを要望

して終わります。 

  以上。 

○委員長  ほかにありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  18ページ、いわゆる農業振興

費についてお伺いをしたいと思います。 

  網羅的な話ですけれども、実は今、サクラン

ボの最盛期になっています。これからリンゴな

りブドウなりと、南陽はフルーツの町ですので、

これから非常に繁忙期になってまいります。 

  その中で従事者不足です。実際の作業の従事

不足というのが指摘されていまして、マッチン

グの方法というのはどうなんだろうと、前から

ちょっと質問をしているところですけれども、

ここに来て、例えば寒河江市なり、市職員が兼

業を認めるというふうな形で、実際に摘果作業

に当たる、摘み取りに当たるというふうなこと
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が記事として載っておりました。私は、いいこ

とだなというふうに思っています。 

  そういったことについて、本市として考え方

を持っているのかどうかをまずお尋ねしたいん

ですが。 

  あるいは、例えばもう一つは、南陽高校の南

陽市役所部というのがありますけれども、そこ

を中心にして、例えば高校生のボランティア等

も考えていく。サクランボとボランティアをか

けて、さくらんボランティアなんていうふうな

ことでやっているところもありますけれども、

これはサクランボに限定したことではなくて、

リンゴの農家であるとか、あるいは果樹の農家、

ブドウについても同じです。 

  そういったところで、ひとつ持っている人的

な資源を有効に結びつけていく。そのためには、

例えば市役所の職員、あるいは高校生とか様々

な形でしていく方法が、今検討するべきではな

いのかというふうに思っております。それにつ

いて考え方をお伺いをしたいと思います。市長

に、できれば。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  私からお答えいたします。 

  寒河江市や山形県で職員が、足りない、人手

不足のところに職員をマッチングすると。その

際に兼業の制度をつくって対応するということ

については、私も注目しております。 

  南陽市においても、公務員が地域活動にいろ

んな形で参画するということを進めていきたい

というふうに思っておりまして、ぜひこの制度

については前向きに考えていきたいなというふ

うに思っています。 

  また、高校生の御提案もありましたけれども、

それについても高校側にお話をしてみたいなと

いうふうに思います。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  前向きだということで、ぜひ

前向きに。お互いにいいと、三者がいいという

んですかね、農家の方もいいですし、手伝って

くれる人もこれで貢献をしながら、いわゆる収

入も入ってくるみたいな、労賃でしょうけれど

も、そういったものも入ってくるというふうな

ことになってくるといいのかなと。 

  そして、それが一つの、南陽市でこんなこと

をやっていますというふうなことで発信をして

いくというようなことにもなってきますので、

それは何がいいかというのは、これは検討して

いただくといいわけですけれども、例えば市外

の方に来ていただいてというようなこともある

かもしれません。 

  それは、例えば雪下ろしボランティア、雪の

何とかという、ありましたよね、お助け隊みた

いな。そういったことも含めて、果樹だけに限

らず、そういった方向がないのかぜひ検討して

いただきたいと思うんですが、今ここに来ては

農業振興費というふうなことでの話したんです

けれども、もうちょっと広げて、議論するんで

あればそこも含めて出してもらいたいなと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  おっしゃるとおり、雪なども含めて、

公務員と、それから地域との関わり方、今後、

人口が減少していって、あらゆる分野で人手不

足になるときに、どういった形で公務員も、地

域の一員としてその地域を支えていくのかとい

うことについては、委員おっしゃったことを踏

まえて、今後制度化できればなというふうに思

っています。 

  一方で、人手不足ということについては、委

員からは人出をもっと、職員の人員を確保する

ようにという御意見もあろうかと思いますけれ

ども、なかなか厳しい状況の中で人を増やすこ

とができないと、日中の仕事も業務が多くなっ

ていると。その辺のバランスもよく見ながら、

職員の希望に応じて、また地域の希望とも合っ

たようにできればなというふうに思っておりま
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す。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  そこで、一つだけ懸念するの

が、今、市長がおっしゃったように、いわゆる

これは労働条件ではないんだと。そして、例え

ばボランティアに行く、あるいは兼業をしてい

くということが、一つの成績の評価になるよう

なことでもありませせん。 

  そこはしっかりと割り切って、あるいは、い

わゆる労働組合等との話合いもあることでしょ

う。労働条件の変更ではないんだというような

ことになるかもしれません。そこは、そういっ

たこともあるよというようなことを含めて、ぜ

ひ検討していただきたいというふうに思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  15ページの３款民生費１項社

会福祉費に関連して、現在、赤湯駅の西口のほ

うに透析の専門病院のほうが開院されていまし

て、市内外から多くの患者さんのほうが来られ

ているわけなんですけれども、透析患者さんに

対しては、利便性もよくて大変評判がよいとい

う話もあります。 

  ただ、赤湯駅の東口にいる患者さん、特に高

齢の患者さん等に関しましては、赤湯駅を通過

するのに、北側の踏切か南側のアンダーパス、

通らなくちゃいけないということで、ちょっと

利便性が悪いという話があります。 

  以前にここで、自由通行できる通路を造って

いただきたいとか、自由通行に関しての話をし

たときに、通路を造るには多額の予算が必要だ

ということで無理だという話も聞きました。 

  通行に際しては、ＪＲと山形鉄道ということ

で事業主体が２か所になっているので、なかな

かそれも難しいという話はお聞きしたんですけ

れども、透析患者の方ですとか、そういう持病

を持った方、あと高齢で自動車免許を返納され

て足がない方について、やはりどうしても東口

と西口の連絡ができないと、大変御苦労されて

いるような状況があるようですので、できれば

そういう方に関して、申請があれば通行できる

ようなパスみたいなものを新設できないかなと

いうような要望があるようです。 

  できればその辺ちょっと、ＪＲですとか山形

鉄道さんのほうとも御相談いただいて、やるこ

とはできないものかなと思いますので、その辺

についてちょっと御質問いたします。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの委員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  ただいま具体的に患者さんの御不便というふ

うなことでお話を承りました。 

  ＪＲ、山形鉄道のほうに、そちらのほうの対

応が可能かどうか、まずこちらのほうから御相

談をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  そうですね。ぜひ交通弱者と

いう部分でもありますので、その辺のこと、実

現できるようにやっていただきたいと思います。 

  市長のほうからもちょっと一言、お考えを聞

かせていただければありがたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  自由通路があればいいなというのは、

皆さん思っていることだと思います。 

  しかし、あればいいことと財源との間には物

すごく開きがあって、実際に財源をどうするの

か、あるいはＪＲや山形鉄道との協議をどうす

るのかというのは難しい課題ではありますが、

まずは投げかけてみると。市の気持ちはこうで

すということについては、できるのかなという

ふうに思っています。 

○委員長  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  自由通路については、以前、

副市長から数十億円もかかるんだよという、と

んでもない予算かかるというような話はお聞き
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しておりますので、難しいのは重々承知してい

ます。 

  ですので、先ほど言ったように、事業主体の

ほうの病院さんのほうとお話いただきまして、

ぜひ前向きな御検討をお願いしたいと思います。

要望です。 

○委員長  希望ね。 

○山口裕昭委員  はい。 

○委員長  ほかにありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第７款商工費から第10款教育

費までの19ページから22ページまでについて質

疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、その他・附属資料23ページか

ら27ページまでについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第29号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第４号）は、原案のと

おり可決すべきものと決するに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第29号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  以上で、本委員会に付託されました補正予算

１件の審査は終了いたしました。慎重な御審議

を賜り、誠にありがとうございました。委員各

位の御協力に対し、深く感謝申し上げます。 

 

─────────────────── 

 

散      会 

○委員長  これをもちまして予算特別委員会を

散会といたします。 

  御起立願います。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１１時４０分  散  会 

 



 
 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 定 例 会 
６月２１日（火曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日 （ 火 ） 午 前 1 0 時 5 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１６名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ８番 山  口  正  雄  委員  ９番 片  平  志  朗  委員 

１０番 梅  川  信  治  委員 １１番 川  合     猛  委員 

１２番 髙  橋     弘  委員 １３番 板  垣  致 江 子  委員 

１４番 髙  橋     篤  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１６番 佐  藤     明  委員 １７番 殿  岡  和  郎  委員 

◎欠席委員（０名） 
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  伊 藤 直 人 
み ら い 戦 略 

課 長 補 佐 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

矢 澤 文 明 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 

島 貫 正 行 農 林 課 長  寒河江 英 明 農村森林整備主幹 

長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長  川 合 俊 一 建 設 課 長 

佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長  大 室   拓 会 計 管 理 者 

長 濱 洋 美 教 育 長  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長  山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長 

土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 細 川 英 二 監査委員事務局長 

安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
   

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第33号 令和４年度南陽市一般会計補正予算 

      （第５号） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○委員長（殿岡和郎委員）  これより予算特別

委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は16名全員であ

ります。 

  なお、当局より、嶋貫憲仁みらい戦略課長が

都合により欠席の旨、通知がありましたので、

代わりに伊藤直人みらい戦略課長補佐が出席し

ておりますので、御報告いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第３３号 令和４年度南陽市一般会計補正

      予算（第５号） 

○委員長  これより予算の審査に入ります。 

  本定例会最終日において、本委員会に付託さ

れました案件は、議第33号 令和４年度南陽市

一般会計補正予算（第５号）、１件であります。 

  当局の説明を求めます。髙橋直昭財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年６月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第33号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

い申し上げます。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  補正予算書の予算に関する説明書により行い

ます。 

  歳入歳出全般、及びその他附属資料８ページ

から14ページまでについて質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  それでは、全般的なことにつ

いてお伺いをしたいと思います。 

  この補正について、待ち望んでいるというの

が実態だと思いますので、どのような形で、ス

ピードを持って施行をしていくのかということ

についてお伺いしたいと思いますが、それと、

県との併給があるというふうにお聞きしており

ますけれども、その県との併給ある場合につい

て、それについての実施主体についての困惑が

ないのかどうか。どのような形で、受益者がど

こに行けばこういったものが受けられるかとい

うふうなことも含めて、いろんな意味でアナウ

ンスをしなければならないというふうに思うん

ですけれども、その辺についてお伺いをしたい

と思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  委員の御質問にお答え申し上

げます。 

  私のほうからは、商工観光課関係についてお

答え申し上げます。 

  初めに、スピード感を持ってというふうな部

分でございますけれども、商工のほうでは大き

く２つの給付金を用意してございます。 

  まず初めに、燃料価格・物価高騰緊急経営支

援給付金、こちらにつきましては、山形県のほ

うでも、今日まで開催の議会のほうに同様の事

業が提案されてございます。 

  山形県のほうは、売上げのほうが30％以上減

少している事業者が対象となっております。南

陽市につきましては、20％以上減少している事

業者としてございますけれども、30％以上の部

分につきましては、山形県のほうからの給付金

を給付いただこうというふうに考えてございま

すので、この申請受付時期につきましても、山

形県のほうと調整をしながら行いたいと思いま
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す。 

  結論を申し上げれば、６月の決算が出ない限

り、申請先が山形県になるのか、南陽市になる

のか分からないというふうな状況なものですか

ら、こちらについては、山形県のほうと調整し

て事務を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、もう一つのほうの道路貨物運送事業者、

地域交通事業者等緊急経営支援給付金、こちら

につきましては、７月１日から申請受付を開始

する方向で準備をしたいと考えてございます。 

  あと、県との併給というふうな部分でいいま

すと、道路貨物運送業、さらには貸切バス業、

タクシー業、この方たちが併給の対象になるの

かなというふうに考えておりますけれども、申

請先につきましては、山形県の給付金について

は山形県、南陽市については南陽市というよう

になりますけれども、市といたしましては、山

形県のほうでもこういった給付金が受けられま

すよというふうなことで、窓口等で説明をさせ

ていただければというふうに考えてございます。 

  商工分については以上でございます。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  農林分野についてお答えさせてい

ただきます。 

  私どもの農業分野につきましては、畜産の部

分及び果樹、野菜、花卉等につきましての、２

つの補助のほうで対応していく予定でございま

す。 

  まず、畜産につきましては、県のほうでも畜

産の支援については考えておりまして、そのス

キームを使いまして、私どものほうでも積み上

げを行っております。 

  ただ、県との協調事業ということではござい

ませんので、市単独で進められるという部分も

ございます。市長のほうからも、簡素でスムー

ズな迅速な対応をというふうに指示をいただい

ておりますので、本日御可決をいただきました

ら、即作業に入りたいというふうに考えている

ところでございます。 

  また、果樹の分野につきましても、私どもの

ほうで一定程度の、あまり細かいような申請で

はなくて、できるだけ簡素化できるようにいろ

いろ考えているところでございます。こちらに

つきましても、迅速に支給できるように体制を

整えていきたいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  例えば私が事業者であって、

商工観光課関係、それとか農林課分けた場合、

私、商工関係で受益がある事業者だとすれば、

まず分からないと思うんですよね、そのパーセ

ンテージがどうのこうのというのは。 

  とにかくまず市役所に行くと思いますので、

その中でうまく、例えば県だったら県に案内す

るとか、何とかそこらは非常にスムーズという

よりも、思いやりのあるような形の対応をして

いただかないと、本当に苦しんでいる中で駆け

込んだんだけれども、いや、県だったとか何か

よく分かんなかったということでは、大変困る

なというふうに思ったものですから、そこ。 

  それから、もう一点、農林課長からありまし

たように、コロナの給付金とはまた違って、本

当にこれは収入が減じている、あるいは支出が

多くなっているというようなことは分かるわけ

ですよね、だれが見ても。 

  なので、簡素化するというふうなことでスム

ーズな対応をしていただきたいというふうに思

いますが、市長どうでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  委員おっしゃるとおり、俗に言うたら

い回しにならないように、やはり市民の皆さん

に一番近いところが市役所だということで、県

の分であってもできるだけ親切に、事業者の身

になって対応するように指示してまいりたいと

いうふうに思います。 

  また、農業につきましても、農業者の皆さん
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が、迅速に給付を受けられるようにということ

を重ねて指示してまいりたいというふうに思い

ます。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  12ページの教育振興費の中の

情報端末・高速通信ネットワーク整備事業費

3,316万5,000円、これについてちょっと詳しく

御説明お願いします。 

○委員長  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、お答えを申し上げます。 

  3,316万5,000円の内訳でございますけれども、

先ほど財政課長の説明にもありましたとおり、

普通教室全てに電子黒板を導入するというもの

でありますけれども、普通教室87のうち、既に

もう20台導入されておりますので、残りの67台

分を今回予算計上したという内容でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  67で、あれ、少ないなと思っ

ていたんですけれども、20はあらかじめあった

ということで。 

  前からこれがあるべきだという、これを設置

すべきだと言ってきただけに、今回この臨時交

付金をうまく利用して、今回導入になったなと

いうこと、非常に評価したいと思います。 

  これをフルに活用できていい教育できるよう

に要望しておきます。 

  以上。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  11ページ、今回の緊急経済

対策事業の商工観光の部分なんですが、各分野

において速やかにこの予算を本日提出いただい

たということに、まず御苦労に感謝申し上げま

す。本当にスピーディに対応していただいてい

るなというふうなことでありがたく思います。 

  ただ、県のやり方の話なんですが、売上げ

20％、30％減になった者に対して助成しますよ

という考え方なんですが、今回の緊急経済は経

費の上増しなんですね、売上げの減ではなくて

経費の上増し。 

  そうすると、農林課が出している対策という

のは、上昇した分に対して補助しますよという

ふうなことで非常に明確に出ているのですが、

この県が打ち出している売上げが30％下がった

と、もしくは、南陽市も倣って20％下がったと

いうふうなことでの申請ということになるわけ

ですが、実際にラーメン屋さんが売上げ同じだ

った。でも、経費が高くついたと。配達する油

代かかった、食材が値上がりしました、だから、

利益が圧迫しています。もしくは、食材が上が

ったことによって赤字になっちゃいましたと。

これに対して本来、補助すべきはずです。 

  その辺のほうで、今度、市民の事業者の方か

ら、そういうものの救済はないのかというふう

な話があってしかるべきになってくるのではな

いかと思います。 

  この辺、商工観光課長のほうには県とのすり

合わせ、もしくは、市内事業者からそのような

要望があった場合の対応というものを、十二分

に今後どのような形でしていくのか。さらに苦

労をかけますが、追加して御検討いただきたい

というふうなことを要望させていただきます。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第33号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第５号）は、原案のと

おり可決すべきものと決するに御異議ございま

せんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第33号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  以上で、本定例会最終日において、本委員会

に付託されました令和４年度補正予算１件の審

査は終了いたしました。 

  慎重な御審議を賜り、誠にありがとうござい

ました。委員各位の御協力に対して、深く感謝

申し上げます。 

 

─────────────────── 

 

閉      会 

○委員長  これをもちまして予算特別委員会を

閉会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１１時１１分  閉  会 

 

       予算特別委員長 殿 岡 和 郎 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 案 等 
 

（ 令 和 ４ 年 ６ 月 定 例 会 ） 


